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【【【【本日の会議に付した案件】】】】    

日 程 第 １． 会議録署名議員の指名 

日 程 第 ２． 会期決定の件 

日 程 第 ３． 施政方針について 

日 程 第 ４． 報 告 第 １ 号 専決処分の報告について（損害賠償の額を定め和解することについ

て 専決第 21 号） 

日 程 第 ５． 議 案 第 １ 号 兵庫県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増減

及び規約の変更について 

日 程 第 ６． 議 案 第 ２ 号 西播磨地域消防広域化協議会の廃止について 

日 程 第 ７． 議 案 第 ３ 号 佐用町過疎地域自立促進計画の変更について 

日 程 第 ８． 議 案 第 ４ 号 工事請負契約の変更について（佐用町防災行政無線デジタル整備工

事） 

日 程 第 ９． 議 案 第 ５ 号 工事委託契約の締結について（町道小赤松線小赤松橋橋梁架設工事） 

日程第 10． 議 案 第 ６ 号 佐用町南光地域福祉センターの指定管理者の指定について 

日程第 11． 議 案 第 ７ 号 町道路線の認定について 

日程第 12． 議 案 第 ８ 号 町道路線の廃止について 

日程第 13． 議 案 第 ９ 号 町道路線の変更について 

日程第 14． 議案第 10 号 区域外道路の変更の承諾について 

日程第 15． 議案第 11 号 農業共済事業事務費の賦課総額及び賦課単価の決定について 

日程第 16． 議案第 12 号 畑作物共済の危険段階基準共済掛金率の改定について 

日程第 17． 議案第 13 号 佐用町まちづくり基本条例の制定について 

日程第 18． 議案第 14 号 佐用町附属機関設置条例の一部を改正する条例について 

日程第 19． 議案第 15 号 佐用町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例について 

日程第 20． 議案第 16 号 佐用町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

日程第 21． 議案第 17 号 佐用町南光ひまわり館運営基金条例を廃止する条例について 

日程第 22． 議案第 18 号 佐用町まちづくり推進会議条例の一部を改正する条例について 

日程第 23． 議案第 19 号 佐用町水防に関する条例の制定について 

日程第 24． 議案第 20 号 佐用町市町村運営有償運送事業費用徴収条例の一部を改正する条例

について 

日程第 25． 議案第 21 号 佐用町課設置条例及び佐用町職員の定年等に関する条例の一部を改

正する等の条例の制定について 

日程第 26． 議案第 22 号 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講

ずるための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整

備に関する条例の制定について 

日程第 27． 議案第 23 号 佐用町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について 

日程第 28． 議案第 24 号 佐用町消防本部及び消防署の設置に関する条例等を廃止する等の条

例の制定について 

日程第 29． 議案第 25 号 佐用町手数料条例の一部を改正する条例について 

日程第 30． 議案第 26 号 平成 24 年度佐用町一般会計補正予算案（第５号）の提出について 

日程第 31． 議案第 27 号 平成 24 年度佐用町国民健康保険特別会計補正予算案（第３号）の

提出について 

日程第 32． 議案第 28 号 平成 24 年度佐用町介護保険特別会計補正予算案（第３号）の提出

について 
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日程第 33． 議案第 29 号 平成 24 年度佐用町朝霧園特別会計補正予算案（第２号）の提出に

ついて 

日程第 34． 議案第 30 号 平成 24 年度佐用町簡易水道事業特別会計補正予算案（第３号）の

提出について 

日程第 35． 議案第 31 号 平成 24 年度佐用町特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算

案（第２号）の提出について 

日程第 36． 議案第 32 号 平成 24 年度佐用町生活排水処理事業特別会計補正予算案（第２号）

の提出について 

日程第 37． 議案第 33 号 平成 24 年度佐用町西はりま天文台公園特別会計補正予算案（第４

号）の提出について 

日程第 38． 議案第 34 号 平成 24 年度佐用町笹ヶ丘荘特別会計補正予算案（第１号）の提出

について 

日程第 39． 議案第 35 号 平成 24 年度佐用町歯科保健特別会計補正予算案（第１号）の提出

について 

日程第 40． 議案第 36 号 平成 24 年度佐用町農業共済事業特別会計補正予算案（第２号）の

提出について 

日程第 41． 議案第 37 号 平成 24 年度佐用町水道事業会計補正予算案（第３号）の提出につ

いて 

日程第 42． 議案第 38 号 平成 25 年度佐用町一般会計予算案の提出について 

日程第 43． 議案第 39 号 平成 25 年度佐用町国民健康保険特別会計予算案の提出について 

日程第 44． 議案第 40 号 平成 25 年度佐用町後期高齢者医療特別会計予算案の提出について 

日程第 45． 議案第 41 号 平成 25 年度佐用町介護保険特別会計予算案の提出について 

日程第 46． 議案第 42 号 平成 25 年度佐用町朝霧園特別会計予算案の提出について 

日程第 47． 議案第 43 号 平成 25 年度佐用町簡易水道事業特別会計予算案の提出について 

日程第 48． 議案第 44 号 平成 25 年度佐用町特定環境保全公共下水道事業特別会計予算案の

提出について 

日程第 49． 議案第 45 号 平成 25 年度佐用町生活排水処理事業特別会計予算案の提出につい

て 

日程第 50． 議案第 46 号 平成 25 年度佐用町西はりま天文台公園特別会計予算案の提出につ

いて 

日程第 51． 議案第 47 号 平成 25 年度佐用町笹ヶ丘荘特別会計予算案の提出について 

日程第 52． 議案第 48 号 平成 25 年度佐用町歯科保健特別会計予算案の提出について 

日程第 53． 議案第 49 号 平成 25 年度佐用町宅地造成事業特別会計予算案の提出について 

日程第 54． 議案第 50 号 平成 25 年度佐用町農業共済事業特別会計予算案の提出について 

日程第 55． 議案第 51 号 平成 25 年度佐用町石井財産区特別会計予算案の提出について 

日程第 56． 議案第 52 号 平成 25 年度佐用町水道事業会計予算案の提出について 

日程第 57． 請 願 第 １ 号 年金 2.5％の削減中止を求める請願 

日程第 58． 予算特別委員会の設置及び委員定数について 

日程第 59． 予算特別委員会委員長及び副委員長の選任について 

日程第 60． 委員会付託について 

 

午前０９時３０分 開会 

 

議長（西岡 正君）    皆さん、おはようございます。開会にあたり一言ごあいさつを申し
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上げます。 

    本日、ここに第 54 回佐用町議会定例会が招集されましたところ、議員各位におかれま

しては早朝よりお揃いでご参集を賜り、誠にご苦労様でございます。 

    議員各位におかれましては、平素より議会活動に専念され、住民福祉向上のためにご尽

力をいただいておりますことを、議長から、厚く御礼を申し上げるところでございます。 

    また、町長をはじめ、職員の皆さん方におかれましては、予算編成につき、大変ご努力

いただきまして、ありがとうございます。 

    今回の内容は、かなり多く案件がございますので、議員の質問については、十分、ご答

弁をいただきますよう、よろしくお願いをいたします。 

    なお、今回、定例議会において、本日付議されております案件につきましては、報告案

件が１件、条例に関する案件が 13 件、25 年度各会計予算案が 15 件、平成 24 年度各会計

補正予算案が 12 件、請願１件、その他の案件が 12 件、計 54 件であります。 

    何とぞ、議員各位には、これらの諸案件につきまして、慎重なるご審議を賜り、適切妥

当な結論が得られますようお願いをいたしまして、開会のあいさつに代えます。 

    町長、あいさつお願いします。 

 

町長（庵逧典章君）    皆さん、改めまして、おはようございます。早朝からのご参集、ご

苦労様でございます。 

    今朝も、まだ、冷え込みましたけれども、昨日が３月３日、桃の節句。非常に日差しも

ですね、明るく春めいて参りました。 

    24 年度も後１カ月を、こうして切った中で、年度末、本年度の整理と、25 年度に向け

ての準備ということで、何かと、大変忙しい、この３月になろうかと思います。 

    本議会におきましても、先ほど、議長からのごあいさつのように、24 年度の補正予算、

また、新年度に向けての予算案、また、たくさんの条例の改正等、議案を提出をさせてい

ただきます。 

    十分、ご審議をいただきまして、適切なご判断をいただきますように、どうぞ、よろし

くお願いを申し上げます。 

    以上、簡単でございますけれども、あいさつに代えさせていただきます。 

 

議長（西岡 正君）    はい、ありがとうございました。 

    ただ今の出席議員数は定足数に達しておりますので、これより第 54 回佐用町議会定例

会を開会します。 

    なお、今期定例会のため、地方自治法第 121 条の規定により、出席を求めた者は、町長、

副町長、教育長、各課長、各支所長、消防長、天文台公園参事、代表監査委員であります。 

    なお、本日、１名の傍聴の申し込みがありました。傍聴者におかれましては、傍聴中、

守らなければならないことを遵守していただきますよう、お願いを申し上げます。 

    これより、本日の会議を開きます。ただちに日程に入ります。 

 

 

日程第１．会議録署名議員の指名 

 

議長（西岡 正君）    日程第１は会議録署名議員の指名であります。 

    会議録署名議員は、会議規則第 121 条の規定により議長より指名をいたします。 

    ５番、金谷英志君。７番、井上洋文君。両君にお願いいたします。 
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日程第２．会期決定の件 

 

議長（西岡 正君）    続いて、日程第２に移ります。会期の決定を議題とします。 

    お諮りします。今期定例会の会期は、本日３月４日から３月 25 日までの 22 日間とした

いと思いますが、これにご異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議長（西岡 正君）    ご異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期は本日、３月４

日から３月 25 日までの 22 日間と決定いたしました。 

 

 

日程第３．施政方針について 

 

議長（西岡 正君）    続いて、日程第３、施政方針に入ります。 

    町長から施政方針を受けます。 

    町長、庵逧典章君。 

 

〔町長 庵逧典章君 登壇〕 

 

町長（庵逧典章君）    それでは、第 54 回佐用町議会定例会の開会にあたりまして、平成

25 年度の施政方針及び予算編成方針につきまして、私の所信を述べさせていただきます。 

    古い言葉でありますが、光陰矢の如し、合併から早や８年が過ぎようといたしておりま

す。 

    私が最初に手掛けました新町の当初予算は、平成 18 年度でございました。当時は、三

位一体改革の嵐が吹き荒れ、合併直後で行財政のスリム化が進んでいない中、予算編成に

非常に苦慮した記憶がございます。以来、私は、効率的で健全な財政運営と佐用町の一体

的な均衡ある発展を念頭に、町政の運営に当たってまいりました。 

    しかし、この間、残念ながら、少子化、高齢化に伴う人口減少は続き、そのために地域

活力の低下と地域社会の歪は、年々大きくなっていくことを率直に受け止めなければなり

ません。 

    その上、平成 21 年８月の大水害は、新町のまちづくりにとっても、大きな危機をもた

らし、わが町を取り巻く状況は、大変厳しいものであります。この状況に対応する課題は、

山積しておりますが、一気にこれを解決する方策はなく、一つ一つ着実に取り組んでいく

ことが重要であります。それが、まちづくりであり、行政の使命だと思っております。 

    幸いにして、災害からの復旧、復興は、町民、皆様の努力と多くのボランティアのお助

け、国、県の支援によって、いち早く取り組むことができ、河川の大規模改修や砂防ダム

の建設など、治水工事も着々と進めていただいております。 

    また、災害によって、財政が非常に苦しくなると予想をいたしておりましたが、災害に

対して、特別交付税など、国、県による手厚い財政措置をいただき、また、合併後、計画

的な行革に取り組んできた結果、災害前以上の財政の安定化を図ることができました。 

    しかし、財源の多くを交付税に依存した財政運営に変わりなく、合併特例法による特例

期間も残るところ少なくなり、また、国の財政状況も、安倍政権による経済政策によって、

幾ばくかの明るさが見え、景気の回復に期待が寄せられておりますが、実態は、破たん寸
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前であると言われる厳しい状況に変わりなく、佐用町の将来は、もっと厳しい状況になる

ことを覚悟しなければなりません。 

    そのような情勢の中、町運営の効率化と行財政サービスの維持を図り、町民福祉の更な

る向上を目指すため、町総合計画に掲げた、ひと まち 自然がきらめく 共生の郷 佐

用の実現に向け、引き続いて、町が一丸となって、あらゆる努力を傾注しなければなりま

せん。そういう思いを持って、25 年度の予算を編成いたしましたが、まず、その概要を申

し上げ、予算審議を、よろしくお願いを申し上げます。 

    また、予算全体といたしましては、国において、緊急経済対策に基づく 24 年度補正予

算が成立をして、本町といたしましても、国と歩調を合わせ、平成 24 年度補正予算と一

体的な 15 カ月予算として、新年度予算を編成いたしております。 

    それでは、主だった施策について、申し上げます。 

    まず、協働のまちづくりの推進でございます。まちづくりは、行政と町民が協力をし、

将来を見据え、その厳しさを共有しながら、継続的な取り組みを行う必要があります。よ

り良い町政運営のため、町民の参画を促し、町民と行政、また、議会の、権利や義務、役

割を明確にした、まちづくり基本条例を制定し、まちづくりの基本となる仕組みづくりを

構築したいと考えております。 

    また、地域の創意と工夫、地域の特性に応じた魅力ある協働のまちづくりを推進するた

め、地域自治包括交付金を創設し、地域づくり協議会の支援を強化して参ります。 

    一方では、少子高齢化の影響で、集落機能を維持できない、いわゆる、限界集落の問題

が深刻なものとなってきておりますが、自治会の相互協力体制の促進、自治会及び農会の

統合に対する財政的支援など、集落コミュニティを支えていきたいと考えております。 

    次は、子育て支援対策の充実でございます。 

    保育内容の充実と、適切、必要な幼児就学前教育を実施するため、保育園の規模適正化

に取り組んで参ります。 

    また、子育て支援センターを核とした、子育て環境のさらなる充実を図りますとともに、

平成 25 年度中に、DV 対策基本計画を策定し、DV の防止と被害者支援の取り組みを進め

て参ります。 

    次は、循環型社会の構築でございます。 

    太陽光発電やバイオマスなど、原子力や化石燃料に頼らない代替エネルギーへの取り組

みは、国だけでなく地方自治体にも求められています。民間会社と共同で事業組合を立ち

上げ、本年４月からメガソーラー事業を実施し、再生可能エネルギーの導入を促進すると

ともに、当該施設に国内初の木製架台を使用することによりまして、森林資源の活用によ

る循環型環境配慮社会の実現を目指して参ります。 

    また、平成 24 年度に開始した、住宅用太陽光発電システム設置補助につきましても継

続実施して参ります。 

    本年 4 月から本格稼動する、にしはりまクリーンセンターは、ごみの分別収集・リサイ

クルの面で、循環型社会拠点施設の役割を担うものでございます。ごみの減量化や省資源

化について、より一層、町民の皆さまに周知を図りますとともに、収集体制の整備等、新

施設の運営が円滑に進むよう、努めて参ります。 

    次は、災害に強いまちづくりの推進でございます。未曽有の大災害をもたらした平成 21

年台風第 9 号災害、その教訓を生かすとともに、迅速な災害対応を図るため、地域防災計

画の改訂を行います。また、災害時における被害を最小限に抑えるため、防災行政無線な

ど、あらゆる防災情報伝達手段の強化を図って参ります。 

    平成 21 年台風災害からの復興についてでございますが、平成 25 年度は、県とともに進

めて参りました大規模な河川改修工事が、２年後の完成を目指して佳境を迎えます。次の
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年度には、災害復旧事業に一定の目途がつき、災害発生から５カ年が経過をすることとな

ります。災害復興計画きらめきプランに沿って、引き続き取り組みを進め、節目となる平

成 26 年度を迎えたいと考えております。 

    次は、よりよい教育環境の整備でございます。 

    次の時代を担う人材育成は、地域社会の最も重要な課題であり、困難な諸課題に立ち向

かい、自ら乗り越えていく力を持った児童・生徒を育む教育環境をつくるため、教育委員

会の方針に基づき、学校・保育園の規模適正化の取り組みを継続して参ります。 

    最後は、活力ある商工、農林業の振興でございます。 

    農林業生産基盤の維持・保全と生産性の高い農林業経営を確立するため、農地・農業用

施設の整備や、林内路網整備など、農林業生産基盤整備事業を継続実施して参ります。 

    また、新たに、森林資源のエネルギー資源としての活用や新しい工業技術を取り入れた

農業の研究などを行い、事業として成り立ち、若者にも魅力ある、やる気を起こさせる、

新しい農林業を目指して取り組んでいきたいと考えております。 

    また、質の高い、町の特産物として、質の高い農作物や加工品の生産によって、町の魅

力を高め、観光、交流人口を増やし、商工業の振興にもつなげていきたいと思っておりま

す。 

    以上、私の思いを簡単に概略を申し上げましたが、続きまして、そのような方針に基づ

いて編成をいたしました、平成 25 年度予算案の概要について申し上げます。 

    予算額は、一般会計 137 億 5,302 万 6,000 円。特別会計・企業会計を合わせた総額で 216

億 6,665 万 9,000 円となります。 

    予算案に計上しております主な事業でございますが、まず、災害関連事業では、前年度

着工した防災行政無線デジタル化整備事業でございます。本年度完成する予定であり、事

業費は、本年度分として４憶 4,071 万 6,000 円を計上いたしております。 

    また、携帯電話等エリア整備事業費を新規計上しており、防災行政無線と合わせて、多

種多様な情報伝達手段の確保を図るため、携帯電話の電波不感地域の解消を進めます。実

施箇所は淀集落で、事業費は 780 万 5,000 円でございます。 

    災害関連事業のソフト面におきましては、平成 21 年台風第９号災害の記録でございま

す。 

    災害の記憶を風化させないための資料の収集、災害直後からの様々な復旧、復興の状況

をまとめた記録誌を作成をいたします。事業費は、予算計上額が 600 万円、平成 26 年度

にかけて２カ年で作成をする計画であるため、債務負担行為を設定をいたしており、総額

で 850 万円となります。 

    新規事業といたしましては、合併特例債を活用した庁舎整備事業費 11 億 937 万 2,000

円を計上しております。役場本庁舎を増築し、分散配置している部署を集約し、業務の効

率化と住民サービスの向上を図りたいと考えております。 

    また、防災対策拠点としての施設整備等、現庁舎の機能の補完も併せて行うことといた

しておりますが、増築は必要最低限の規模とし、事業費を極力抑制したいと考えておりま

す。 

    そのほかの新規事業といたしましては、上月地区における再生可能エネルギーの学習啓

発モデルとして、太陽光発電システムの設置に 9,026 万 3,000 円。 

    地域づくり協議会への地域自治包括交付金の創設で 2,800 万円。 

    介護予防拠点施設として、三日月、南広地区のほっとちゃんの整備に 3,220 万円。 

    土づくりセンター混合破砕機の更新に 2,211 万 5,000 円。 

    町営住宅長寿命化計画の策定に 750 万円などを計上いたしております。 

    国の緊急経済対策として編成されました、24 年度補正予算と連なる事前防災・減災事業
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費といたしまして、農業関係費で 1,100 万円、道路橋梁関係費で 3,200 万円を計上いたし

ております。 

    次に、歳入につきまして申し上げます。 

    まず、町税につきましては、総額 22 億 2,422 万 5,000 円、対前年度比 0.1 パーセント

の微増でございます。個人町民税におきまして、台風第９号災害に伴う雑損失の繰越控除

が減少するため、増収を見込んでおりますが、固定資産税におきましては、償却資産税に

ついて新規設備投資が見込めないなど、減額計上いたしております。 

    町債は、庁舎整備事業に合併特例事業債 10 億 5,340 万円を充当するため、対前年度比

38.5 パーセント増の総額 27 億 7,000 万円を見込んでおります。 

    減債基金の計画的繰り入れとして 5,852 万 4,000 円、災害関連事業の荒廃渓流等整備事

業等の財源として、災害復興基金 7,680 万円など、計約 1 億 4,000 万円の特定目的基金を

取り崩しをし、それぞれの事業等に充当をいたしますが、なお一般財源の不足が生じます

ので、財政調整基金 1 億 2,600 万円を取り崩し、予算に繰り入れております。 

    平成 24 年度の普通交付税の合併算定替えによる増加額は、算定額ベースで 15 億 2,094

万 1,000 円。この優遇措置も残り３カ年度となり、平成 28 年度以降は交付額の逓減が始

まることとなっております。 

    そのために、引き続いて、行財政改革を推進し、効率的で健全な財政運営による財政基

盤の強化が、本町にとって大きな課題でございます。この課題解決を図りつつ、町内の一

体的な均衡ある発展を目指して、これまでと同様、まちづくりを進めて参りたいと思って

おります。 

    議員各位、並びに町民の皆さまのご支援とご協力を賜りますよう、心よりお願いを申し

上げまして、施政方針並びに予算編成の概要とさせていただきます。 

    どうぞ、よろしくお願いを申し上げます。 

 

議長（西岡 正君）    以上で、施政方針は、終わりました。 

    なお、ここであらかじめ申し上げておきますが、議案書は予定案件として前もって配付

いたしており、ご熟読のことと思いますので、会議の進行上、以後の議案の朗読を省略し

たいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議長（西岡 正君）    ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 

 

 

日程第４．報告第１号 専決処分の報告について（損害賠償の額を定め和解することについて 専

決第 21 号） 

 

議長（西岡 正君）    続いて日程第４に入ります。報告第１号であります。専決処分の報

告について、専決第 21 号、損害賠償の額を定め和解することについて、町長より報告が

あります。 

    町長、庵逧典章君。 

 

〔町長 庵逧典章君 登壇〕 

 

町長（庵逧典章君）    ただ今、上程をいただきました報告第１号、専決処分の報告につい
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てのご説明を申し上げます。 

    本件は、町有自動車が起こしました交通事故により、町に損害賠償責任が生じ、相手方

と、その賠償額を決定し、和解したことを報告申し上げるものであります。 

    事故の概要といたしましては、平成 24 年 10 月 19 日、午後６時５分頃、本町のマイク

ロバスが上月地内の国道交差点付近において、乗客を下ろした後、道路沿いの駐車場から

道路に出ようとした際、運転を誤り信号機等に接触、損傷を与えたというものであります。 

    町として国家賠償法に基づく損害賠償責任を認め、修理費 36 万 2,250 円を支払う内容

で、12 月 27 日に地方自治法第 180 条第 1 項及び町長の専決処分事項に関する条例第１号

の規定により、損害賠償の額を定め和解することについて専決処分をいたしておりますの

で、地方自治法第 180 条第２項の規定によりご報告を申し上げ、提案の説明とさせていた

だきます。 

    どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 

議長（西岡 正君）    以上で、町長の報告は終わりました。 

    これより質疑を行います。ありますか。 

 

〔岡本義君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、岡本義次議員。 

 

３番（岡本義次君）    昨年からですね、平福での出合い事故。そして、時間外とはいえ、

テクノの上で通夜に行きよって職員が人身事故を起こしたり、前にも、役場前に、兵庫信

用金庫の職員が直進してきておるところを、右折する職員が、少し待てばいいのですが、

人身事故を起こしたり、シカが飛び出したものについては、不可抗力で、どうしようもあ

りませんが、こういうようなことで、３件、４件目だと思いますけれど、このことについ

てですね、副町長や総務課長は、職員に対して、そういう交通事故のことについて、１年

に１回でも皆さん集めて、そういう基本的なルールも含めてですね、朝の各課長、支所長

は、こういうことを共有して、ちゃんと職員に徹底されておるかどうか、そこらへんにつ

いて、伺います。 

 

議長（西岡 正君）    はい、お答えください。 

 

〔町長 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、町長。 

 

町長（庵逧典章君）    まあ、交通事故につきましては、注意して、あってはならないこと

ですけれども、どうしても、こういう社会の中で、交通事故、誰もが起こる危険性を持っ

ております。 

    町といたしましても、町職員に対しましてですね、朝礼等の度にですね、交通事故、交

通安全を、ルールを守り、交通事故を起こさないように注意するようには、当然、注意喚

起をいたしております。 

    しかし、たくさんの公用車走っておりますし、どうしても、重大な事故だけでなくてで

すね、小さな事故というのは、もうお互い、これは、誰もが、起こす可能性はありますし、

確率的に起こること、これは、ある程度、やむを得ないところがあるというふうに思って
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おります。 

    当然、これ、今後もですね、十分に注意していくよう、職員に対しての指導を行って参

ります。 

 

〔岡本義君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、岡本義次議員。 

 

３番（岡本義次君）    どうしてもですね、不可抗力で、雪でスリップするとか、また、相

手が飛び込んでくるとか、自分が、どう言うんですか、注意しておっても、そういうもら

い事故もあったりします。しかし、毎日ですね、さよさよサービス並びにスクールバス等

も含めてですね、ちゃんと、そういう運転手の方についてはですね、今、大きな人身事故

が起きてないのが何よりでございますけれど、小さな事故が、ちょっとでも、そうやって

続くということは、そういう大きい事故につながりかねませんので、そこらへんについて

は、十分注意して、今後、やっていただきたいと、このように思っております。以上。 

 

議長（西岡 正君）    はい、答弁要りませんね。 

 

３番（岡本義次君）    はい、よろしい。 

 

議長（西岡 正君）    はい、ほかにございますか。 

 

〔石堂君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、石堂議員。 

 

１番（石堂 基君）    安全運転管理者は、どなたですか。 

 

議長（西岡 正君）    はい、答弁願います。 

 

〔総務課長 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、総務課長。 

 

総務課長（鎌井千秋君）  私です。 

 

〔石堂君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、石堂議員。 

 

１番（石堂 基君）    ザクッとした話じゃなしに、具体的に今回の事故で安全運転管理者

として、どういうふうな処置をされて対応されているのか。 

    それから、１年間を通しての安全教育、これについて、答弁してください。 

 

議長（西岡 正君）    はい、総務課長。 
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総務課長（鎌井千秋君）  安全運転については、先ほど、町長のほうから話がありましたよう

に、課長会を通じて等、運転者の健康状態の把握とか、そういったもの、毎朝、各課です

るようには指導というか、注意をしております。 

    特に、時間外の多い職員とか、また、不規則勤務の職員とか、病中なり病後の職員等に

ついては、特に、注意して管理をしてくとかいうようなことも、各課長なり職員の中で、

注意をしあっております。 

    それから、出張等については、時間に余裕を持った行動をするとか、それから、事故全

体に関してですけれども、出発前の車両点検、これには、ブレーキの点検とか、タイヤな

ら空気圧とか、釘が刺さってないかとか、そういった点検。そういったこともあります。 

    それと、どういった教育というか、指導という中においては、よく言われる事故の原因。

かもしれない運動とか、あそこから子どもが出て来るんじゃないかとか、老人の方が出て

来るんじゃないかとかいったような予測、飛び出すかもしれないというような、こういっ

た、かもしれない運動とか、また、逆に、だろう運転。安全だろうとか、そういったこと

のないように。止まってくれるだろうとか、あの車はかわしてくれるだろうとか、そうい

ったこと。だろう運転はしないようにとか、そういったことで、指導というか、注意を促

すようにしております。 

    私自身の責任は、十分、反省しておりますし、今後、そういったことで、徹底していき

たいというふうに思っております。 

 

議長（西岡 正君）    はい、よろしいですか。 

 

〔石堂君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、石堂議員。 

 

１番（石堂 基君）    私は、別に管理者の方の責任どうこうとは言ってません。 

    ただまあ、このように頻繁に公用車関係での関連車両の事故が多いということは、やっ

ぱり、従来やられている安全運転管理者としての安全教育というのを、もう一度見直して、

もう少しマニュアル化するなり、定例化するなりして、職員のほうの意識の変革をやって

いかないと、継続する恐れがあるということだけ申し上げておきます。 

 

〔鍋島君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、鍋島議員。 

 

16 番（鍋島裕文君）    関連ですが、本町の安全運転管理規定ですね、これに基づいて、ど

う、処置されているのかということで、確認しておきたいんですが、今までの、先ほど、

岡本議員が言われた件というのは、ほとんど、過失割合が、町が悪いということでね、そ

ういった和解をやっております。 

    で、安全運転規定の中ではね、職員に過失がある場合は、云々というような処分規定で

すね、そういった内容も出ておるわけですけれども、安全運転規定から照らして、これま

で、今回もそうだと思いますけども、過失の程度の問題で、処分というようなことは、あ

り得ないのかどうか。ちょっと、そのあたり、確認しておきたいのですが。 
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議長（西岡 正君）    はい、答弁願います。 

    総務課長ですか。 

 

〔総務課長 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、総務課長。 

 

総務課長（鎌井千秋君）  この処分等については、交通安全委員会というのを開催しまして、

随時開催をし、検討いたしております。 

 

議長（西岡 正君）    はい、いいですか。 

 

〔鍋島君「いや、だから」と呼ぶ〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、鍋島議員。 

 

16 番（鍋島裕文君）    だから、今回のケースは、そういった該当にはならないわけ。 

 

議長（西岡 正君）    はい、答弁願います。 

 

〔総務課長 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、総務課長。 

 

総務課長（鎌井千秋君）  この状況では、ならないというように案としております。 

 

議長（西岡 正君）    はい、よろしいですか。 

 

〔岡本義君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、岡本議員。 

 

３番（岡本義次君）    ちょっと、老婆心ながら、私、ちょっと、よく聞くんですけれど、

昼の時間ね、お昼、うちへ食事に帰られとう方が、あるということで、聞いておるんです

けれど、近所の人が言われるんはね、いつも５分前にですね、慌てて、猛スピードで飛ん

で、役場へ帰っておるということも、よく聞いておるんですよ。耳に。 

    ですから、そういうようなことは、一つ間違えば、大事故につながる恐れがありますの

で、十分ですね、時間に余裕持ってですね、そこらへんのことについて、周知徹底だけは

お願いします。もし、事故が起きてからだったら、遅いですからね。 

 

議長（西岡 正君）    はい、答弁要りませんね。 

 

３番（岡本義次君）    はい、よろしい。 

 

議長（西岡 正君）    ほかにありますか。 
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    ないようですので、これで質疑を終結します。 

 

 

日程第５．議案第 1 号 兵庫県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増減及び

規約の変更について 

 

議長（西岡 正君）    続いて日程第５、議案第１号、兵庫県市町村職員退職手当組合を組

織する地方公共団体の数の増減及び規約の変更についてを議題といたします。 

    提案に対する当局の説明を求めます。町長、庵逧典章君。 

 

〔町長 庵逧典章君 登壇〕 

 

町長（庵逧典章君）    それではただ今、上程をいただきました議案第１号、兵庫県市町村

職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増減及び規約の変更について、ご説明を

申し上げます。 

    本議案につきましては、地方自治法第 290 条の規定に基づき議会の議決をお願いするも

のでございます。 

    その内容につきましては、平成 25 年４月１日付けで新設される相生市、たつの市、宍

粟市、太子町及び佐用町で構成する西はりま消防組合の兵庫県市町村職員退職手当組合へ

の加入と宍粟環境事務組合の脱退を認め、同組合規約を変更するため、組合構成市町等の

議会議決が必要であるために議決をお願いするものでございます。 

    ご承認をいただきますようにお願いを申し上げ、提案説明とさせていただきます。 

 

議長（西岡 正君）    提案に対する当局の説明は終わりました。 

    本案件につきましては、本日即決といたします。 

    これから質疑を行いますが、ございますか。 

 

〔笹田君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、笹田議員。 

 

８番（笹田鈴香君）    お尋ねします。 

    この条例が変わってくるわけなんですけども、西はりまの消防組合ができることによっ

て、宍粟の環境事務組合が削除される。ということは、千種の美化センターですね、ここ

もなくなるというわけなんですが、お尋ねしたいんですが、ここの条例上ではなくなって

いますが、完全、これの基になる美化センターの跡地などは、どういうほうになるのでし

ょうか。お尋ねします。 

 

議長（西岡 正君）    笹田議員、質問なんですが、今回については、この退職手当組合を

組織する公共団体の数の増減でありますので、それに伴う質問なら受けますが、それは、

ちょっと違うと思います。いいですか。 

 

８番（笹田鈴香君）    いいです。はい。 

 

議長（西岡 正君）    ほかにございますか。 
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    ないようですので、これで本案に対する質疑を終結いたします。 

    これから討論を行います。討論ございますか。 

 

〔討論なし〕 

 

議長（西岡 正君）    ないようですので、討論を終結いたします。 

    これより、議案第１号を採決します。この採決は、挙手によって行います。 

    議案第１号を、原案のとおり可決することに賛成の方、挙手を願います。 

 

〔賛成者 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    挙手、全員であります。よって議案第１号、兵庫県市町村職員退職

手当組合を組織する地方公共団体の数の増減及び規約の変更については、原案のとおり可

決されました。 

 

 

日程第６．議案第２号 西播磨地域消防広域化協議会の廃止について 

 

議長（西岡 正君）    続いて日程第６に移ります。議案第２号、西播磨地域消防広域化協

議会の廃止についてを議題といたします。 

    提案に対する当局の説明を求めます。町長、庵逧典章君。 

 

〔町長 庵逧典章君 登壇〕 

 

町長（庵逧典章君）    ただ今、上程をいただきました議案第２号、西播磨地域消防広域化

協議会の廃止につきまして、提案のご説明を申し上げます。 

    相生市・たつの市・宍粟市・太子町及び佐用町で構成する西播磨地域消防広域化協議会

につきましては、平成 24 年４月１日に設置されて以降、７回の協議を重ね、西播磨地域

広域消防運営計画を作成していただいたところでございます。 

    また、昨年の 12 月議会では、この運営計画に基づく、西はりま消防組合の設置につい

て議決をしていただきました。 

    これを受けて、兵庫県知事に、西はりま消防組合設置についての申請を行い、去る２月

８日付け、兵庫県指令市振第 2040 号により正式に許可をいただいたところでございます。 

    西はりま消防組合に関する業務につきましては、平成 25 年４月１日から開始すること

といたしておりますので、これに伴い、西播磨地域消防広域化協議会としての任務は、本

年３月 31 日で終了することとなりますので、同協議会を廃止することについて議会の議

決をお願いするものでございます。 

    ご承認をいただきますように、お願い申し上げ、説明とさせていただきます。 

 

議長（西岡 正君）    提案に対する当局の説明は終わりました。 

    本案件につきましても、本日即決といたします。 

    これから質疑を行いますが、ございますか。 

 

〔質疑なし〕 
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議長（西岡 正君）    はい、ないようですので、これで本案に対する質疑を終結します。 

    これから討論を行いますが、ございますか。 

 

〔討論なし〕 

 

議長（西岡 正君）    ないようですので、討論を終結します。 

    これより議案第２号を採決します。この採決は、挙手によって行います。 

    議案第２号を、原案のとおり可決することに賛成の方、挙手を願います。 

 

〔賛成者 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    挙手、全員であります。よって議案第２号、西播磨地域消防広域化

協議会の廃止については、原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第７．議案第３号 佐用町過疎地域自立促進計画の変更について 

 

議長（西岡 正君）    日程第７、議案第３号、佐用町過疎地域自立促進計画の変更につい

てを議題といたします。 

    提案に対する当局の説明を求めます。町長、庵逧典章君。 

 

〔町長 庵逧典章君 登壇〕 

 

町長（庵逧典章君）    ただ今、上程をいただきました議案第３号、佐用町過疎地域自立促

進計画の変更につきまして提案理由をご説明申し上げます。 

    この度の変更は、平成 22 年に策定した、佐用町過疎地域自立促進計画に、農道や林道、

町道等の生活道路をはじめ、観光・レクリエーション施設、電気通信施設、上下水道、消

防施設、また、保育園や養護老人ホーム、診療施設などの福祉・医療施設のほか、小中学

校などの維持・修繕事業を追加するとともに、太陽光発電事業などの再生可能エネルギー

の推進・普及事業を追加するものであります。 

    これらの事業が、佐用町の将来を支える極めて重要な事業であると判断したため、過疎

債を有効活用し、安定的な財政運営を図るための計画変更でございます。 

    ご承認賜りますようにお願いを申し上げ、提案の説明とさせていただきます。 

    よろしくお願い申し上げます。 

 

議長（西岡 正君）    提案に対する当局の説明は終わりました。 

    本案につきましても、本日即決いたします。 

    これから質疑を行います。質疑ございますか。 

 

〔岡本義君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、岡本義次議員。 

 

３番（岡本義次君）    実はね、お尋ねしますけれど、一番最初の９の過疎地域ね、観光・

レクリエーション施設の維持修繕事業とか、新たに加わったわけでございますけれど、例
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えばですね、そういう施設の、いわゆる、どういうんですか、安倍晴明とか、そういうよ

うな石垣が崩れかけておるとかいうようなことに対しては、こういうようなことに謳った

以上はですね、地元からの要望があれば、直していくと。そういうふうな、とらまえ方で

よろしいんですか。そこらへんについてと。 

    それからですね、林道なんかについても、ここに挙げてありますけれど、そういう、山

の、そういう林道が傷んで、地元からの要望でですね、ある程度、修理なり、人や車が入

れるように直してくれと言ったら、その、やっぱり、金との兼ね合いもあるかも分かりま

せんが、積極的に、それらに応えていくというふうに、どのへんまでお考えになっておる

かどうか、そこらへんについて、ちょっと、説明お願いします。 

 

〔町長 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、町長、答弁。 

 

町長（庵逧典章君）    過疎債の充当できる事業、これ、計画に乗せなければならないとい

うことで、広範囲な、いろんな事業に対応できるようにですね、こうして、今回、過疎計

画の変更をするものであります。 

    今さっき、議員よりお話のようなですね、事業。地域からの要望もありますし、また、

町といたしまして、今後、それぞれの施策の中でですね、取り組んでいかなきゃいけない

もの。これは十分に、その事業、個々については検討した中で、過疎債を財源として、適

当であるというものについては、過疎債を充当していきたいというふうに思っております。 

    具体的に、今、どの事業に過疎債を充てるというのは、これからのことで、その項目と

して、事業内容としてですね、こういうものを追加、変更をさせていただきたいというこ

とでございます。 

 

〔岡本義君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、岡本義次議員。 

 

３番（岡本義次君）    ここに挙がっておるですね、例えば、棚田のこととか、新宿の菖蒲

園でございますけれど、新宿の菖蒲園についてもですね、私もＪＲ退職後、10 年ほど前か

ら草刈とか、車の誘導の応援とか行かせてもらっております。 

    しかし、その地元の方が、年いかれてね、段々、段々、地元だけでできないような状態

になって、佐用高校の生徒さん達が、草刈や、そういう、ここにいらっしゃる岩本支所長

とか、商工観光課長も、休みには、応援にかけつけて来てくださるわけでございますけれ

ど、地元がですね、本当に、もうできなくなったような場合は、どのような格好で、援助

いうんか、支援をしていかれようとしておるんか、そこらへんについては、商工観光課と

しても、どのようなプランを持っていらっしゃいますか。 

 

〔町長 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい。 

 

町長（庵逧典章君）    そういう、一つ一つのですね、具体的な課題については、その課題

として、また、いろいろと財源的な問題だけではなくってですね、運営方法とか、いろい
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ろと、総合的にやっぱり考えていかなければなりません。 

    ここでの、今、提案は、過疎債の充当計画。充当できるような過疎自立計画の変更とい

うことでありますので、個々については、また、それぞれの時に、ご質問いただき、また、

答弁をさせていただきたいと思います。 

 

議長（西岡 正君）    はい、理解していただけましたでしょうか。 

    いいですか。はい。 

 

〔鍋島君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、鍋島議員。 

 

16 番（鍋島裕文君）    それでは、全体的にお伺いします。 

    まず、今回、変更は、10 項目の追加ということでね、広範な維持修繕関係のね、事業と

して挙げておるという、町長の答弁がありましたけど、従来だと、例えば、昨年度は、病

院群の輪番制を含め二つほど追加して、当初予算に予算化して過疎債を適用したというよ

うな経過があります。 

    で、今回は、町長も言われたように、いわゆる自治体インフラのほとんど。もう該当し

ないのは、庁舎ぐらいかなという感じのね、維持修繕の追加になっています。 

    何もこれ、悪いことじゃありません。いいんだけども、なぜ、ここに来てね、この維持

修繕関係を、自治体インフラの全てにわたって、事業採択。過疎債適用の事業として挙げ

るということになったのか。それが１点。 

    それから、いや、広く挙げておったら得だからということじゃないというふうに思うだ

けれども。 

    それから、２点目。例えば、この計画の中で、再生可能エネルギーの関係は、25 年度当

初予算に 8,400 万円で、過疎債の予算化されています。 

    で、ほかの項目もね、今回の補正や、それから予算の中で、もう具体的に予算化してい

るのかどうか。あれば、教えてください。 

    それから、ご存知のように、今回の改正過疎法というのは、平成 27 年度。平成 28 年３

月までが適用であります。ということになれば、後、３年です。だから、３年の中に、い

かにこれだけのね、事業を、当然、必要な事業だから、挙げていくと思われますけれども、

この３年間で、できるだけね、この過疎を申請し、事業をされようとしておるのかどうか。

そのあたりのことを、全体的にお伺いします。 

 

議長（西岡 正君）    はい、町長ですか。総務課長ですか。 

 

〔町長 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、町長。 

 

町長（庵逧典章君）    これまでですね、過疎債の充当できる事業。これも何でもできると

いうわけじゃなくてですね、計画に挙げながら、これを申請して、その許可をいただくと

いう形です。 

    で、総額もですね、ある程度、当然、限度があります。 

    過疎債についても、その充当できる内容について、いろいろと、これまでのようなハー
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ド事業だけではなくって、ソフト事業にも活用ができる。また、ハード事業においても、

これまでですと、新規のですね、施設の建設、整備等について、充当してきたわけですけ

れども、こういう、その維持。今、新しい施設を作るということではなくてですね、財政

的にも、これまで作ってきたもの、そういうものをですね、維持していく。そういう修繕

等、そういう事業も非常に大切であるという中でですね、また、これにも大きな財源が要

るということで、その財政的に、この過疎債を充当できれば、非常にまあ、町としても助

かるということであります。 

    で、過疎法も、これは、期限があります。そういうことで、延長はされておりますけれ

ども、もう、残り少なくなっております。そういう中で、どれだけ過疎債を活用できるか

は、これまだ、具体的にはですね、個々には、検討はいたしておりませんけれども、でき

るだけ、有利な過疎債を充当しながら、今できる、こういう対策を行っていきたいという

ことで、今回、このような形で、項目を全部、網羅させていただきました。 

    これは、県と協議して、今、挙げておいて、これに充てるだろうと。充てていこうとい

う、今後の財政運営上の措置でございます。 

 

〔鍋島君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、鍋島議員。 

 

16 番（鍋島裕文君）    じゃあ、ちょっと個別の問題でね、例えば、町道の修繕というのは、

維持修繕が挙がっています。本町、町道等、それから、昨年度の予算議会の中でも問題に

なった、町道橋ですね、橋。673 基が老朽化していると。長寿命化計画を策定しておると

いうことで、今後、予算化していくということなんだが、町道挙げておけば、町道橋も、

この事業申請できるのかどうか。 

    申請できないのであれば、なぜ、町道橋を挙げないのか。あれだけの多額な予算がかか

るのね。その点が１点。 

    それから、２点目に、再生可能エネルギーの関係では、今、予算説明の中にあった上月

地区の 8,400 万円のメガソーラーの過疎債。適用が来年度予算にあります。で、私聞きた

いのは、上月地区のメガソーラーは、それでいいんだけれども、申山のね、例の組合の関

係では、事業費が 15 億円。で、本町負担が、折半だから、７億 5,000 万。この申山の必

要経費ですね、再生可能エネルギーの、これも、事業採択できるように申請できるのかど

うか。 

    その点で、その２点お願いいたします。 

 

〔町長 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、町長。 

 

町長（庵逧典章君）    まず、最初の町道橋等でありますけれども、県と協議をしておりま

すのは、これも、ある程度、今後、当面充当できる限度額というのがございます。農道や

林道の修繕等にも、だいたい、考えておりますし、また、交通体系の整備の中で、町道の

維持修繕等にも充てていきたいということなんで、橋等については、相当、大きな、これ、

事業費が掛かります。これはこれで、起債等を、充当できるものは充当していきたいと思

いますけれども、今のところ、町道の維持等、25 年度の追加として、ソフト事業なりの、

事業費の追加といたしましては、道路の修繕とかですね、そういうもので、今、挙げさせ
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ていただいております。 

    今後、そういう充当できるものという、その道路の維持、町道の維持ということの中に

ね、橋梁等もあれば、当てはめれば、また、そういうことでも申請もできればしていきた

いと思っております。 

    それから、太陽光の、今、施設についてでありますが、やはり過疎債もですね、何でも

充当できるということではなくてですね、本来、この太陽光の、今、施設は、町が、いろ

んな施策を総合してやっておりますので、特に、木材の活用とかですね、そういうことを

関連させて取り組んでいるという点についてはですね、これ、国のほうにもですね、これ、

助成をお願いをいたしております。 

    ただ、事業そのものはですね、やはり売電をして、収益を上げるという事業であります

ので、その事業そのものに、過疎債を充当するということは、これは認めていただくこと

はできません。 

    ただ、上月で考えておりますのは、再生可能エネルギーなどのですね、これは啓発、モ

デル事業としてですね、学習施設として、まず、考えるということで、過疎債の充当を許

可していただけるということであります。 

    中身は、一応、売電をしてですね、収益は上げますけど、その収益は、そういう事業に、

充当して、逆に使っていくということで、その太陽光の設置だけではなくてですね、前に

もご報告申し上げましたけども、上月支所等なんかに、そういう学習できるような、その

施設を、また、活用し、また、学習室ですね、展示室のようなものを作っていきたいと。

そういう一体的な事業として考えた中で、過疎債の発行を、適用をお願いをしております。 

    以上です。 

 

〔鍋島君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、鍋島議員。 

 

16 番（鍋島裕文君）    じゃあ、もう１点お願いします。 

    今回ね、10 項目の追加と、一つ削除されたやつがあるんですね。それは、市町村有償運

送の(さよさよサービス)、これが削除されています。 

    それで、確認したいのは、これ、社協に移譲ということで、削除されたというように思

うんですけれども、今までの町長見解からすればね、いろんな財政負担は、従来どおり町

がやるんだと。車の更新にしてもね、いろんな運営費というふうに言っておられます。 

    そういうことになれば、さよさよサービスで、車の更新や何やら、従来は、過疎債、申

請できたけども、社協に移譲すれば、過疎債申請はできないということになるのか。 

    それとも、市町村有償運送として、さよさよサービスの車更新等も、過疎債の申請がで

きるのか。そのあたりは、どうなるんでしょうか。 

 

議長（西岡 正君）    はい。 

 

〔町長 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、町長。 

 

町長（庵逧典章君）    これは、今回、さよさよサービスの運行を、社協に移譲するという

形を取りましたので、町の過疎計画の中からは、これは削除せざるを得ないということで、
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削除させているということであります。 

    で、車両等の、今後、これも、過疎債も、いつまでも、これが充当出来るものではなく

って、この期限もありますので、この点については、今のところ、新しい車両等、当面の

車両については、もう全て町のほうで更新して、社協に、そのまま移譲をいたしておりま

すので、今後につきましては、過疎債という形では、充当は、もしあったとしても、これ

はできないというふうに、私は思っております。 

 

議長（西岡 正君）    はい、ほかに。 

 

〔大下君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、大下議員。 

 

11 番（大下吉三郎君）   農業とか林道の維持事業にですね、修繕事業等にということで、挙

がっておるんですけれども、これについて、林道以外にですね、作業道があるわけなんで

すけれども、ましてや、これからの山林の再生ということにつきますと、やはり作業道の

追加ということを考えておられるのか、そのあたり、お願いします。 

 

〔町長 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい。 

 

町長（庵逧典章君）    林道、作業道、その、なかなか区別はですね、できないところがあ

るんですけれども、やはり、ここでですね、やっぱり、こういう、その、過疎債を充当す

るような事業ということになりますと、当然、何でも、細かい、修繕とか、改修工事を充

当するというわけにはいきません。過疎債として申請するわけですから。 

    それにはですね、やはり山、林道なんかにつきまして、まず、作業道においてもですね、

山の施業管理計画ですね、そういう、その計画に基づいて、団地化をするということで、

今、取り組んでいるわけですけれども、そういう施業を今後行っていくという、団地化計

画を行ったような中での林道や作業道、そういうものについて、事業費は、相当、これも

かなりの額になってくるというふうに考えます。そういうものについての過疎債を、想定

をいたしております。 

 

議長（西岡 正君）    はい、よろしいか。 

 

〔金谷君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、金谷議員。 

 

５番（金谷英志君）    自然エネルギーの具体的な事業についてお伺いしたいんですけれど

も、新しく再生可能エネルギーの普及として、太陽光やバイオマス等に代表される再生可

能エネルギーとして、事業として挙げられて、それで具体的な事業としては、小規模な太

陽光だけなんですけれども、自然、再生可能エネルギーについては、この間、神戸新聞に

も報道されてましたけれども、たつの市が、用水路を使った小水力発電の、それも、町長

言われたような、具体的な小規模の啓発とか、街路灯に使うようなことですから、この具
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体的な事業としても、再生可能には、小水力とか、それからバイオマスなんかも。なぜ、

これを除かれたんでしょうか。 

    具体的には、小規模な太陽光だけということになっているんですけれども、その点はい

かがでしょうか。 

 

議長（西岡 正君）    はい、答弁。 

 

町長（庵逧典章君）    過疎債の計画変更につきましては、再生可能エネルギーという、そ

ういうものを含めた、その個別に限定せずにですね、その計画変更はいたしております。 

    ただ、今、取り組むべき、町として、今、当面取り組むのは、太陽光発電。これについ

て、取り組んでいきたいということであります。 

    で、当然、今後、そういう、いろんなエネルギーについて必要、そういう取り組み、研

究がなされて実施していこうという形になれば、そういうものが、それの対象になってく

るということでございます。 

 

〔金谷君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい。 

 

５番（金谷英志君）    当面と言いますか、先ほどもありましたけれども、27 年度までです

から、この中の挙げる事業としては、具体的には、それも含まれると言われるんでしょう

けれども、実際の具体的な事業として挙げられておるんは、こういうふうな項目だけ。太

陽光の、小規模な太陽光だけですから、表の中にある再生可能エネルギーの推進事業とし

ては、太陽光だけかなという、そういうふうに取られるんですけれども。 

 

〔町長 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、町長。 

 

町長（庵逧典章君）    まあ、この過疎債の、この、今、過疎特別法もですね、そういうこ

とで、期限が来て、その後、また、どうなるのか分かりませんけれども、当面もう 27 年

までということであります。 

    ですから、その間にですね、今のところ、具体的に、そういう小水力等の、そういう事

業については、今、取り組みは考えておりませんので、それは、具体的には挙げてないと

いうだけで、今後、それがまた、課題として挙がってくれば、そういう物も、その間にで

きるものであれば、この充当ができるという、そういう考えであります。 

 

議長（西岡 正君）    はい、ほかに。 

    ないようですので、これで質疑を終結します。 

    これから討論を行いますが、討論ございますか。 

 

〔討論なし〕 

 

議長（西岡 正君）    ないようですので、討論を終結します。 

    これより議案第３号を採決します。この採決は、挙手によって行います。 
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    議案第３号を、原案のとおり可決することに賛成の方、挙手を願います。 

 

〔賛成者 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    挙手、全員であります。よって議案第３号、佐用町過疎地域自立促

進計画の変更については、原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第８．議案第４号 工事請負契約の変更について（佐用町防災行政無線デジタル整備工事） 

 

議長（西岡 正君）    続いて日程第８、議案第４号、工事請負契約の変更について、佐用

町防災行政無線デジタル整備工事を議題といたします。 

    提案に対する当局の説明を求めます。町長、庵逧典章君。 

 

〔町長 庵逧典章君 登壇〕 

 

町長（庵逧典章君）    ただ今、上程をいただきました議案第４号、工事請負契約の変更に

ついての提案のご説明を申し上げます。 

    本件につきましては、昨年の第 51 回定例会におきまして議決をいただきました防災行

政無線デジタル整備工事請負契約の締結の変更でございます。 

    今回の変更請負契約に関しましては、主に、水害をはじめとする災害が発生する恐れの

ある時に、速やかに注意喚起の合図を鳴らすために設置するモーターサイレンの増設に伴

う工事内容の変更に基づくものでございます。 

    ６月議会において議決をいただいた後、工期を平成 24 年６月 27 日から平成 26 年２月

28 日までとした本契約を行い、施工業者におきましてモーターサイレンの吹鳴テストを実

施をいたしました。 

    その結果、町内全域に注意喚起を行う設備の充実を図るため、当初予定をいたしており

ましたモーターサイレンの設置数を、当初の 43 箇所から 16 箇所追加し、59 箇所に設置

することといたしました。追加設置する箇所につきましては、佐用地域の、奥金近、奥長

谷、奥海、甲大木谷、末包など。上月地域の皆田、田和、小日山、大日山、西新宿など。

また、南光地域の多賀などでございます。 

    この工事内容の変更に伴い、契約金額 12 億 750 万円を 8,778 万円増額し、12 億 9,528

万円に変更しようとするものでございます。 

    佐用町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に

より、議会の議決をお願いするものでございます。 

    ご承認賜りますようにお願いを申し上げまして、提案の説明とさせていただきます。よ

ろしくお願いを申し上げます。 

 

議長（西岡 正君）    提案に対する当局の説明が終わりました。 

    本案につきましても、本日、即決とします。 

    これから、質疑を行いますが、ございますか。 

 

〔岡本義君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、岡本議員。 
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３番（岡本義次君）    16 箇所ですね、いわゆる追加ということで、9,000 万ほど増えたわ

けでございますけれど、これは、どうなんでしょう。地元からの、今、言われた淀とか、

その、奥のほうですね、皆田とか、それから奥海、そういうふうな所については、その地

元から、その声がもう一つ聞こえない。サイレンいうんですか、聞こえない所があるから、

ここ、ここについても、追加してくれいうようなことが、上がって来たんですか。そこら

へんについては、どんなん。 

 

〔町長 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、町長。 

 

町長（庵逧典章君）    これは、今、設置をして工事を行っていっておりますので、実際に

は、その設置を全てしてみないと、まだ、分からない点も、多々あると思いますけれども、

工事の、やっぱり、その計画の中で、請負業者が決まった段階でですね、施行業者が、再

度、その地域、非常に複雑な地形でありますので、それぞれ、現地において、試験をした

結果、この地域に必要であるということを、今の段階で想定をして追加をしたものであり

ます。 

    だから、当然これは、地域からの要望とか、そうじゃなくって、町が責任を持って設置

をしているものでありますから、今、当初の設計段階における、その計画というものだけ

ではなくてですね、その請負契約を締結後に、実施業者が、再度、それぞれの業者のノウ

ハウを持って、現地を踏査して、そして、その地形とか、そういうものを勘案しながら、

この地域に、こういうふうに設置すれば、だいたいこういうふうに届くだろうという形で

計画をしたものであります。 

 

３番（岡本義次君）    はい、分かった。 

 

〔金谷君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、金谷議員。 

 

５番（金谷英志君）    今の質問に関連するんですけれども、当初の計画から変わった。そ

の、なぜ変わったかいうこと。テストして調べたということなんですけれども、その当初

の計画の中でも、拡声子局の増設。その中で、拡声子局は、200 メートルや 30 メートル

しか声が届かないいうことで、１キロぐらいになると。当初これ、私、計画の時からも、

本郷谷については、中村なり鎌倉いう計画がありましたから、それが、実際、調べて、こ

ういうふうな計画を立てられた。当初から、こういう、調べてね、調査して、拡声子局、

それから、モーターサイレンの設置位置も、こういうふうに決まったんだということで、

そういうふうに、当初は、説明されたんですけれども、当初から変わったいう、そのね、

ましてやテストして、地形なんかも、それは、当初から、そういうことは分かっていたと

思うんですけど、改めて、この増えたいう、その理由は何でしょうか。 

 

〔町長 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、町長。 
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町長（庵逧典章君）    この事業につきましてはですね、旧町で、いろいろと整備をされて

きたものを、まず、基にして、当然、しております。その中で、こういうモーターサイレ

ン等、また、拡声局もですね、たくさんある所とない所。屋外拡声器がですね、そういう

所がありました。 

    で、非常にまあ、こういう設備も、事業費も非常に高額、たくさんかかる事業ですから、

どこまで、こういう設備を増設していくかというのは、なかなか、いろんな議論が分かれ

るところでした。 

    当初の計画においては、どうしても個別受信機。これをやっぱり中心にですね、設置を

するということで、屋外の拡声設備、局とか、モーターサイレン、拡声器ですね、そうい

う物は、非常に聞きにくい点もあるのでということで、設置の数というのは、限定をして

おりました。 

    そういう中で、この議会にも、いろいろと説明をさせていただいた中でですね、議員皆

さんからも、やはり、外に出ていた人、いろいろと、その、外で仕事をしているような人

についてもですね、これ、やはり、まず注意喚起をする施設も必要だという指摘もいただ

いたわけです。 

    そういう中で、契約後、業者決定後ですね、改めて、そういう最低限の注意喚起ができ

る、音が届くような設備。これはやはり、モーターサイレンで知らせるということが、適

当であり、それによって、後は、個別受信機で、直接、内容を確認をしていただくという

方式。そういうことで、それまで、屋外拡声器のない所、また、モーターサイレンのない

所についての増設ということで、現地を踏査しながらですね、増設計画をしたということ

であります。 

    ですから、当然、内容的に、当初から、そういう物を入れておけば、追加でということ

ではならなかったかもしれませんけれども、当初の計画から、いろいろと検討し、また、

皆さんからのご指摘を受けて、そういう計画変更をしていたということでありますので、

ご理解いただきますようにお願いします。 

 

議長（西岡 正君）    はい、いいですか。 

    はい、ほかに。 

 

〔石堂君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、石堂議員。 

 

１番（石堂 基君）    変更の契約額の内容確認なんですけれども、総額で 8,700 万の増額、

16 基の増加ということになると、単純に計算すれば、１基当たり 400、500 万かかるとい

うことですね。 

    で、議会の中で、ご意見ということで、私、意見させてもらったんですけれども、まさ

か、こんなに高額に１基がなるとは思わなかったんですが、その技術的な面で、もう少し、

その単価を圧縮するとか。単純に考えたら、信号を送って、電柱に付いてるサイレンを鳴

らすというシステムだけなんで、リレー塔、後は、その受信機とサイレンぐらいで思って

いたんですけれども、１基が、500 万になるという基準というのは、どういうふうな内容

なんですか。 

 

議長（西岡 正君）    はい、答弁ください。 
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〔総務課長 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、総務課長。 

 

総務課長（鎌井千秋君）  ちょっと設計の細かいあれまで、ちょっと詳細把握してないとこあ

るんですけど、１基、モーターサイレンの大、大きい分であれば、1.1 キロぐらい行く分

と、600 メートルぐらいの想定の物と、ちょっと若干違うんですけれども、平均で 500 万

という計算になってきます。 

    その詳細まで言われると、ちょっと１個、１個の積み上げは、ちょっと分からないんで

すけども、それ以外に、サイレンの制御装置とか、そういった無線機等の機器の関係もあ

りますし、コンクリート柱の設置を、新たにしなければいけないという所も出て来ます。

そうすると、やっぱり、そのぐらいの費用が、やっぱりかかってくるようになります。 

    ちょっと、説明不足かも分かりませんけれども。 

 

〔石堂君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、石堂議員。 

 

１番（石堂 基君）    単純にね、機械のことなので、あまり、その、金額を詰めたとこと

いうのは、分からないんですけれども、要は、無線を受信して、リレー作動させて、サイ

レンを鳴らすシステム自身は、受電設備は別にして、そんなに 500 万も。独で全く新しい

物立てるとすればね、かかるかなという気はするんですけれども、普通に考えれば、例え

ば、元々、このサイレンの設置というのは、従来、三日月なんかで、布設されていた物。

あれの効率性、効果性を考えて拡大されたものだと思うんですよね。 

    それから考えると、当然のことながら、各機器の音達距離とかっていうのんの範囲で、

全部カバーをするというのは、当然、前提だと思うんですが、やっぱり、従来からやって

いるように、集会所とか、既存の電源設備がある施設を利用するということで、そういう

受電設備を省略することで、相当単価というのは、見直されると思うんですよね。 

    で、機器、当然、出ている見積書とか、詳しい設計内容というのは、確認されていると

思うんですけれども、率直に言うと、ほんまに、400 万、500 万というのが、非常に高い。

もうちょっと効率的に運用できるんであれば、実際、実施工事をされる段階で、その受電

設備が整った、例えば、集会所が近くにあるんだったら、多少、音達距離の関係で、音が

小さいとか、届かないかもというとこがあったら調子悪いんやけども、なるべくね、効果

的な設置を、現場では考えていただきたいなというふうに思うんです。 

    多分、その 400、500 万というのは、元々、受電から全てを、１基、１基、単独で整え

る、そういうふうな内容になっているんじゃないかなと思うんですけど、いかがですか。 

 

議長（西岡 正君）    はい。 

 

〔町長 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    町長。はい。 

 

町長（庵逧典章君）    私も、なかなか、電気な事業なんで、詳しくですね、専門的な点で、
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理解するのは難しい点もあるんですけども、担当者からですね、いろいろと説明を受けて、

実際、石堂議員と同じように、そんなにかかるのかというのが、当初の、率直な、私の考

え、思いでしたけれども、やはり今、その、全て、システムとして連動させてですね、場

所的にも音達していく。地形が非常に複雑なものですから、そういう所を、できるだけ箇

所も少なくしながら、有効にサイレンの音が到達するような場所、そういう所に設置をし

ていくということで考えられておりますので、特にですね、今回、追加する所は、いわゆ

る山間部であります。周辺部ですね。 

    そういう場所でありますので、そういう点においても、どうしても、そういう事業費と

いうのは、精査した中で、これだけの追加工事が必要であるということを認めたところで

あります。 

    内容については、当然また、専門的にですね、まだ、システムとして全体のもので、こ

れだけで済むかどうか分かりませんので、まだ、今後、若干の変更も、事業をしながらで

すね、また、試験をした結果ですね、ある程度、当然、その結果を、また、調査をして、

変更しなければならない所は、しなきゃならないというふうに考えますので、できるだけ、

事業の工事の工費の縮減については、常に考えながら進めて参りたいと思っております。 

 

議長（西岡 正君）    はい、よろしいですか。 

 

〔石堂君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、石堂議員。 

 

１番（石堂 基君）    ３回目ですね。答弁のとおりでよろしいと思うんですが、最初に申

し上げれば良かったんですけれども、要は、元々、43 基というのの設置計画があると。で、

単純に単価比較すれば、このサイレン設置だけで、要は、２億かかるという計算になるん

ですね。逆に計算すれば。総額が 12 億の事業の内、２億がサイレンに行っているわけが

ないんで、単体で、１基、１基というのは何百万もかかると思うんですけれども、やっぱ

りその、設置の際に、もっと効率的な設置方法というのを、ぜひ、現場で考えていただき

たいと。 

    要は、１基が 500 万も 600 万もするような物を、16 基追加していただくのはありがた

いことなんですけども、やっぱり総額になると、非常に占める割合が高いと思うので、経

費の縮減、具体的には、ちょっと内容が分からないので、申し上げられないんですけれど

も、ぜひ、よろしくお願いします。 

 

議長（西岡 正君）    はい、答弁いりませんね。 

 

〔鍋島君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、鍋島議員。 

 

16 番（鍋島裕文君）    じゃあ、関連で、契約金額の確認をしておきたいんですが、今、石

堂議員が言われたように、元々、落札額が 12 億 750 万ということで、その時の予定価格

が、12 億 6,210 万ということで、あの時に落札率が 96 パーセントというね、当局の説明

があったと思います。 

    で、それで問題は、今回、入札をせずにね、追加分は随意契約ということになっていま
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す。 

    それで、今回の 16 基の 8,700 万からの金額というのは、どういうはじき出しをされた

のか。つまり、何かその、専門家がいないから、モーターサイレン１基で、どのくらいか

かるというの分からないというような感じで聞いていたんだけれども、その設計価格、予

定価格ね、今度の。それを、どのようにはじき出して、で、当然のことながら、96 パーセ

ントで落札しておるから、その落札率の 96 パーセントをかけて、今回、変更額をはじき

出されたのかどうか。その点を１点確認します。 

    と合わせて、以前にね、南光支所建設の時に、追加工事の関係で、落札率の関係で、ち

ょっと当局説明したことあったんだが、追加工事で、あの時、90 何パーセントの落札額だ

けれども、追加工事については、最低価格でやるというような話を、聞き違いかも分から

んけどね、その記憶が、もの凄くあるんですよね。追加工事で、入札してないから、最低

価格ではじき出して追加工事をはじいたというようなことも聞いた記憶があるんですけれ

ども、今回は、どうされたのか、確認します。 

 

〔総務課長 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、総務課長。 

 

総務課長（鎌井千秋君）  この金額については、当然、落札率、95.6 パーセント、これを基に

やりました。 

    新たにこれ、入札してやるということになりますと、当然まあ、新しい業者ということ

になりますと、金額的にも、普通に考えて、高額になるということも勿論ありますし、こ

れはもう、随意契約でやらしていただきました。 

    で、南光支所の建築については、ちょっと、今、承知しておりませんけれども、おそら

く、その最低価格でするということはないと思います。落札率掛けて。 

 

〔町長 挙手〕 

 

総務課長（鎌井千秋君）  違うんですか。 

 

議長（西岡 正君）    はい、町長。 

 

町長（庵逧典章君）    私も定かな記憶はありませんけれども、こういう追加契約というも

のに、設計ですね、基になる設計について、やはり、当然、設計業者のほうに委託をして

いるんですけども、その設計の、例えば、経費率とかですね、そういうものを、できるだ

け実際の、その当初の計画ではなくて、追加でありますので、そういうものを圧縮して、

設計額というものを算定するということですね。それは、業者との最終的に話し合いにも

なるんですけども、それプラス、契約上は、それから、その落札率をかけるというの、こ

れは規定に基づいた形を取るということであります。はい。 

 

議長（西岡 正君）    はい、よろしいですか。 

    はい、ほかにありますか。 

    ないようですので、これで本案に対する質疑を終結します。 

    これから討論を行いますが、ございますか。 
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〔討論なし〕 

 

議長（西岡 正君）    ないようですので、討論を終結します。 

    これより議案第４号を採決します。この採決は、挙手によって行います。 

    議案第４号を、原案のとおり可決することに賛成の方、挙手を願います。 

 

〔賛成者 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    挙手、全員であります。よって議案第４号、工事請負契約の変更に

ついて、佐用町防災行政無線デジタル整備工事は、原案のとおり可決されました。 

    ここで、暫く休憩をしたいと思います。議場の時計で、11 時５分まで休憩いたします。 

 

午前１０時４９分 休憩 

午前１１時０５分 再開 

 

議長（西岡 正君）    はい、それでは休憩を解き、会議を続けます。 

 

 

日程第９．議案第５号 工事委託契約の締結について（町道小赤松線小赤松橋橋梁架設工事） 

 

議長（西岡 正君）    続いて日程第９、議案第５号、工事委託契約の締結について、町道

小赤松線小赤松橋橋梁架設工事を議題といたします。 

    提案に対する当局の説明を求めます。町長、庵逧典章君。 

 

〔町長 庵逧典章君 登壇〕 

 

町長（庵逧典章君）    それでは、ただ今上程をいただきました議案第５号、工事委託契約

の締結の変更についてのご説明を申し上げます。 

    平成 24 年５月 25 日に、兵庫県西播磨県民局長との間で、工事委託契約を締結をいたし

ました、町道小赤松線小赤松橋橋梁架設工事において、当初、契約分の下部工の施工をオ

ープン掘削で設計、積算がなされておりましたが、橋脚の掘削を開始したところ、掘削法

面から流出する水量、水勢が大きく、オープン掘削での施工が不可能となり、実施工法を

検討された結果、仮設鋼矢板による締切工法を採用したことによる工事費の増額と、残り

下部工の追加契約による工事委託契約の追加変更でございます。 

    委託契約金額 2,935万 2,000円を 6,408万 4,000円増額し、委託契約金額を 9,343万 6,000

円に変更しようとするものでございます。 

    佐用町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に

より、議会の議決をお願いするものでございます。ご承認賜りますように、よろしくお願

いを申し上げ説明とさせていただきます。 

 

議長（西岡 正君）    提案に対する当局の説明が終わりました。 

    本案件につきましても、本日即決とします。 

    これから質疑を行います。質疑ございますか。 

 

〔笹田君 挙手〕 
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議長（西岡 正君）    はい、笹田議員。 

 

８番（笹田鈴香君）    質問をいたします。 

    まず、この差額ですね、増額が 6,408 万 4,000 円という多大な金額なんですけども、こ

ういった大きな金額であれば、これは、ただ、工事の変更ということになっているわけな

んですけども、一つの工事として、これを新たに入札するというようなことは、考えられ

なかったのかどうか。そのへんをお尋ねします。 

 

〔町長 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、町長、答弁願います。 

 

町長（庵逧典章君）    これは、やはり契約としては、非常に、委託でありまして、特殊な

例だというふうに考えていただきたいと思います。 

    ご存知のように、小赤松の橋はですね、町道橋です。町道橋でしたけれども、今回の河

川改修に伴いましてですね、それを架け替えるという中でです。今まで、幅があれ、４メ

ーターを６メーターにするということでですね、これは、県が事業を実施されております

けれども、町としては、県に対して、その６メーターにする２メーター分の、その拡幅分

について、町が負担をするという、そういうことに基づいた委託です。 

    ですから、町の負担分は、総事業費の 0.325。32.5 パーセントを町が負担をするという

ことになっております。 

    また、工事につきましては、いっきに、全てが発注されるものではなくてですね、橋脚

部分から発注をされていくということです。ですから、まだまだですね、この工事につい

ては、総額は、７億近くかかるわけですから、その 30 パーセント。２億何ぼ、町の負担

が掛かってきます。 

    ですから、それに対して、順次委託をしていくということで、当初の部分について、2,935

万という形で委託をしておりますけれどもね。ですから、県としても、そういう、その追

加契約をされていくのは、どういうふうに発注をされているのかということ。それは、別々

にまた、上部工は、上部工で発注を、契約、入札をされるわけですけれども、町としては、

県に対して、委託は、元の追加で委託をしていくという形になりますので、こういう形に

なりました。その点、ご理解いただきたいと思います。 

 

議長（西岡 正君）    はい、よろしいですか。 

 

〔鍋島君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい。 

 

16 番（鍋島裕文君）    町長の言われたとおり委託契約ですから、権限は県ですね。入札執

行から何から。 

    それで、ちょっと確認したいのは、このユーテックの下部工工事は、県との契約、7,400

万円で落札して、今回、その内の 32 パーセントが 2,900 万で、今回、9,000 万円からなる

ということはね、その契約が 7,000 万から３億円になるんですね。２億 8,000 万か。つま

り、7,000 万円で契約したのが、３億円近い金になると。変更が。いうことになります。
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勿論、これは県が握っておるんだけどね。 

    こんな形でね、ドンドン、その内の 32 パーセント、32 パーセントいう形でいけばね、

やっぱり町としてもね、いくら委託契約でも、これは、どうかなというふうに思わざるを

得ないというふうに思うんです。 

    で、今回のことが、それは、予期せぬ湧水があったようなことで、ことかも分からない

けれども、こういった設計でやられているとなると、最終的に、町の負担は、どのくらい

になるんだろうというようなことも含めてですね、県の見解を、委託先に、確認すること

も必要じゃないか。 

    追加工事があったら、ドンドンやります。町は、負担金払ってくださいというようなパ

ターンではね、やっぱり問題あるというふうに思うんで、そのあたり、どうなんでしょう。 

 

〔町長 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、町長、答弁願います。 

 

町長（庵逧典章君）    今回は、変更と同時にですね、最初の町が委託している部分という

のは、橋脚、四つあるんですね。 

 

〔鍋島君「分かっておる。分かっておる」と呼ぶ〕 

 

町長（庵逧典章君）    四つある分の二つ分なんですね。 

 

〔鍋島君「ユーテックはね」と呼ぶ〕 

 

町長（庵逧典章君）    だから、後、二つ分も追加しているわけです。 

    ですから、変更によってだけ、変更いうんか、工事の、その流水によって、それは、や

むを得ない、こういう、その状況が生まれて、工法検討されて、その中で、その工法変え

てですね、施工するという形で実施をされるわけですけれども、当然、その分についての

増額はありますけども、ただ、その分の増額だけが、これだけの大きな総額じゃなくって、

橋脚を、当然、最終的な４基分。だから２基分を追加した分も含めた、今度の委託契約の

内容になっておりますので。ただし、当初、町として、だいたい、どれぐらいかかるんだ

ろうなということは、聞いておりますけども、実際に、ああいう工事の場合、最終的に、

いろいろと変更もあって、最終、どれぐらいになるだろうなということになって、これは、

過疎債を充当しているということなんですけれども、 

 

〔建設課長「合併特例債」と呼ぶ〕 

 

町長（庵逧典章君）    えっ。 

 

〔建設課長「合併特例債」と呼ぶ〕 

 

町長（庵逧典章君）    ああ、合併特例債。 

    最終的に、７億、 

 

〔建設課長「７億ちょいです」と呼ぶ〕 
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町長（庵逧典章君）    ちょいですね。だいたい、それぐらいになるだろうということは、

説明を受けております。それの 32.5 パーセントですから、２億余りがかかるということで

あります。 

    当然、県としても、できる限りのですね、当然、工費節減する工法というのは、全体の

中で研究しながら考えていただいていると思っておりますので、その内容について、細か

くは、町が、いろいろと口出しすることは、なかなかできませんけれどもね、これは、町

と県との信頼関係の中で、この事業は進めていかなきゃならないということだと思ってお

ります。 

 

議長（西岡 正君）    はい、よろしいですか。 

 

〔矢内君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、矢内議員。 

 

13 番（矢内作夫君）    今の町長の説明で、この間ちょっと、議会運営委員会で聞いた時に

は、2,900 万が、その湧水の関係なんかで、矢板打ったりするような工法に変えたという

ことで、6,300、400 万増えたんやということで、僕は説明聞いた思うたんですけども、今、

町長曰くは、これは２基分やと。それが４基になるいうことは、単純に計算したら、これ、

2,900 万が、まあ言うたら、5,800 万が当たり前なんやと。それで、増えたんは、その 9,000

何ぼに増えた、3,000 万弱増えただけいうことになるわけですか。 

    それで、ええんですね。 

 

〔町長「課長、説明せい。課長、間違えたこと言うとう」と呼ぶ〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、建設課長。 

 

建設課長（上野耕作君）  すいません。議運のほうにね、説明さてもらったん、僕のちょっと、

説明不足でございまして、最初から、ちょっと説明させていただきます。 

    基本的にはですね、当初ですね、４基分を発注したということでございましたけれども、

そういう湧水が出て、工法検討した結果、それを全部するいうことになると、要は、金額

が、先ほど、出ましたように、倍以上になるということが、県としても、そういう計画は

できないということで、２基を打ち切りまして、新たに、今度、２基分を発注するいう形

の中で、二通りの分が出て、その総額で、今回、9,000 万になるということで、二つの工

事になるということになるということを聞いております。 

    だからちょっと、説明が、舌足らずだったんで、申し訳なかったと思います。はい。 

 

〔鍋島君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、鍋島議員。 

 

16 番（鍋島裕文君）    それ確認で、橋脚は４基ですよね。全体でね。 

 

〔建設課長「はい」と呼ぶ〕 
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16 番（鍋島裕文君）    それで、１億数千万円で、小赤松下部工その１。上野組が、最初落

としましたわね。あれが２基分じゃなかったんですか。あれ、どうなったんですか。 

 

〔建設課長 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、課長、答弁願います。 

 

建設課長（上野耕作君）  23 年度から、この橋は実施しております。実質は 24 の、23 を繰り

越して 24。今年度、当初やって、それで、24 年度分を、この８月に発注。この４基分を

ですね、発注するという形で進めて来ておるということで、３年計画で、これ計画してお

りますので、上部工が、ちょっと今年度計画する予定になっておったんですけれども、そ

ういうふうな関係で、総額が増えたということで、下部工工事が、そういう形で、工期も

伸びたということで、25 年度に繰り下げてですね、進めていくというようなことになりま

して、若干ちょっと、工期も 25 年度いっぱいでやるいうことなんですけれども、急きょ、

撤去のほうが、ちょっと間に合わないというようなことで、25 年度では全て終わるんです

けれども、一部ですね、撤去部分が 26 年度に繰り越しになるだろうということを、今、

聞いております。そういう状況でございます。 

 

〔鍋島君「はい、確認だけ」と呼ぶ〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、鍋島議員。 

 

16 番（鍋島裕文君）    僕も定かじゃないんだけれども、23 年度に小赤松橋その１という

工事名ね、その１。このユーテックは、その２という工事名で落札しておるんですよ。 

    その１の、あの上野組の１億何千万という工事は何だったんですか。 

 

〔建設課長 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、建設課長。 

 

建設課長（上野耕作君）  これにつきましては、左岸側の橋台ね、国道部分です。国道部分の

橋台。それからペアが３基。それと、右岸側の橋台１基いうことで、全てで、５基です。

はい。 

 

〔矢内君「今、４基いうたさかい」と呼ぶ〕 

 

建設課長（上野耕作君）  今年度発注した分が、４基です。はい。 

 

議長（西岡 正君）    よろしいですか。ほかに。 

    ないようですから、これで本案に対する質疑を終結します。 

    これから討論を行いますが、ございますか。 

 

〔討論なし〕 
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議長（西岡 正君）    ないようですので、討論を終結します。 

    これより議案第５号を採決します。この採決は、挙手によって行います。 

    議案第５号を、原案のとおり可決することに賛成の方、挙手を願います。 

 

〔賛成者 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    挙手、全員であります。よって議案第５号、工事委託契約の締結に

ついて、町道小赤松線小赤松橋橋梁架設工事は、原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第 10．議案第６号 佐用町南光地域福祉センターの指定管理者の指定について 

 

議長（西岡 正君）    続いて日程第 10、議案第６号、佐用町南光地域福祉センターの指定

管理者の指定についてを議題といたします。 

    提案に対する当局の説明を求めます。町長、庵逧典章君。 

 

〔町長 庵逧典章君 登壇〕 

 

町長（庵逧典章君）    ただ今、上程をいただきました、議案第６号、佐用町南光地域福祉

センターの指定管理者の指定についてのご説明をいたします。 

    南光地域福祉センターは、平成 11 年４月から福祉の拠点施設として多くの方に利用さ

れており、現在、施設の大半は町社会福祉協議会が利用している状況であります。 

    本年４月からは、指定管理者制度の導入により、町においても、社会福祉協議会におい

ても、予算の執行や施設の管理事務、更には、状況に応じて迅速な処理・対応が図れるな

ど多くのことが期待できます。 

    本町の社会福祉協議会は、デイサービスをはじめとする在宅福祉サービスの拠点でござ

います。共に支えあう健康と福祉の町づくりを展開する上においても、また、社会福祉協

議会の事業拡大と福祉サービスの更なる充実を図っていくためにも、南光地域福祉センタ

ーの管理を佐用町社会福祉協議会に指定するものでございます。 

    以上、簡単ですが提案説明とさせていただきます。ご承認を賜りますように、よろしく

お願い申し上げます。 

 

議長（西岡 正君）    提案に対する当局の説明が終わりました。 

    本案につきましても、本日即決といたします。 

    これから質疑を行いますが、ございますか。 

 

〔平岡君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、平岡議員。 

 

17 番（平岡きぬゑ君）   指定管理される場所というか、物について、ちょっと具体的にお尋

ねしますが、現在、社協さんが入っている、あの建物だけなのか、あの周辺の用地、駐車

場に活用されている所などは、どのようになるんでしょうか。一体のものなんでしょうか。

その点、まず、一つお伺いしたいと思います。 

    それと、当施設は、毎年、ひまわり祭りの会場として、その中心的な施設として活用も
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されてきた経過があるんですけれども、そのひまわり祭りなど、毎年されている関係で、

この指定管理に伴って、問題は、ありませんか。 

    取りあえず、その２点、お願いします。 

 

議長（西岡 正君）    はい、お答えください。 

 

〔健康福祉課長 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、健康福祉課長。 

 

健康福祉課長（森下 守君）  範囲につきましては、建物と周辺部分の駐車場を含んだ地域福

祉センターの現在関係している施設等でございます。 

    なお、食堂があろうかと思います。かわせみにつきましては、営業等の目的等もござい

ますので、今回のかわせみ部分の厨房、それから食堂については、指定場所からは外して

おります。それ以外、全建物、又は、関係施設でございます。 

    私のほうは、範囲のほうは以上ということで。はい。 

 

議長（西岡 正君）    ほかの影響、 

 

〔町長 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    町長ですね。はい。 

 

町長（庵逧典章君）    まあ、どこまでというね、明確な線引きをして指定管理することは、

やっぱり施設の、あの状況の中ではできません。 

    建物の施設については、先ほど、課長が申し上げたような形で、明確にこう、指定管理

をできるわけですけれども、周辺の駐車場等につきましては、当然、社会福祉協議会も、

公用車の車両管理、また、来庁者の方の所、これは、ある程度、区域は周辺にありますけ

れども、それはお互いにですね、一緒に融通して利用していくという形になります。 

    これは、町と社会福祉協議会との関係でありますので、そこに両方が、それぞれ必要な

時には、お互いに連絡を取ってですね、利用していくという形になります。 

    特に、ひまわり祭り等におきましては、今後とも、その建物のトイレ等の解放なり、暑

い時期ですので、中での使える休憩所なんか、社会福祉協議会での、このデイサービス等、

事業の支障にならない限り、利用をしていただくことが前提になっております。以上です。 

 

議長（西岡 正君）    はい、平岡議員、よろしいか。 

 

〔平岡君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、平岡議員。 

 

17 番（平岡きぬゑ君）   建物の中の関係で伺いたいんですけれど、会議室などが一般的に、

私達も利用させていただくんですけれど、この会議の利用などについては、特に夜間の場

合など、今、シルバーさんが配置されて対応されているんですが、そういった点は、この

指定管理になることによって、変更はありますか。 
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〔健康福祉課長 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、健康福祉課長。 

 

健康福祉課長（森下 守君）  従来どおりシルバーで対応する予定にしております。 

 

議長（西岡 正君）    はい、平岡議員、よろしいか。 

 

〔平岡君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、どうぞ。 

 

17 番（平岡きぬゑ君）   この指定管理にしていく点で、昨年、お風呂の一般入浴も、住民の

入浴は、介護施設として特化するということで、それは、利用者の声は関係なく、町の考

え方として、廃止がされている経過があるんですけれど、あの施設は、ほかに、スポーツ

公園であるとか、ひまわりドームであるとか、運動施設がありますよね。その中の全体の

中の１施設という位置づけで、あそこあるんで、それを現状として、社協さんが入ってい

るということで、指定管理にするという提案なんですけれど、それで、町としての指定管

理にすることによるメリット。 

    それから、住民に対してのいいところ。どういう物が具体的にあるのか、示していただ

けますか。 

 

〔健康福祉課長 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、健康福祉課長。 

 

健康福祉課長（森下 守君）  以前に入浴関係の条例の関係で、質問された時のご説明を申し

上げました。 

    また、指定管理の件で、一般質問の中でもメリットはあるのかという中で、過去の一般

質問の中でもご説明を申し上げたと思います。 

    お風呂につきましては、確かに、地域の方、特定人数ではありますけど、１日 10 数名

というような形で報告をさせていただいたかと思いますが、固定化しているような状況も

ございました。そういった中で、非常にボイラー等の入浴施設等の維持管理等も含め、ま

た、各施設におきましては、今現在、社会福祉の、本当の町内の地域福祉サービスの拠点

という形で、従来から、そういった形で建てている施設等でもございます。 

    そういったことで、今回は、昨年の 24 年から、いろいろこう、議会の中でもご議論し

ていただいたと思いますが、そういった旨で、やはり使いやすい、町民が親しみやすい社

会福祉の拠点施設ということで、今回、当然、議会のほうでご承認をいただき、工事で改

修工事等も行いました。そういった形で、25 年の４月１日からは指定管理の下、社会福祉

協議会が、そこを中心として管理、そして運営、拠点施設としてやっていくということで、

今後は、幅広く町民の方にご利用できる施設になるんではないかなというふうに思ってお

ります。以上です。 

 

〔平岡君 挙手〕 
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議長（西岡 正君）    はい、平岡議員。 

 

17 番（平岡きぬゑ君）   いいですか。回数多いですが、いいですね。 

 

議長（西岡 正君）    いや、今、３回じゃないですか。 

 

17 番（平岡きぬゑ君）   いえ。 

 

議長（西岡 正君）    はい、どうぞ。 

 

17 番（平岡きぬゑ君）   ほかに、なければ。 

 

議長（西岡 正君）    はい。 

 

17 番（平岡きぬゑ君）   介護の施設として、デイサービスを社会福協議会さんがやられてい

るというの実態としてあるんですけれど、その施設の管理について、町が管理を、町営で

町が直接管理をして、今現在、実態として社会福祉協議会さんが利用されている。それに

伴って、利用料として収入をもらってという形で施設そのものを管理されている。その形

態が、その指定管理にしなければならないという理由がね、ちょっと、分かり辛いので、

その親しみやすい施設になると、課長は、今、答弁されたんですけれど、その指定管理す

ることで、親しみやすい施設になるんですか。ちょっと、分かりませんので。 

 

〔健康福祉課長 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい。 

 

健康福祉課長（森下 守君）  それは、言葉では、いろいろ言い表すことができると思うんで

すが、そもそも、指定管理制度というのも、平成の 15 年ですか、これは全国的に制度化

されて全国に浸透されたように聞いております。 

    今までは、管理委託というふうな形で、使用料をいただく中で管理をしていただくとい

う形で、利用をしていただいておったわけですが、今現在の施設の利用を見ていただいて

もお分かりにように、やはり社会福祉協議会の、本当の拠点施設と言っても、もう過言で

はないという施設でございますので、そういったことを踏まえますと、やはり、管理につ

きましては、指定管理ということで、責任を持ってやっていただくというのも一つ必要で

はないかということで、今回、４月から指定管理ということで提案させてもらってます。 

 

議長（西岡 正君）    はい、ほかに。 

    ほな、平岡さんよろしいですか。 

    それでは、ないようですので、これで本案に対する質疑を終結します。 

    これから討論を行いますが、ございますか。 

 

〔平岡君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、平岡議員。 
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17 番（平岡きぬゑ君）   議案第６号、南光地域福祉センターの指定管理の指定について、反

対の立場から討論を行います。 

    昨年、年間 4,000 人を超える住民の一般入浴を一方的に廃止し、介護施設として特化す

るとして、施設整備が進められてきておりますが、ひまわり祭りは、町の大きな観光イベ

ントです。受入施設として、町が自由に活用して行く。そのためには、町全体の運営をし

ていくということで、指定管理は問題だと考えます。 

    また、福祉センターは、スポーツ公園の中の施設です。町が管理し、従来どおり社協に

施設を利用してもらうことのほうが、町全体の運営から良いと考えます。 

    よって、社協への指定管理は、認めない。この立場で反対いたします。 

 

議長（西岡 正君）    はい、ほかにございますか。 

    はい、ないようですので、これで本案について討論を終結します。 

    これより議案第６号を採決します。この採決は、挙手によって行います。 

    議案第６号を、原案のとおり可決することに賛成の方、挙手を願います。 

 

〔賛成者 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、挙手、多数です。よって議案第６号、佐用町南光地域福祉セ

ンターの指定管理者の指定については、原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第 11．議案第７号 町道路線の認定について 

 

議長（西岡 正君）    日程第 11 に入ります。議案第７号、町道路線の認定についてを議

題とします。 

    提案に対する当局の説明を求めます。町長、庵逧典章君。 

 

〔町長 庵逧典章君 登壇〕 

 

町長（庵逧典章君）    それでは、ただ今、上程いただきました議案第７号、町道路線の認

定につきまして、提案のご説明を申し上げます。 

    今議会におきまして、町道路線の認定案件２路線を上程をさせていただいております。 

    まず、整理番号 47029 番、路線名、にしはりまクリーンセンター線は、ごみ処理施設に

しはりまクリーンセンターの進入路として新設された道路で、起点を佐用町三原 20 の７

番地先から、終点、佐用町三ツ尾 483 の６番地先とし、延長 1,450 メートルを４月１日の

施設供用開始に合わせて、新規路線として認定しようとするものでございます。 

    次に、整理番号 47030 番、路線名、三ツ尾クリーンセンター線は、にしはりまクリーン

センター線と同様に三ツ尾から、にしはりまクリーンセンターを結ぶ路線として整備され

た道路で、起点を佐用町三ツ尾 480 の 23 番地先から終点を佐用町三ツ尾 483 の６番地先

とし、延長 1,176 メートルを新規路線として認定しようとするものでございます。 

    以上、２路線の町道路線の認定につきまして、道路法第８条第２項の規定により、議会

の議決が必要でございますので、ご承認賜りますようにお願いを申し上げ、提案の理由の

ご説明とさせていただきます。 
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議長（西岡 正君）    提案に対する当局の説明は終わりました。 

    これより質疑に入りますが、議案第７号は、産業建設常任委員会に付託を予定しており

ますので、委員会付託をお含みの上、質疑をお願いしたいと思います。質疑はございます

か。 

 

〔質疑なし〕 

 

議長（西岡 正君）    ないようですので、質疑を終結します。 

    ただ今、議題となっております議案第７号は、会議規則第 37 条の規定により、産業建

設常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議長（西岡 正君）    ご異議なしと認めます。よって議案第７号、町道路線の認定につい

ては、産業建設常任委員会に付託することに決定いたしました。 

 

 

日程第 12．議案第８号 町道路線の廃止について 

 

議長（西岡 正君）    続いて日程第 12、議案第８号、町道路線の廃止についてを議題とし

ます。 

    提案に対する当局の説明を求めます。町長、庵逧典章君。 

 

〔町長 庵逧典章君 登壇〕 

 

町長（庵逧典章君）    ただ今、上程いただきました議案第８号、町道路線の廃止につきま

して、提案のご説明を申し上げます。 

    今議会におきまして、町道路線の廃止案件２路線を上程させていただいております。 

    まず、整理番号 10325 番、路線名、竹内線は、桑野地区ほ場整備事業の地区内編入に伴

い、町道路線の全部を廃止しようとするものでございます。 

    次に、整理番号 20568 番、路線名、久崎団地線は、千種川水系佐用川災害復旧助成事業

の起業用地となったことにより、町道路線の全部を廃止しようとするものでございます。 

    以上、２路線の町道路線の廃止につきまして、道路法第 10 条第３項の規定により、議

会の議決が必要でございますので、ご承認を賜りますようにお願いを申し上げ、提案理由

の説明とさせていただきます。 

 

議長（西岡 正君）    提案に対する当局の説明は終わりました。 

    これより質疑に入りますが、議案第８号は、産業建設常任委員会に付託を予定しており

ますので、委員会付託をお含みの上、質疑をお願いします。質疑はございますか。 

 

〔質疑なし〕 

 

議長（西岡 正君）    ないようですので、質疑を終結いたします。 

    ただ今、議題となっております議案第８号は、会議規則第 37 条の規定により、産業建

設常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議長（西岡 正君）    ご異議なしと認めます。よって議案第８号、町道路線の廃止につい

ては、産業建設常任委員会に付託することに決定いたしました。 

 

 

日程第 13．議案第９号 町道路線の変更について 

 

議長（西岡 正君）    日程第 13、議案第９号、町道路線の変更についてを議題とします。 

    提案に対する当局の説明を求めます。町長、庵逧典章君。 

 

〔町長 庵逧典章君 登壇〕 

 

町長（庵逧典章君）    ただ今、上程をいただきました議案第９号、町道路線の変更につい

て、提案のご説明を申し上げます。 

    今議会におきまして、町道路線の変更案件６路線を上程させていただいております。 

    まず、整理番号 10057 番、路線名、山脇線は、千種川水系佐用川災害復旧助成事業に伴

う慈山寺橋撤去工事により、路線の起点を佐用町真盛 290 の３番地先から佐用町山脇 522

の６番地先に、延長を 829 メートルから 766 メートルに変更しようとするものでございま

す。 

    次に、整理番号 10237 番、路線名、馬瀬宮の下線は、桑野地区ほ場整備事業の地区内編

入に伴い、終点を佐用町桑野 947 の１番地先から佐用町桑野 957 の 1 番地先に、延長を

896.94 メートルから 860.5 メートルに変更しようとするものでございます。 

    次に、整理番号 10323 番、路線名、下河原線は、桑野地区ほ場整備事業の地区内編入に

伴い、起点を佐用町桑野 305 の１番地先から佐用町桑野 1167 番地先に、延長を 691.22 メ

ートルから 237.0 メートルに変更しようとするものであります。 

    次に、整理番号 20058 番、路線名、下梶屋線は、千種川水系幕山川災害関連事業に伴い、

終点を佐用町本郷 466 の１番地先から佐用町本郷 114 の２番地先に、延長を 139.29 メー

トルから 101 メートルに変更しようとするものでございます。 

    次に、整理番号 20357 番、路線名、松山秋里線は、千種川水系佐用川災害復旧助成事業

に伴う戦橋架け換え工事により、路線の終点を佐用町下秋里４の１番地先から佐用町下秋

里 40 の 11 番地先に、延長を 570.71 メートルから 525.7 メートルに変更しようとするも

のでございます。 

    次に、整理番号 20364 番、路線名、和田廻り渕線は、千種川水系佐用川災害復旧助成事

業に伴い、路線の起点を佐用町円光寺 327 の１番地先から佐用町円光寺 295 番地先に、延

長を 995.81 メートルから 1,048.5 メートルに変更しようとするものでございます。 

    以上、６路線の町道路線の変更につきまして、道路法第 10 条第３項の規定により、議

会の議決が必要でございますので、ご承認賜りますようにお願いを申し上げ、提案理由の

説明とさせていただきます。 

 

議長（西岡 正君）    提案に対する当局の説明が終わりました。 

    これより質疑に入りますが、議案第９号は、産業建設常任委員会に付託を予定しており

ますので、委員会付託をお含みの上、質疑をお願いします。質疑ございますか。 
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〔質疑なし〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、ないようですので、これで本案に対する質疑を終結します。 

    ただ今、議題となっております議案第９号は、会議規則第 37 条の規定により、産業建

設常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議長（西岡 正君）    ご異議なしと認めます。よって議案第９号、町道路線の変更につい

ては、産業建設常任委員会に付託することに決定いたしました。 

 

 

日程第 14．議案第 10 号 区域外道路の変更の承諾について 

 

議長（西岡 正君）    続いて日程第 14、議案第 10 号、区域外道路の変更の承諾について

を議題とします。 

    提案に対する当局の説明を求めます。町長、庵逧典章君。 

 

〔町長 庵逧典章君 登壇〕 

 

町長（庵逧典章君）    ただ今、上程をいただきました議案第 10 号、区域外道路の変更の

承諾につきまして、提案のご説明を申し上げます。 

    美作市では、平成 24 年度において市町村合併後の土地利用、公共的施設の配置、利用

形態の変化等に対応し、市道・幹線１級及び２級路線の見直しが行われました。 

    この見直しに伴い、区域外道路として認定されている整理番号 516 の 005 番、路線名、

大内谷大聖寺線を整理番号 538 の 006 番、路線名、大聖寺中線に、起点を美作市大内谷

323 の１番地先から美作市大聖寺 184 の１番地先に、延長を 3,904.6 メートルから 596.5

メートルに変更をされました。 

    この路線の一部が佐用町才金地内を通過する箇所・延長及び面積については変わりはご

ざいません。 

    以上、美作市道・区域外道路の変更の承諾につきまして、道路法第 10 条第３項の規定

により、議会の議決が必要でございますので、ご承諾賜りますようにお願いを申し上げ、

提案の説明とさせていただきます。 

 

議長（西岡 正君）    提案に対する当局の説明が終わりました。 

    これより質疑に入りますが、議案第 10 号は、産業建設常任委員会に付託を予定してお

りますので、委員会付託をお含みの上、質疑をお願いいたします。質疑はございますか。 

 

〔質疑なし〕 

 

議長（西岡 正君）    ないようですので、質疑を終結します。 

    ただ今、議題なっております議案第 10 号は、会議規則第 37 条の規定により、産業建設

常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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議長（西岡 正君）    ご異議なしと認めます。よって議案第 10 号、区域外道路の変更の

承諾については、産業建設常任委員会に付託することに決定いたしました。 

 

 

日程第 15．議案第 11 号 農業共済事業事務費の賦課総額及び賦課単価の決定について 

 

議長（西岡 正君）    続いて日程第 15、議案第 11 号、農業共済事業事務費の賦課総額及

び賦課単価の決定についてを議題とします。 

    提案に対する当局の説明を求めます。町長、庵逧典章君。 

 

〔町長 庵逧典章君 登壇〕 

 

町長（庵逧典章君）    それでは、ただ今、上程いただきました議案第 11 号、平成 25 年度

佐用町農業共済事業事務費の賦課総額及び賦課単価の決定について、ご説明申し上げます。 

    この賦課金については、毎会計年度、町が共済事業を行うのに必要とする事務費に充て

る費用として、共済加入者に賦課金を賦課するものであります。 

    その内訳は、賦課総額 481 万 4,226 円、賦課単価につきましては、前年と同率とさせて

いただき、各共済事業の共済金額に対する割合で、水稲共済割を 1,000 分の 2.7、麦・家

畜・畑作物共済割を 1,000 分の５、園芸施設共済割を 1,000 分の２の割合に設定しようと

するものであります。 

    佐用町農業共済条例第５条第２項の規定に基づき議会の議決をお願いするものでござい

ます。ご審議賜り、承認いただきますようにお願いを申し上げ提案の説明とさせていただ

きます。 

 

議長（西岡 正君）    提案に対する当局の説明は終わりました。 

    本案につきましては、本日即決とします。 

    これから質疑を行います。質疑ございますか。 

    はい、ないようですので、これで本案に対する質疑を終結します。 

 

〔「質疑あるいうとう」と呼ぶ者あり〕 

 

議長（西岡 正君）    ありますか。 

    はい、笹田議員。 

 

８番（笹田鈴香君）    お尋ねしたいんですけども、今回（聴取不能）ますと、家畜の分が

多くなっております。特に、乳用牛等は、簡単に言いますと 38 万から 43 万円になってま

すし、それから、肉用で言いますと 175 万ですか、が、285 万に、金額が凄く上がってい

るんですが、これの理由なんですけれども、頭数が増えたのか、それとも、病気などで、

たくさん亡くなったりとかいうことで増えたのか、そのへんの内容説明をお願いします。 

 

議長（西岡 正君）    はい、答弁願います。 

 

〔農林振興課長 挙手〕 
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議長（西岡 正君）    はい、農林振興課長。 

 

農林振興課長（茅原 武君）  これは、若干、頭数も増えておりますが、昨年も、予算の時に

もご説明申し上げましたように、１頭当たりの単価が見直しがかかったということでござ

いまして、それに基づく変化が出て来たということです。 

 

議長（西岡 正君）    はい、よろしですか。 

    ほかに。ありませんか。 

    ないようですので、本案に対する質疑を終結します。 

    これから討論を行いますが、ございますか。 

 

〔討論なし〕 

 

議長（西岡 正君）    ないようですので、討論を終結します。 

    これより議案第 11 号を採決します。この採決は、挙手によって行います。 

    議案第 11 号を、原案のとおり可決することに賛成の方、挙手を願います。 

 

〔賛成者 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    挙手、全員であります。よって議案第 11 号、農業共済事業事務費

の賦課総額及び賦課単価の決定については、原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第 16．議案第 12 号 畑作物共済の危険段階基準共済掛金率の改定について 

 

議長（西岡 正君）    続いて日程第 16、議案第 12 号、畑作物共済の危険段階基準共済掛

金率の改定についてを議題とします。 

    提案に対する当局の説明を求めます。町長、庵逧典章君。 

 

〔町長 庵逧典章君 登壇〕 

 

町長（庵逧典章君）    それでは、ただ今、上程させていただきました議案第 12 号、畑作

物共済の危険段階基準共済掛金率の改定につきまして、提案のご説明を申し上げます。 

    畑作物共済の掛金率は、農業災害補償法の規定により、３年ごとに改定することとなっ

ております。今回の改定につきましては、大豆を対象に平成 25 年産から平成 27 年産まで

適用するものであります。 

    危険段階基準掛金率につきましては、県から指示された掛金率を基に、過去の被害実績

等を勘案し、被害程度の高いものから順次区分けし、大豆の１類・２類・３類毎に危険段

階区分を設けるもので、１類の一筆方式及び全相殺方式は、それぞれ６段階の区分で設定

し、２類の一筆方式及び全相殺方式では４段階の区分とし、３類の一筆方式及び全相殺方

式では１段階とする。別表のとおり改定するものでございます。 

    改定案につきましては、去る２月 18 日開催の佐用町損害評価会において審議をいただ

き、適正であるとの答申をいただいております。 

    ご承認をいただきますように、お願いを申し上げ、提案の説明とさせていただきます。 
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議長（西岡 正君）    提案に対する当局の説明が終わりました。 

    本案につきましても、本日即決とします。 

    これから質疑を行いますが、ございますか。 

 

〔質疑なし〕 

 

議長（西岡 正君）    ないようですので、これで本案に対する質疑を終結します。 

    これから討論を行いますが、ございますか。 

 

〔討論なし〕 

 

議長（西岡 正君）    ないようですので、これで本案についての討論を終結します。 

    これより議案第 12 号を採決します。この採決は、挙手によって行います。 

    議案第 12 号を、原案のとおり可決することに賛成の方、挙手を願います。 

 

〔賛成者 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    挙手、全員であります。よって議案第 12 号、畑作物共済の危険段

階基準共済掛金率の改定については、原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第 17．議案第 13 号 佐用町まちづくり基本条例の制定について 

 

議長（西岡 正君）    日程第 17、議案第 13 号、佐用町まちづくり基本条例の制定につい

てを議題とします。 

    提案に対する当局の説明を求めます。町長、庵逧典章君。 

 

〔町長 庵逧典章君 登壇〕 

 

町長（庵逧典章君）    ただ今、上程いただきました議案第 13 号、まちづくり基本条例の

制定につきまして提案のご説明を申し上げます。 

    まちづくり基本条例は、佐用町におけるまちづくりの基本的な事項を定め、まちづくり

の主体である、町民、議会、行政の役割、権利や義務を明確にし、それぞれの立場で、自

覚と責任を持って佐用町を作っていく意識を高め、また、参画と協働の仕組みづくりとし

て、町民の参画、意見公募、コミュニティの役割、情報の共有など地域運営のルールや手

続きを定め、特に、地域づくり協議会を地域の課題解決のために活動する組織として、条

例上、明確に位置づけることにより、町民主体のまちづくりをさらに推進するため、また、

さらに、役場の仕事を分かりやすく、もっと身近なものとし、町民の視点に立った町政運

営をするためのルール、手続きを定めたものであります。 

    ご承認賜りますように、お願いを申し上げ、提案の説明とさせていただきます。 

 

議長（西岡 正君）    提案に対する当局の説明は終わりました。 

    これより質疑に入りますが、議案第 13 号は、総務常任委員会に付託を予定しておりま

すので、委員会付託をお含みの上、質疑をお願いします。質疑はございますか。 
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〔岡本義君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、岡本義次議員。 

 

３番（岡本義次君）    このことは、大学教授を呼んだり、それから、一般の人やら役場職

員がご尽力いただいて、こういう文書を明文化されて、今、町長がおっしゃったように、

町民の参画、地域コミュニティの共有、町民主体と、いいことがあるんですけれど、これ

を明文化することによってね、先々、心配せんでもええんかも分からんけれど、もし、何

か、アクシデントが起きたりした時には、そういう文書で、全部、こういうふうにしてお

って、どうかなということも、ちょっと老婆心ながら考えるわけでございますけれど、町

長としてはですね、今、申し上げた、この三つのほかですね、これを明文化することによ

って、どのようにお考えいうんか、ちょっと、そういう町長としての見解は、どうでしょ

う。 

 

議長（西岡 正君）    はい、町長、答弁願います。 

 

町長（庵逧典章君）    はい、今回の制定を、条例として制定をさせていただく、この内容

につきましてはですね、これは、明文化しなくても、当然のことであって、そんなに、理

屈っぽくですね、難しいことを、いい条例を制定しようというつもりは、当然、ございま

せん。 

    ただ、やはり基本的な、当然のことですけれども、改めて、それぞれ、皆が、もう一度、

再確認をして、その意識を高める。町民の皆さんを含め、町民全体としてですね、その町

に関心を持ち、また、町の今後の課題等についてですね、参画していこうというですね、

そのための、やっぱり、個々の意識も高めていこうということが目的でありますのでね、

そのことによって、特に、逆にそれが足かせとなったり、いろいろと将来の問題に発展す

るというようなことではない。そういうことは、心配はいたしておりません。 

 

議長（西岡 正君）    はい、いいですか。 

 

〔岡本義君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、岡本義次議員。 

 

３番（岡本義次君）    まあ、確か、今、町長がおっしゃったように、こういうことまでも、

明文化しとかんとあかんのんかないうような、私も、正直言ったところ、腹持ってました。 

    そやけど、町民全体に対してですね、やっぱり、そういう意識づけするということが、

大事だということを、今、町長が答弁されましたので、そうかないう気持ちで、私も受け

止めたいと、このように思っています。以上です。 

 

議長（西岡 正君）    はい、ほかにありますか。 

    ないようですので、これで本案に対する質疑を終結します。 

    ただ今、議題となっております議案第 13 号は、会議規則第 37 条の規定により、総務常

任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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議長（西岡 正君）    ご異議なしと認めます。よって議案第 13 号、佐用町まちづくり基

本条例の制定については、総務常任委員会に付託することに決定いたしました。 

    お諮りします。ここで休憩したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議長（西岡 正君）    ご異議なしと認めます。 

    あの議場の時計で１時から、午後１時から再開したいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

 

午前１１時５４分 休憩 

午後０１時００分 再開 

 

議長（西岡 正君）    それでは、休憩を解き、会議を続けます。 

 

 

日程第 18．議案第 14 号 佐用町附属機関設置条例の一部を改正する条例について 

 

議長（西岡 正君）    続いて日程第 18、議案第 14 号、佐用町附属機関設置条例の一部を

改正する条例についてを議題とします。 

    提案に対する当局の説明を求めます。町長、庵逧典章君。 

 

〔町長 庵逧典章君 登壇〕 

 

町長（庵逧典章君）    それでは、ただ今、上程いただきました、議案第 14 号、佐用町附

属機関設置条例の一部を改正する条例について、ご説明を申し上げます。 

    国は、障害者虐待の予防や早期発見、虐待の防止、さらには障害者虐待を受けた障害者

の迅速かつ適切な保護、自立の支援等、また、適切な養護者に対する支援を行うため、障

害者虐待の防止、障害者の養護に対する支援等に関する法律を公布いたしました。 

    この法律の施行に伴い、関係機関等の連携協力体制を強化するため、佐用町障害者虐待

防止対策ネットワーク運営委員会を附属機関として新たに設置し、続いて、特別職の職員

で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正し、委員の報酬を新たに規

定するものであります。 

    以上、簡単ですが提案の説明とさせていただきます。ご承認賜りますようにお願いを申

し上げます。 

 

議長（西岡 正君）    提案に対する当局の説明が終わりました。 

    これより質疑に入りますが、議案第 14 号は、厚生常任委員会に付託を予定しておりま

すので、委員会付託をお含みの上、質疑をお願いします。質疑ありますか。 

 

〔井上君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、井上議員。 
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７番（井上洋文君）    これ付託案件になっているので、ちょっと主なことだけお聞きした

いんですけれども、先ほど、説明ありました障害者虐待防止法の施行にあわせて設置する

わけなんですけれども、これ、県がですね、県が県庁に障害者権利擁護センターを、県庁

内に開設するということが、新聞に報道されておるんですけれども、これと同時に、町に

おいては、センター設置を義務付けということになっておるんですけど、これ、センター

の設置というのは、これは、どの課に設置をしてですね、窓口は、どこになるかというこ

とと。 

    それと、発見者からの通報に対応してですね、家庭への立ち入り調査や一時保護ができ

るというように明記されておるんですけれども、そこらの対応は、町として、どういうふ

うにされるわけですか。 

 

議長（西岡 正君）    はい、お答えください。 

 

〔健康福祉課長 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、健康福祉課長。 

 

健康福祉課長（森下 守君）  先ほど言われましたセンターにつきましては、現在、特に、別

箇所では設けずに、庶務を扱っております健康福祉課内窓口で対応するということで、周

知をさせていただいております。以上です。 

 

議長（西岡 正君）    もう１件、立ち入り調査。 

 

健康福祉課長（森下 守君）  それと、家庭内の調査、これにつきましては、特に、24 年につ

きましては、そういう案件等は、当然、出ておらないわけなんですけど、今後につきまし

ては、こういうネットワーク会議等で事例等がございましたら、ケース会議等が、当然、

その部会内でも開かれると思います。 

    ご存知のとおり、この虐待ネットワークは、高齢者、それから児童、それぞれ既に、附

属機関で町内に設置しております。で、今回は、障害の虐待ということで、今後につきま

しては、その三つのネットワークが三位一体と言いますか、そういった形で連携を取りな

がら、関係機関と調整をしながら進めていくということで、当然、事態発生すれば、ケー

ス会議、それから家庭内への調査、そして、訪問活動等も、今後は、行われていくと思い

ます。以上です。 

 

議長（西岡 正君）    はい、よろしいですか。 

 

〔井上君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、井上議員。 

 

７番（井上洋文君）    そうしますと、この９人立ち入りするということではなしにですね、

運営委員ということなんですけれども、どういう役目をするわけですか。 

 

議長（西岡 正君）    はい、健康福祉課長。 
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健康福祉課長（森下 守君）  虐待委員の運営委員のメンバーにつきましては、龍野健康福祉

事務所をはじめまして、佐用警察、それから郡医師会、民生委員さん、社会福祉協議会、

それから人権擁護委員、自治会、それから相談支援事業所、福祉サービスの事業者、代表、

後、町の関係行政機関が携わって運営委員会を進めていく予定にしております。 

    以上です。 

 

議長（西岡 正君）    はい、井上議員、よろしいか。 

 

７番（井上洋文君）    はい、分かりました。 

 

〔岡本義君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、岡本議員。はい、岡本義次議員。 

 

３番（岡本義次君）    今、課長の答弁の中で、24 年度は、佐用においてはなかったという

ふうに聞いております。 

    共立病院で、１回、何か変なことがあったように思ったんですけれど、相談的なことの、

そういう電話での、どう言うんですか、そういう相談もなかったというふうに理解してい

いんですか。 

 

議長（西岡 正君）    はい、健康福祉課長。 

 

健康福祉課長（森下 守君）  個々の詳細は別にしまして、私のほうに、ケースの結果で、相

談業務等で、事例として挙がってきたケースは、24 年は、ございません。 

 

議長（西岡 正君）    はい、いいですか。ほかにありますか。 

    ないようですので、本案に対しての質疑を終結します。 

    ただ今、議題としております議案第 14 号は、会議規則第 37 条の規定により、厚生常任

委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議長（西岡 正君）    ご異議なしと認めます。よって議案第 14 号、佐用町附属機関設置

条例の一部を改正する条例については、厚生常任委員会に付託することに決定いたしまし

た。 

 

 

日程第 19．議案第 15 号 佐用町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例について 

 

議長（西岡 正君）    続いて日程第 19、議案第 15 号、佐用町特別職の職員で非常勤のも

のの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 

    提案に対する当局の説明を求めます。町長、庵逧典章君。 

 

〔町長 庵逧典章君 登壇〕 
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町長（庵逧典章君）    それでは、ただ今上程いただきました、議案第 15 号、佐用町特別

職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、

提案理由をご説明申し上げます。 

    校医・園医の報酬でございますが、兵庫県教育委員会と兵庫県医師会との協議による兵

庫県立学校医の報酬額の改定を参考に、佐用郡医師会と協議し覚書を締結して、小中学校

嘱託医及び保育園嘱託医の報酬額を定めることといたしております。 

    この改正は、小中学校内科医・歯科医が 21 万 8,000 円を 1,000 円減額して 21 万 7,000

円に、耳鼻科医は同額とし、保育園内科医・歯科医が 10 万 9,000 円を 500 円減額して 10

万 8,500 円に改めるものでございます。 

    ご承認いただきますように、お願いを申し上げ、提案の説明とさせていただきます。 

 

議長（西岡 正君）    提案に対する当局の説明が終わりました。 

    本案につきましては、本日即決いたします。 

    これから質疑を行います。ございますか。 

 

〔質疑なし〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、ないようですから、質疑を終結します。 

    これから討論を行いますが、ございますか。 

 

〔討論なし〕 

 

議長（西岡 正君）    ないようですので、討論を終結します。 

    これより議案第 15 号を採決します。この採決は、挙手によって行います。 

    議案第 15 号を、原案のとおり可決することに賛成の方、挙手を願います。 

 

〔賛成者 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    挙手、全員であります。よって議案第 15 号、佐用町特別職の職員

で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例については、原案

のとおり可決されました。 

 

 

日程第 20． 議案第 16 号 佐用町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

 

議長（西岡 正君）    日程第 20、議案第 16 号、佐用町職員の特殊勤務手当に関する条例

の一部を改正する条例についてを議題とします。 

    提案に対する当局の説明を求めます。町長、庵逧典章君。 

 

〔町長 庵逧典章君 登壇〕 

 

町長（庵逧典章君）    ただ今、上程をいただきました、議案第 16 号、佐用町職員の特殊

勤務手当に関する条例の一部を改正する条例について、ご説明を申し上げます。 
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    本件は、議案第 21 号で上程いたします、佐用町課設置条例及び佐用町職員の定年等に

関する条例の一部を改正する条例及び議案第 24 号で上程をいたします、佐用町消防本部

及び消防署の設置に関する条例等を廃止する等の条例に関連して、上程させていただくも

のでございます。 

    改正内容は、２点でございます。 

    １点目は、佐用町が兵庫県立大学から受託しております西はりま天文台施設の受託内容

に合わせて、研究員を大学職員に移管したため、町職員の研究員が不在となったことによ

り研究員に支給していた天文台勤務手当を廃止すること。 

    ２点目は、西はりま消防組合の設立に伴い、佐用町職員に消防職員が不在となるため、

消防職員に支給をしていた出動手当と当務手当を廃止することでございます。 

    ご承認いただきますように、お願い申し上げ、提案の説明とさせていただきます。 

 

議長（西岡 正君）    提案に対する当局の説明が終わりました。 

    本案につきましても、本日即決といたします。 

    これから質疑を行いますが、ございますか。 

 

〔石堂君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、石堂議員。 

 

１番（石堂 基君）    西はりま消防組合の関係での手当の削除と言いますか、なくなるわ

けですけれども、天文台のほうについては、これ、組織が移管されますので、そういうふ

うな形になろうかと思いますが、消防組合の関係で、消防職員に対して出ていた特殊勤務

手当ですね、これについては、当然のことながら、職員との合意ということが前提にあろ

うかと思います。 

    当然のことながら、一般職でありながら、やっぱり労働組合ありませんので、職員団体

というんか、そういう職員組織との交渉ですね、話し合い、その経過について、要は、同

意がちゃんと取れているのかどうか。そのあたりについて、説明してください。 

 

議長（西岡 正君）    はい、町長、答弁願います。 

 

町長（庵逧典章君）    これは、ご存知のとおり、４月１日から、西はりま消防組合が設立

されて運営を始めますけれども、実際、指令台等の設備がですね、３年間かかります。で、

この３年間の間におきましてはですね、それぞれの、これまでの消防署の勤務になり、こ

ういう手当等につきましてもですね、この３年間の間に調整を行うという覚書になってお

ります。 

    ですから、この３年間につきましては、現在あるものを、それぞれ新しい組合として引

き継いでですね、それぞれの消防署に対しては、その形で運営をしていくということであ

りまして、今後、組合としては、一つになったわけですけれども、その３年間については、

若干の勤務、こういう手当、また、給与等についても、やっぱり調整を行わないといけな

いというところがありまして、それは、３年後に全て一律に統一して実施していくという

形になっておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

議長（西岡 正君）    はい、よろしいですか。 
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〔石堂君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、石堂議員。 

 

１番（石堂 基君）    ３年間で調整というのは、事前に説明も聞いてますので、その件に

ついては、何ら問題ないんですけれども、その調整という言葉と、ここに一方的に出て来

ている手当の削除というのは、これは、ちょっと若干、ニュアンスが違います。 

    私が問うているのは、あくまで職員組織、当然、消防の組合員が属する規定の組織はな

いと思うんですけれども、従来でも、消防職員というのは、その勤務の特殊性から、労働

組合に加入することができませんでしたので、事前にこういうふうな手当、あるいは給与

等の改定については、副長なりが出向いて行って、協議、合意ということが前提だったと

思うんですよ。 

    そういうことが、今回も、ちゃんとなされているのか。その確認をしているわけです。 

 

〔町長 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、町長、答弁願います。 

 

町長（庵逧典章君）    そのことについて、私は、今、説明したと思うんですけれども、こ

こで、条例上、佐用町の条例としては、廃止をいたしますけれども、その条例を持って、

組合に引き継いでいるということです。 

    ですから、その３年間に当たっては、現在の条例に基づいたものが支給されるというこ

とでありますので、そのことについては、当然、消防署のほうの中の職員には、消防長の

ほうから、それぞれ、こういう引き継ぎ、３年間の取り扱いについては、説明をさせてお

ります。 

 

議長（西岡 正君）    はい、よろしいですか。 

 

〔石堂君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、もう一度。 

 

１番（石堂 基君）    分かりました。 

    ちょっと、私のほうが勘違いをしていたかも分かりませんので、１点だけ確認します。 

    要は、今現在の、その賃金、給与面に関する条件というのは、現在のところは、何ら変

わりない。これを３年間の間に調整するということですね。 

 

町長（庵逧典章君）    その通りです。 

 

議長（西岡 正君）    はい、ほかに。 

    ないようですので、質疑を終結します。 

    これより討論を行いますが、ございますか。 

 

〔討論なし〕 
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議長（西岡 正君）    ないようですので、討論を終結します。 

    これより議案第 16 号を採決します。この採決は、挙手によって行います。 

    議案第 16 号を、原案のとおり可決することに賛成の方、挙手を願います。 

 

〔賛成者 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    全員であります。よって議案第 16 号、佐用町職員の特殊勤務手当

に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第 21．議案第 17 号 佐用町南光ひまわり館運営基金条例を廃止する条例について 

 

議長（西岡 正君）    日程第 21、議案第 17 号、佐用町南光ひまわり館運営基金条例を廃

止する条例についてを議題とします。 

    提案に対する当局の説明を求めます。町長、庵逧典章君。 

 

〔町長 庵逧典章君 登壇〕 

 

町長（庵逧典章君）    それでは、ただ今、上程いただきました議案第 17 号、佐用町南光

ひまわり館運営基金条例を廃止する条例につきまして、提案のご説明を申し上げます。 

    南光ひまわり館運営基金につきましては、合併前の旧南光町において造成され、合併後

におきましても、備品購入や運営費助成の経費に充当するなど、当初の基金設置目的に沿

って運用して参りました。 

    しかし、合併当初、当時 1,480 万円余りあった基金も残りわずかとなり、平成 25 年度

当初予算におきましては、基金残高全額を一般会計に繰り入れ、南光ひまわり館運営費助

成に充当する措置を講じており、今後の積み立て予定も立たないことから、この際、基金

を廃止したいと考えております。 

    ご承認いただきますように、お願いを申し上げまして、提案の説明とさせていただきま

す。 

 

議長（西岡 正君）    提案に対する当局の説明が終わりました。 

    これより質疑に入りますが、議案第 17 号は、産業建設常任委員会に付託を予定してお

りますので、委員会付託をお含みの上、質疑をお願いいたします。質疑はございますか。 

 

〔岡本安君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、岡本議員。 

 

12 番（岡本安夫君）    これ、委員会付託されているんですけれども、元々、1,480 万円最

初にあったらしいんですけれど、その原資が何かということと。 

    それ、徐々に、いつ頃から減ってきたんかということを、まず、お尋ねします。 

 

議長（西岡 正君）    はい、答弁願います。 

 

〔農林振興課長 挙手〕 
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議長（西岡 正君）    はい、農林振興課長。 

 

農林振興課長（茅原 武君）  原資は、当時、南光町時分のことですから、全体的な把握はで

きていませんけども、当時、新しく作ったというようなことでの補助に基づく事業がなさ

れたというのと、売り上げが、かなり当時はあったということでございますので、これに

基づく余剰金の積み立てがなされたということを聞いております。 

 

議長（西岡 正君）    はい、いいですか。 

 

〔岡本安君「いや、違うがな」と呼ぶ〕 

 

議長（西岡 正君）    はい。 

 

12 番（岡本安夫君）    当初は儲かっていたんですけれども、それが段々、儲からなくなっ

てきて、いよいよまあ、来年度からは廃止するということで、段々なくなってきたという

ことなんですけれども、その、この運営基金がなくなっても、やっぱりその、今までどお

り、やっぱり助成というのは続けられるんでしょうけど。今度は、一般財源からいうこと

なんですけれども、これはまあ、一つの話としてなんですけれども、一つの経営上の話な

んですけれども、そのやはり、佐用町には、ほかにも似かよったような施設というんです

か、それぞれ旧町来からある、こういう施設があります。例えば、ふれあいの里上月とか、

味里、あるいは、ゆう・あい・いしいや道の駅みたいな感じで、元々、旧町にあった形で、

それぞれの形態でですね、有限会社であったり、農事法人であったり、株式会社であった

り違うんですけれども、このひまわり館自体は、これ、法人化もされてないし、何かとい

うことで、一種の任意団体的な形で、館長に聞きますとですね、いろんなこう、売り込み

に行く時にね、やっぱり、その信用度が低いというような形で、非常にこの、そのへんで、

アピールするのに、しんどいというようなことがあるので、こういう、やっぱり、きちっ

とした保障というのか、将来的には法人化するというようなことまで考えてあげて、やは

りこの旧南光町、今、ひまわりというのは、佐用町の町花になっているような存在ですか

らね、やっぱりこれを、あれを、しっかり運営できるように応援していく体制というのも

ね、やっぱり一度考え直してみるべきじゃないかなと思うんですけど、そのあたりについ

て、ちょっと。 

 

議長（西岡 正君）    はい。 

 

〔町長 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    町長ですか。はい、町長、答弁願います。 

 

町長（庵逧典章君）    今回の基金条例の、これ、基金をですね、廃止するというのは、こ

れは類似団体においてもですね、こういうものは持っておりません。 

    ですから、ここへ基金を、南光ひまわり館だけにですね、基金を設定する。置くという

こと。これは、今後、予定していないということでの廃止であります。 

    ただ、まあ、それと、今、ご質問のですね、今後の、このひまわり館の運営をどうする

か。どう位置付けていくかという問題。これは、以前から、この運営について、地域、こ
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この運営委員会等にもですね諮り、地域の皆さんにも、いわゆる、今、任意団体のような

形で運営をしてきておりますし、最近、なかなか、この運営自体、厳しい状況です。毎年、

かなりの繰り入れをしていかなきゃいけないという状況が続いております。 

    で、ほかの施設におきましても、当然、町も、いろいろと、それぞれの地域の特色を活

かした、特産物なりの加工、販売、こういう中で、施設の更新、整備とかですね、設備な

んかの更新、こういうことについては、町が当然、支援をしていく中で、基本的には独立

採算で運営をしていただくということで、頑張っていただいているわけであります。 

    当然、任意団体であっても、南光ひまわり館も、そういう努力はしていただいているん

ですけれども、施設の内容と、実際に運営している形態、状況が、なかなか黒字にしてい

くのが、非常に難しい状況にあります。 

    ですから、これを、どういう今後、運営状態に、形態にしていくのか。それについては、

一つの大きな課題というふうになっております。ですから、今回の条例そのものとは別に

ですね、当然、その課題については、検討しなきゃいけないと、考えなきゃいけないとい

う認識を持っているということで、ご理解いただきたいと思います。 

 

議長（西岡 正君）    はい、岡本議員、よろしいか。 

    はい、ほかに。 

    ないようですので、質疑を終結します。 

    ただ今、議題となっております議案第 17 号は、会議規則第 37 条の規定により、産業建

設常任委員会に付託したいと思います。これにご異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議長（西岡 正君）    ご異議なしと認めます。よって議案第 17 号、佐用町南光ひまわり

館運営基金条例を廃止する条例については、産業建設常任委員会に付託することに決定い

たしました。 

 

 

日程第 22．議案第 18 号 佐用町まちづくり推進会議条例の一部を改正する条例について 

 

議長（西岡 正君）    続いて日程第 22、議案第 18 号、佐用町まちづくり推進会議条例の

一部を改正する条例についてを議題とします。 

    提案に対する当局の説明を求めます。町長、庵逧典章君。 

 

〔町長 庵逧典章君 登壇〕 

 

町長（庵逧典章君）    ただ今、上程いただきました議案第 18 号、佐用町まちづくり推進

会議条例の一部を改正する条例につきまして、提案のご説明を申し上げます。 

    町では、平成 18 年４月に、まちづくり活動推進員を自治会単位に設置し、自治会での

まちづくり活動や地域づくり協議会活動に取り組んでいただいております。まちづくり活

動推進員は、自治会において新町合併以前から旧町で同じような取り組みが 30 年以上に

わたり展開をされており、地域づくり協議会においても、協議会発足後、協議会運営委員

としての活動が展開されるとともに、地域づくり協議会での新たなまちづくりの人材も育

成されております。 

    同じ活動をする中で、まちづくり活動推進員とそれ以外の運営委員の報酬に差異がある
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のが課題であります。 

    さらに、地域づくり協議会活動においては、島根大学の作野准教授のアドバイスも受け、

今以上の事業推進を図るためには、地域づくり協議会ごとに組織を見直し、あて職や自治

会からの推薦だけでなく、地域住民に広く参加を呼びかけ参加者層を広げるなど、地域全

体から役員の参画を図ることが必要であるこということを学んだところであります。以上

の観点や現状を総合的に判断する上で、まちづくり活動推進員制度を発展的に廃止し、ま

ちづくり推進会議条例の一部を改正しようとするものでございます。 

    ご承認いただきますように、お願い申し上げ、提案の説明とさせていただきます 

 

議長（西岡 正君）   提案に対する当局の説明が終わりました。 

    本案につきましては、本日即決といたします。 

    これから質疑を行いますが、ございますか。 

 

〔岡本安君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、岡本安夫議員。 

 

12 番（岡本安夫君）    これにつきましては、今年の予算でも包括交付金ですか、そういう

形の予算の関係では、そういうふうな形で上げていって、今の提案説明でも、発展的解消

ということなんですけれどもね、各自治会から、今まで、活動推進員を置きなさいという

ようなことがあったんですけど、もし、これがなくなりますとですね、いわゆる活動員的

な人が、地域づくり協議会に送り出す根拠が、一つなくなるということ。それとですね、

年間１万 9,000 円報酬を支払っていた、これは税務課長のほうに聞いたほうがいいか分か

らんのんですけど、それまで、おそらく源泉徴収はされていたかどうか。 

    今後、地域づくり協議会のほうでも、同じように報酬を出すとした場合にですね、そう

いう源泉の事務を地域づくり協議会がしていくことになるのかということ。 

    まず、この２点について、お願いします。 

 

議長（西岡 正君）    はい、お答えください。 

 

〔税務課長 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、税務課長。 

 

税務課長（橋本公六君）  失礼します。 

    町が、支払いをさせていただく場合には、全て、源泉をさせていただいております。 

    で、今、ちょうど、申告期間なんですけども、その中で、申告をしていただいて、還付

になる場合は、還付をさせていただくということで、させていただいております。 

    ただ、今後、集落になりますと、どういう形で支払われるかが問題なんですけども、例

えば、現在でも、集落の区長さんに対して、役場から支払いをさせていただいているもの

につきましては、源泉をさせていただいて確定申告をしていただくということになってお

りますけども、例えば、現在の、各隣保の隣保長さん単位でも、集落のほうから、手当と

言いますか、費用弁償という形で交付がされておるんじゃないかと思うんです。私の集落

がそうなんですけども。費用弁償については、税の対象とはしておりませんので、集落で

支払われるんであれば、そういう形で支払いをしていただくほうがいいのではないかなと
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考えております。 

 

議長（西岡 正君）    はい、よろしいですか。 

    はい、ほかに。 

 

〔岡本安君「いや、違う。ほかにじゃなくて」と呼ぶ〕 

 

議長（西岡 正君）    はい。 

 

12 番（岡本安夫君）    最初のあれを、その地域づくり協議会には、それぞれ、その、集落

に、その推進員を置きなさいということで、当然、その方が、各集落から出て行ってます

よね。だから、これがなくなるということは、集落に、こういう推進員を置かなくてもい

いということであれば、今度は、地域づくり協議会のメンバー構成が、かなり変わってく

るんじゃないですか。 

    特に、何で、こういうこと言うのかというとですね、やっぱり自治会長さんと並んで、

地域づくり協議会の、いわゆる推進員というのは、もうコアメンバーだったわけですよね。

いろんな所で、研修したり何かいうことで、だから、そういうものを置かなくなるいうこ

とは、今後、やっぱり地域づくり協議会、あるいは、まちづくり協議会あたりのいうんか

ね、それの何か、活力いうんかね、逆に、その作野先生は、あれになるんやけど、逆に何

か、落ちるんじゃないかという、ちょっという、ちょっと心配いうかね、それがあるので、

ちょっと尋ねているんですよ。 

 

〔企画防災課長 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、企画防災課長。 

 

企画防災課長（平井隆樹君）  失礼いたします。 

    まちづくり活動推進員さんにつきましては、二つの働きがございます。一つは、自治会

活動の役割りの委員さんになっていただくこと。それと、もう一つは、地域づくり協議会

の役員さんになっていただく、二つの役目がございます。 

    で、基本的に、今まで、少し課題、先ほど提案、町長が提案説明した中に、課題として、

地域づくり協議会の中の運営委員さんの中のメンバーとして、活動員さんが活動される場

合に、部落の自治会の活動は一生懸命されるんだけれども、地域づくり協議会の中で、運

営が少しおろそかになっている方がおられたり、それで、当然、運営委員さんの中には無

報酬、それで、その活動員さんだけお金が出ておると。これも、統一感を図っていきたい。 

    それから、自治会のほうは、ほな、どうなるんだということなんですけれども、自治会

活動も、先ほど、提案説明の中で、町長が申し上げましたように、合併以前から、それぞ

れの旧町で取り組みが、展開されておりました。 

    例えば、佐用町は公民館活動員。上月のほうでは、部落学習活動員。南光のほうでは、

スポーツ推進員。三日月のほうでは、公民館活動推進委員というような形で、名前は違え

ども、同じような活動が、ずっと継続的に展開されておる。その中で、既に人材的にも、

非常に育っておると。もし、こういうことがなくなった場合、町からの指定はなくなるん

だけれども、各自治会や地域づくり協議会の中で、各々考えていただくと、そういう人に

変わる人材があるのではないかということで、発展的に廃止したいという提案説明を町長

が申し上げたわけでありまして、今後、そういうことが、今、センターの中、地域づくり
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協議会の中で、センター長を中心に、また、自治会では自治会長を中心に、そういうお話

が進められております。 

    そして、いろいろなご質疑も受けておるわけなんですけれども、それぞれ話をしていく

中で、ご理解をいただいて、今までと変わりのない、25 年度については展開されていくと

確信いたしております。 

    また、今後、どうなっていくんだという話なんですけれども、先ほど、提案説明の中に

ありましたこと、繰り返しになります。大学の先生からも、いろいろとご教授を願った中

で、地域づくりの課題を、今後、どのようにして解決していくか。やはり、本当にこう、

皆さんで考えれるメンバーを揃えて、その地域の活動を展開してくことが、非常に重要で

あろうという、そういう方向で、町のほうも考えておりますので、よろしくお願いしたい

と思います。以上です。 

 

〔岡本安君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、岡本議員。 

    もう１回ですね。 

 

12 番（岡本安夫君）    ２回目ですよ。さっき質問に答えてくれてなかっただけやで。まあ、

よろしいです。 

    あのね、非常によく分かるんです。かなり希望的なあれと言うんですかね。その、よく

発展的解消いうことで、より発展していくだろういうことなんですけどね。 

    私、むしろね。ほんまの協働のまちづくりということで、こういう推進員というのは、

ほかの自治体では、どうあったかもしれませんけれども、なかなか、あまりないような、

やっぱり佐用町独自の、特色ある、こういう役員じゃなかったかなと思うんです。 

    そういう中、むしろ今後、ますます、それが重要になっていくんであれば、むしろです

ね、今まで心配しておったんは、心配して気になっていたんは、推進員の任期が２年とい

うことでね、その中から、その地域づくり協議会へ出て運営委員になられる。で、２年経

ったら、また、代わられるいうことでね、どっちかと言って、その継続性という面でね、

自治会長も２年で代わり、それから推進員も２年で代わりいうことで、なかなか、そうい

うのが難しかったんじゃないかなと思うんです。 

    むしろですね、こういう協働のまちづくりを推進していく上にとか、住民参加を促す上

においてはね、やっぱり、こういう役員の方というのは、むしろ、４年ぐらいの長い任期

にしてね、その費用弁償じゃなくて、報酬という形があれなんであれば、やっぱりその、

その費用弁償というような形で、むしろ、その、いろんな活動に対して、手厚くしていく

ほうが、より充実していくんじゃないかなと思うんです。これは、私の考え方なんですけ

れども。 

    そこで、むしろ逆にね、各地域づくり協議会とか集落で差がつくことのほうに、問題が

ないんじゃないかということで、やはり、そのへんについては、やはりセンター長さんな

り、それから自治会あたりでね、どっこも同じような形をしていかないと、また、うちは

もろてないけど、あんたとこ貰いよんかみたいな、そういう変な不公平感が出ることが、

マイナスにならないかなと思うんですけど、そのあたりの調整をね、やっぱり同じような

歩調を合わせていきましょういうようなことをしていただきたいなと思っているんですけ

ど。そのあたりの考え方について。 

    調整役を、町が果たして、同じような歩調を合わせてくださいということをやるのか。

それとも、もう、本当に、大人になっておるんやから、自分らで決めなさい言うて、ある



 56

意味、言い方悪いけど、丸投げみたいな形にしてしまうのかね。そのあたりのこと、ちょ

っとお尋ねします。 

 

〔企画防災課長 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、企画防災課長。 

 

企画防災課長（平井隆樹君）  町が、地域づくり協議会や自治会にこう、全くこう、丸投げし

ておるような考え方じゃございません。 

    あくまで、地域の課題、自治会における課題については、その中で、十分審議していた

だいて、役員が必要であれば、必要な役員さんを出していただく。それに対しての来年度

から包括補助金を出していくので、それもこう、必要であれば、その中で、協議をしてい

ただく。 

    当然、今、申されたご質問にもあったように、少しこう、各地域で報酬の出し方とか、

金額には、差が出て来るようでございます。それを、こちらのほうで、画一的に、今まで

と同じようなやり方では、考えておりません。 

    当然こう、各地域に特色もございますし、当然、問題になる課題も違ってきます。将来

的に、それぞれが、自分達の課題を克服して、地域づくりやコミュニティ社会づくりがで

きればなというふうに考えておりますので、片や見ますと、丸投げ的にはなっていきます

が、それに対して、行政も何も、指をくわえて見るんじゃなしに、一緒になって、職員も

配置しておりますので、その中で一緒に協議して行きたいと思っておりますので、どうぞ、

よろしくお願いしたい。 

 

〔鍋島君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、鍋島議員。 

 

16 番（鍋島裕文君）    同じことなんですけども、全員協議会の時に、課長のほうから提案

があって、質問をさせていただいたわけですけれども、その中ではね、活動推進員として

の実績が、あの時、聞いたのは皆無に近いと。 

    それから、２点目に、この費用弁償、報酬については、これ施行後はね、バラつきも出

るかもしれない。それは、課題だというような、そういった説明を受けておりました。 

    ただ今、岡本議員の答弁聞いてますとね、いわゆる活動推進員としては、今、二つあっ

て、一つは、自治会の生涯学習、それを進めていくという重要な役割があります。これに

ついては、皆無どころか、実際、自治会で、それなりのね、いろんな実績や業績を残して

あると。 

    で、私、全員協議会について思っていたのは、その問題についてね、活動推進員を含め

て、自治会長、もう合意が取れたから、廃止の提案をするんだというふうに思っていたん

ですね。 

    ところが今、課長の答弁聞いてみたら、今、自治会長を含めてね、廃止後の、そういっ

た各自治会との生涯学習、どうやっていくか。こういうことを今、検討しているというふ

うなふうに聞こえたんです。 

    確認したいんです。つまり、活動推進員としての実績は、皆無じゃなくて、自治会にお

いては、いろんな活動をやられていて、やっぱり大きな成果をあげてある。この点は、確

認できるかどうか。 
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    それから、２点目に、その内容についてね、単に地域づくり協議会に解消をしてしまっ

て、後の今までの自治会の大事な生涯学習は、おろそかになるのではないかという点があ

るんだけれども、それについては、もう、自治会長、活動推進員の基本的な了解を得てい

ると。この２点を確認してよろしいんですか。 

 

〔企画防災課長 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、企画防災課長。 

 

企画防災課長（平井隆樹君）  地域の自治会の活動について、先ほども申し上げたんですけれ

ども、活動員は町としては廃止するわけなんですけれども、当然、必要であるところは、

それに成り代わった委員さんを考えられております。 

    当然、町からの報酬は、直接は、支払いはいたしません。 

    なお、地域につきましても、地域で、今の名前じゃない委員さん、当然、たくさんのプ

ラスαの委員さんを考えられておるところもあるし、現状のままのところもあると。いろ

いろこう、組織によって、地域づくり協議会や自治会によって、多少、差異はございます

が、当然、今まで行ってきた活動を展開していただき、プラス、それぞれの課題に向けて

の取り組みを、自治会全部で取り組んでいただくなり、それから、地域づくり協議会でも、

今後の課題に向けて取り組みを展開していただく。 

    最初、前の全員協議会の中で、ご説明したように、近い将来ではないと思うんですが、

行く末、地域づくり協議会については、小さな役場機能を持てるような組織に成り代われ

ばなという希望、夢を持っております。 

    それになるよう、行政も、何も丸投げするんじゃなしに、一緒になって考えていきたい。 

    当然、財政的にも厳しい時が来ますし、人員的にも、ドンドンこう職員も減ってきてお

ります。その中で、いろいろと方策を行政が考えれる範囲で、今後も考えたい。また、考

えて、次々と展開をしていけないとは思っております。 

 

〔鍋島君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい。 

 

16 番（鍋島裕文君）    そんな、難しいこと聞いておるんじゃないんや。 

    そういうね、関係者含めて、了解を取って、議会に提案しておるんですということなの

かどうなのかを聞きよんです。 

 

〔企画防災課長 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、企画防災課長。 

 

企画防災課長（平井隆樹君）  センター長につきましては、２月のセンター長会で、最終的に

確認をいたしました。 

    それから、自治会長については、一つずつ、確認は取っておりませんが、自治会長会で

ご説明を申し上げております。以上です。 

 

議長（西岡 正君）    はい、よろしいですか。ほかにないですか。 
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〔矢内君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、矢内議員。 

 

13 番（矢内作夫君）    一つだけ、今の説明の中で、確認をしておきたいんですけれども、

この推進委員を廃止する一つの、その理由としたら、合併前から各町で、いろんな形の推

進員的なものがあって、それが、もう十数年も続いてきておるさかいに、各地域で、それ

なりの人が醸成されておるだろうというようなことが、課長らもそうなんですけれども、

大学の先生だとか、そういうような、協議の中で、そういうことになったというようなこ

とを言われたと思うんですが、それは、それで間違いないんですか。ちょっと、一つだけ。 

 

〔企画防災課長 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、企画防災課長。 

 

企画防災課長（平井隆樹君）  今、申されたとおり、それぞれ合併以前から、昭和 50 年代の

初めから、今の各町まちまちですけれども、いろいろな取り組みが展開されて、当然、例

えばで申し上げますと、部落の核になるような団体を有しておる地域もあるわけなんです

ね。ですから、そういう核ができれば、それぞれが、地域活動が展開しやすいと。そこに

向けて、一個人の委員さん、毎年２年に１回更新するよりも、その中で、核になるところ

が醸成できるような、行政のバックアップも、今後していかなくてはならないいうふうに

は考えております。 

 

〔矢内君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、矢内議員。 

 

13 番（矢内作夫君）    一つ、今、言われた、そういうふうな形で、醸成をされておること

が、本当は、ええこと言うたらおかしいけど、まあまあ、そういうことになっておるのが、

当たり前の状況なんが、当たり前だろうと思うんやけども、どうも、そういうふうになっ

てない。残念ながらな。とこも多いと思うんです。 

    そやで、少なくとも、私らの部落、地域の場合は、最低でも、うちの部落の場合は、６

年ぐらい推進員は、続けてくれておるわけですよ。そやさかいに、まあまあ、それなりに

頑張ってくれておると思うんですけれども、もし、こういうのがなかったらな、なかった

ら、ほなら、醸成された人間が、自発的に、そういうふうなこと、やってもらえるだろう

かと言うたら、ちょっと、自信がないわけです。 

    それで、今、岡本議員も言われたように、これから、そういうことするんだったら、や

っぱり、こういうこと、もっと強化していくようなことも、反対に、考えていくほうが、

ええんじゃないかな思うような気がするんですけどね。 

    反対をしようとは思わんのんですけど、そのへんが、もう一つ、どうもギャップが、お

宅らの考え方と、一般的な地域とは、ちょっと、ギャップがあるんじゃないかいうような

気がします。 

 

議長（西岡 正君）    答弁は、要りませんか。 



 59

 

13 番（矢内作夫君）    いや、同じようなことで、変わったこと言うとるわけじゃないんで。 

 

議長（西岡 正君）    いいですか。 

    はい、ほかにありませんか。 

    ないようですので、これで、本案に対する質疑を終結します。 

    これから、討論を行いますが、ございますか。 

 

〔討論なし〕 

 

議長（西岡 正君）    ないようですので、討論を終結します。 

    これより議案第 18 号を採決します。この採決は、挙手によって行います。 

    議案第 18 号を、原案のとおり可決することに賛成の方、挙手を願います。 

 

〔賛成者 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    挙手、全員であります。よって議案第 18 号、佐用町まちづくり推

進会議条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第 23．議案第 19 号 佐用町水防に関する条例の制定について 

 

議長（西岡 正君）    日程第 23、議案第 19 号、佐用町水防に関する条例の制定について

を議題とします。 

    提案に対する当局の説明を求めます。町長、庵逧典章君。 

 

〔町長 庵逧典章君 登壇〕 

 

町長（庵逧典章君）    それでは、ただ今、上程をいただきました議案第 19 号、佐用町水

防に関する条例の制定につきまして、提案のご説明を申し上げます。 

    佐用町が兵庫県から指定水防管理団体に指定されたことに伴い、水防法にかかる町の義

務として、水防計画を定めること。二つ目に、水防協議会を設置すること。三つ目に水防

訓練を行うことの三つが掲げられております。佐用町における水防法に基づく水防体制に

ついては、水防団を設置しないで消防団をこれに充てて、水防活動を行えるように条例を

制定をいたします。 

    また、水防協議会については、水防法第 33 条第２号による水防協議会を設置せずに、

災害対策基本法に規定する佐用町防災会議を以て水防協議会とし、水防計画の制定や変更

する場合等に防災会議に諮れるように、防災会議条例の一部を改正するものでございます。 

    ご承認賜りますように、お願いを申し上げて、提案の説明とさせていただきます。 

 

議長（西岡 正君）    提案に対する当局の説明が終わりました。 

    これから質疑に入りますが、議案第 19 号は、総務常任委員会に付託を予定しておりま

すので、委員会付託をお含みの上、質疑をお願いいたします。 

    質疑、ございますか。 
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〔石堂君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、石堂議員。 

 

１番（石堂 基君）    ちょっと、改正案本体ではないんで、恐縮なんですけれども、確認

をさせていただきたいんですが、実はこれ、議案の 18 もそうですし、この 19 も、それか

ら、その前の 14 もそうなんですけれども、ちょっと私、不慣れなんで、違和感を覚える

んは、附則ですね、例えば、この、今、提案されている議案第 19 号であれば、水防に関

する条例の制定ということで、議案が挙がっておきながら、附則の中に別の条例ですね、

防災会議条例の一部改正を附則で挙げている。このやり方ですね、これ、その前の 18 号

も一緒ですね。さっき揉めてたやつですけども、まちづくり推進会議条例の改正の附則に、

特別職の費用弁償に関する条例改正を附則に挙げる。 

    ちょっと、その従来の条例改正のやり方というんか、法務事務から言えば、附則という

のはあくまで、その本来の条例に基づく、例えば、経過措置であるとか、準用規定である

とか、但し書きであるとか、施行日であるとかという、関連することを、附則で定めると

いうふうになっていると思うんです。 

    で、全く性格の違う、まあ、関連はあるんですけれども、性格の違う条例を別の条例の

附則で改正するという、こういうやり方は、これは、今、通例なんですか。 

    というのは、そのやり方で、最終的に条例が変わるというのは、これは、どっちのやり

方しても変わると思うんですけれども、条例改正の経過が、さっぱり、これ分からなくな

る恐れがあるんじゃないかなと思うんです。 

    で、こういうやり方になっているというのは、これは、どういう目的で、こういうふう

なやり方やられているとか、その確認だけお願いします。 

 

議長（西岡 正君）    はい。 

 

〔総務課長 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、総務課長。 

 

総務課長（鎌井千秋君）  今までのやり方と、ちょっと違う面もあるかも分からんのんですけ

れども、こういった例もある。通例でいけるとは思っております。 

    ちょっと専門的な、ぎょうせい等の名前出してええんかどうか分かりませんけども、そ

ういったところとも、相談させていただいて、こういった方法でも、特に問題はないとい

うことで、今回、提案をさせていただいております 

 

〔石堂君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、石堂議員。 

 

１番（石堂 基君）    あのね、条例改正のやり方については、若干、僕、ずっと以前から

違和感を持っているんですけれども、手段的にできんことはないと思うんですよ。附則も、

当然、この議会の中で議決される内容ですから、そこに書いてある条例が、こういうふう

に直りますというのは、効力あると思うんですよ。 

    ただ、本来、附則というのは、当然のことながら、どなたもご承知でしょうけれども、
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本来の条例に関連する施行期日なりを、まず。 

    それから、先ほど言いましたように、経過措置とか、準用規定であるとか、但し書きで

あるとかというものを、そこに並べるものですよね。あくまで、本題に関連するもの。 

    で、この条例改正のやり方、ずっとしていくと、本題じゃない条例改正の内容が、ずっ

と附則に出て来るわけですよね。 

    で、具体的に言ったら、ごめんなさい。この議案じゃないんで、恐縮なんですけれども、

報酬、特別職の報酬の表あるでしょう。あれ、皆さん、帰って条例見られたらいいと思う

んですけれども、その附則の中に、いろんな条例のやつが、今度、出て来るんですよ。 

    今、条例、報酬額を別表で定めるというふうになっている、別表の下の、ずっと附則が

出て来ますけれども、あそこには、だいたい施行期日しか出てこないんですよ。それを、

このやり方すると、あの附則のとこに、今度、また、まちづくりの何々を削るみたいなん

が、全部出て来るわけですから、そうすると、後々、条例が、非常に見にくくなるし、改

正の経緯が分からなくなる恐れが、僕は、あると思うんです。 

    だから、それだけ、まあまあ、意見申し上げて、別に、条例改正、どうのこうのは言い

ませんけれども、後々、皆さんが間違わないように、私達が見やすいようにだけ、やっぱ、

そのへんも考慮して、従来からの条例改正のやり方というのはあったと思うんです。 

    それを、ちょっとずつ外れて行っているような気がするんで、それについて、もう一度

だけ検証してください。 

 

〔総務課長 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい。 

 

総務課長（鎌井千秋君）  そのへん、よく検討させていただきたいと思います。 

 

議長（西岡 正君）    はい、ほかにございますか。 

    ないようですので、本案に対する質疑を終結します。 

    ただ今、議題としております議案第 19 号は、会議規則第 37 条の規定により、総務常任

委員会に付託することに決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、ご異議なしと認めます。よって議案第 19 号、佐用町水防に

関する条例の制定については、総務常任委員会に付託することに決定いたしました。 

 

 

日程第 24． 議案第 20 号 佐用町市町村運営有償運送事業費用徴収条例の一部を改正する条例

について 

 

議長（西岡 正君）    日程第 24、議案第 20 号、佐用町市町村運営有償運送事業費用徴収

条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

    提案に対する当局の説明を求めます。町長、庵逧典章君。 

 

 

〔町長 庵逧典章君 登壇〕 
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町長（庵逧典章君）    ただ今、上程をいただきました議案第 20 号、佐用町市町村運営有

償運送事業費用徴収条例の一部を改正する条例につきまして、提案のご説明を申し上げま

す。 

    この度の改正は、主に、さよさよサービス等の移送事業を、社会福祉協議会に移管する

ことに伴い、別表の内容を改正するものでございます。 

    ご承認いただきますように、お願い申し上げて、提案の説明とさせていただきます。 

 

議長（西岡 正君）    提案に対する当局の説明は終わりました。 

    本案につきましては、本日即決といたします。 

    これから質疑を行います。質疑ございますか。 

 

〔金谷君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、金谷議員。 

 

５番（金谷英志君）    社協への、さよさよサービスの移管、移譲ということで、提案説明

あったんですけれども、この影響について、お伺いしたいんですけれども、前々から言っ

ていますように、一般質問の中でも、この問題については、取り上げているんですが、さ

よさよサービスの毎日運行なりね、料金の改定なり、もう移管してしまうと、町の、その

責任なりが、係われないということになると思うんです。その影響について、お伺いした

んと。 

    その、一つは、今、販売しているチケット。それが、どうなるんか。 

    それと、今後、社協でなるとなればね、今までだったら、支所なんかでも、そういうチ

ケット販売されてましたけれども、そのチケットの販売については、どうなるんでしょう

か。その２点。 

 

議長（西岡 正君）    はい、お答えください。 

 

〔企画防災課長 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、企画防災課長。 

 

企画防災課長（平井隆樹君）  さよさよサービスに関しましては、社協で対応いたします。 

    残るコミバスについては、町のほうで対応していくようになります。チケットの販売は。 

    それから、当然、前も、この事業が社協に行くためのご説明を、町長が申し上げました

が、あくまで、町も社協に対して、何もできないというわけじゃございません。一緒にな

って考えることができますので、その中で、一緒に問題点等については、協議をしていけ

る道が残っておりますので、全然何も、町としてできないようなことはありません。 

 

〔金谷君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、金谷議員。 

 

５番（金谷英志君）    移管しても、町が何もいうことではないということですけれども、
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それでしたら、今までどおりね、旧三日月でも、そのさよさよサービスに変わるようなや

つは、タクシー会社に委託してやっていた。それが、ある程度、その中では、委託するこ

とによって、町の責任も、ある程度逃げたんですけれども、移管、移譲となるとね、これ

が、全く、その運営自体も移譲されるわけですから、それが、課長は、それが、移譲して

も、町としては、それが言えるんだということですけれども、でしたら、そのまま、町の

意向なりの、それを活かすためにも、やっぱり、そのまま移譲だじゃなくて、委託のほう

が、まだ、良かったんじゃないかと思うんですけども。そのほうが、より町としては、関

われる範囲が拡大されると思うんですけれども。 

 

〔町長 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    町長、はい、お答えください。 

 

町長（庵逧典章君）    これは、移譲は決定をいたしております。 

    移譲はしておりますけれども、社協と町という、一つの、それぞれね、同じ、いわゆる

社協は、福祉全般を、実際に実施してく、一つの公共団体です。 

    町としても、その社協とは、そういう面で一体、いろいろと当然、一体になって、協議

もしていきますし、それから、その運営費用につきましても、町が、責任を持って、必要

なものについては、補助をしていくという体制を取っております。 

    ですから、この運行につきましてもですね、当然、社協と町が、今後ともですね、十分

協議をしながら運行に当たっていただく。 

    また、その責任においてもですね、費用等について、これは、当然、採算の取れると言

いますか、この運賃だけでですね、運行できるものではありません。町においてですね、

補助を出しながら、運行をしていただくわけですから、そういう面でですね、しっかりと

社協との協議と、また、連携を取りながら、町としても、責任を持って行きたいというふ

うに考えております。 

 

議長（西岡 正君）    よろしいか。はい、ほかに。 

 

〔笹田君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、笹田議員。 

 

８番（笹田鈴香君）    この条例の中で、表があるんですけれども、その表で、例えば、路

線時刻を定める場合、乗り合い運行ですね、その今までは、その 300 円。１回 300 円とい

うのを、今度は、就学前が無料。小学生線 1,500 円。その他のものを 3,000 円と、これ 10

枚綴りですけれどもなっているんですが、現在ですね、多分、この中に、江川のふれあい

号も入ると思うんですが、ふれあい号は、小学生は、150 円、現在、去年からですね、利

用した人から貰っているということなんですが、これで言うと、一律 300 円ということに

なりますから、１回、ちょっと、そのへんの、現在の状況と、この条例の関連等が、おか

しいんじゃないかと思うんですが、そのへんの説明をお願いします。 

 

〔企画防災課長 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、企画防災課長。 
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企画防災課長（平井隆樹君）  今回は、変更を申し上げておりますのは、さよさよの部分が、

社協に行く部分だけを変更しておりますので、今までどおりと、何もこう、差はございま

せん。同じような考え方で、ご利用いただけるように思っております。 

 

議長（西岡 正君）    よろしいですか。 

 

〔笹田君「ちょっと待ってよ。ごめんごめん」と呼ぶ〕 

 

議長（西岡 正君）    どうですか。 

 

〔笹田君「すいません。はい。はい。」と呼ぶ〕 

 

〔山本君「（聴取不能）」と呼ぶ〕 

 

〔笹田君「ちょっと待って。すいません」と呼ぶ〕 

 

〔山本君「間違って聞きよん違うん」と呼ぶ〕 

 

〔笹田君「いえいえ、あの」と呼ぶ〕 

 

議長（西岡 正君）    はっきり言ってくださいよ。 

 

８番（笹田鈴香君）    有償運送の、この条約の中の、このさよさよサービスの分は、そう

なんですけども、その、この、これで言うと、路線と時刻を定める分とがありますね。そ

この分が、今までのんを見ると、１回 300 円ですね。ということは、１回、その下の、今

度４月からの分で、3,000 円なので、１回が 300 円ということなんですが、小学生ですね、

小学生の分が、その今までには、路線を定める、時刻定めるところにはないので、一律、

これ 300 円かと思うんですが、 

 

〔山本君「公共交通機関の利用の困難な小学生いうて、1,500 円って、今まであるやん」と呼ぶ〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、はい、ちょっと、待ってください。 

 

〔山本君「あるで」と呼ぶ〕 

 

８番（笹田鈴香君）    いや、それは、予約による乗合の分で、それの下の分で、路線と時

刻を、これは、コミュニティバスとふれあい号のかと思うんですけど、それは違いますか。 

 

議長（西岡 正君）    ちょっと、分からん。意味が分からん。 

    暫く休憩をします。ちょっと、待ってください。 

 

午後０１時５７分 休憩 

午後０１時５８分 再開 
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議長（西岡 正君）    再開します。 

    どうぞ。 

 

８番（笹田鈴香君）    現在ですね、この３月までは、300 円。全部一律 300 円ということ

になると思うんですね。１回ね。 

    で、ところが、今度、４月からは、それが、例えば、小学生の場合は、１回 150 円にな

るというわけですね。これで言うと。 

    ところが、今、現実に、お金を払っているのは、小学生が、乗った子どもの関係で言い

ますと、現実は 150 円だということで、安いから、いいのはいいんですけれども、この条

例からいうと、ちょっとおかしいんじゃないかということが言いたいんです。どうですか。 

 

議長（西岡 正君）    はい、お答えください。 

 

企画防災課長（平井隆樹君）  あくまで、先ほども申し上げたんですけれども、さよさよサー

ビスの表、上の表、長いですわね。長い中の予約による運行いうところを削除するわけで

すね。 

    それを削除して、その下の路線時刻を定める乗合運行、これを下のように改めるという

ことです。 

    ですから、中身については、変更がなく、小学生も１回 150 円で乗れるいうことです。 

    で、当然、就学前の者については、無料と。そういうことを改めて表記したのみでござ

います。 

 

〔井上君「こういう取り方違うんや。違うんや。言うとる取り方」と呼ぶ〕 

 

〔笹田君「えっ、違うん」と呼ぶ〕 

 

〔鍋島君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、鍋島議員。 

 

16 番（鍋島裕文君）    ちょっと、角度を変えてね、町がね、利用料金取る場合は、条例化

しておかなきゃならない。これは、例の町営住宅の時に、大いにやったんやけども、それ

で、現行の、この利用料金の徴収条例でよればね、当然のことながら、予約による乗合運

行というのは、さよさよサービスですよね。これが、全部なくなります。 

    で、何が残るかいうたら、市町村有償運送では、コミバスと、江川ふれあい号も入るん

かな、これに、入らないの。ちょっと、確認しますわ。 

    で、例え、コミバスとすればね、コミバスとすれば、コミバスとは、現行、この表で１

回 300 円。それから、今度の改正では、１回 300 円のコミバスが細分化されたと。条例改

正。つまり、300 円もあれば、小学生の 150 円もあるというのが、この条例改正です。 

    だから、今ある小学生 150 円というのは、これはさよさよサービスのことですよ。コミ

バスのことではありません。この条例ではね。これが、このように、細分化されるという

のが、まず、１点です。これ、確認します。 

    それで２点目に、角度変えて聞いているのは、だったら今ね、コミバスや、さよさよ以

外のコミバス、ふれあい号では、小学生の 150 円があると。いや、それは知りませんよ。

あるかどうか確認するけど。150 円があるとしたら、条例上は、おかしなことにならない
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かという質問なんやね。当たり前のことやけども。細分化されてないんで。今の条例は。 

 

〔山本君「そういう質問じゃなかったで」と呼ぶ〕 

 

16 番（鍋島裕文君）    いや、そういうことなんですよ。その質問なんですよ。 

 

〔山本君「（聴取不能）」と呼ぶ〕 

 

16 番（鍋島裕文君）    そういう質問なんやで。そういう質問。 

 

〔山本君「（聴取不能）、こっちが聞いたんは、江川ふれいあい号だと（聴取不能）」と呼ぶ〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、お答えください。 

 

16 番（鍋島裕文君）    だから、まず、課長、路線・時刻を定める乗合の有償運送にコミバ

スが入るのは、分かっているわね。ふれあい号も入るんか。江川の。それちょっと確認し

ますわ。江川のふれあい号。市町村有償運送に。 

 

議長（西岡 正君）    はい、企画防災課長。 

 

企画防災課長（平井隆樹君）  江川ふれいあい号は、さよさよサービスの一環でございます。 

 

〔鍋島君「だから、市町村有償運送のこれやね」と呼ぶ〕 

 

企画防災課長（平井隆樹君）  はい、そうです。はい。 

    それから、もう一つ、300 円。１回 300 円を細分化して、150 円に改めるということで

す。小学生は 150 円。就学前は無料。それから、一般の方は 300 円という形になります。 

 

〔鍋島君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、鍋島議員。 

 

16 番（鍋島裕文君）    まあ、それで分かりましたわ。 

    結局、予約による乗合運行というのに、江川のふれあい号は入れておったんだという解

釈やね。あれ、予約によって運行しておるんだと。何も、路線・時刻を定めた乗合じゃな

いんだということやね。その問題なんですよ。さよさよじゃなくて、路線・時刻を定めた

乗合運行であれば、ふれあい号はやで。これに入るのであれば、細分化できないんです。

今は。300 円しかないから。 

    ところが、コミバスだけだと言うんだったら、コミバスも 300 円しかないから、細分化

されれば、今度から、コミバスに小学生の 150 円が入って来ると１回。そういうことにな

るんで。 

    江川ふれあい号は、何度も言うけど、路線・時刻を定める乗合運行ではない。いう確認。 

 

〔山本君「そんなこと言ったら、三河から、ここへ来とう（聴取不能）」と呼ぶ〕 
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議長（西岡 正君）    ちょっと、待ってください。 

 

〔鍋島君「船越からこっちでは。」と呼ぶ〕 

 

〔平岡君「そうそう、そうそう、そう」と呼ぶ〕 

 

〔鍋島君「そこだけ確認したら問題ないけどね」と呼ぶ〕 

 

議長（西岡 正君）    暫く休憩します。 

 

午後０２時０３分 休憩 

午後０２時０３分 再開 

 

議長（西岡 正君）    はい、再開します。 

 

〔企画防災課長 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、企画防災課長。 

 

企画防災課長（平井隆樹君）  何度も申し上げますけれども、江川ふれいあい号は、さよさよ

サービスですので、今度は、社協のほうに変わっていきます。 

    で、ですから、小学生が乗った場合は、150 円という形になります。 

    で、当然、地域の特色を出すために、少しこう、時間的なことも定めて運行はいたして

おります。ですから、普通のコミバスのように、予約なしで乗れないわけですね。予約を

しないと乗れないという形ですので、少しこう、ほかのさよさよとは違った特色の出た運

行の仕方を、江川のふれあい号は行っております。 

 

議長（西岡 正君）    よろしいですか。 

 

〔山本君「ちょっと待って」と呼ぶ〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、山本議員。 

 

10 番（山本幹雄君）    これ、こっと右側にあるのは、これ江川ふれいあい号を含むいうわ

け。含めへんのんだろう。 

 

〔井上君「含まない」と呼ぶ〕 

 

10 番（山本幹雄君）    含まないんだろう。 

 

〔企画防災課長「市町村運行です」と呼ぶ〕 

 

10 番（山本幹雄君）    これはコミバスだけだろう。 

    途中で、含みます。いうていう話したから。 
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〔高木君「さよさよサービスは含めへんがな」と呼ぶ〕 

 

10 番（山本幹雄君）    含めへんはな。 

    そこらへんで、だから、要は、江川のんは抜いた、コミバスだけの話ですよいうことで

しょう。これは。簡単な話、それだけのことやな。うん。ＯＫ、分かりました。 

 

議長（西岡 正君）    よろしいですか。 

 

〔笹田君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、笹田議員。 

 

８番（笹田鈴香君）    そのへん、じゃあ、聞きたいんですが、コミバスと、その別という

ことになれば、現在、条例が、今まで、まだ３月までですから、あれなんですけれども、

現在、江川のふれあい号は、小学生の場合は、コミバスの券を利用しているいうことなん

ですけど、そのへんは、そしたら、どうなる。関連として、どうなりますか。 

 

〔井上君「300 円か。150 円（聴取不能）」と呼ぶ〕 

 

８番（笹田鈴香君）    ああ、すいません。コミバスの 150 円のんを使っているんやという

ことを、現実ちょっと見てないんですけど、乗った子は、３人利用してますから、何回か

に分けてね。 

    それと、その券は、コミバスのんを利用したということを、その運転手の人から聞いた

んですけど、そのへんは、一緒になってもいいんですかね。 

 

議長（西岡 正君）    分かりますか。 

 

〔企画防災課長 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、答えてください。 

 

企画防災課長（平井隆樹君）  江川のふれあい号については、150 円の分を利用しておって、

何か、不思議なことがあるかなと、僕は、よく分からないんですが、要するに、江川ふれ

あい号のことが、問題視されておるわけなんですけれども、それは、さよさよの中の一環

として、今まで、当然、陸運局の認可を受けて、そういう形で運行しております。 

    ですから、料金については、大人の半額の 150 円をご利用いただいておるという形です。 

    チケットにつきましては、150 円の江川ふれあい号独自のものじゃないかも分からない

ですけれども、そこは販売元で、当然、町で扱っておりますので、その 150 円券を販売し

て、ご利用いただいておるという形です。 

 

議長（西岡 正君）    はい、よろしいですか。 

    それでは、質疑を終結します。 

    これから、討論を行います。ございますか。 

 

〔金谷君 挙手〕 
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議長（西岡 正君）    はい、金谷議員。 

 

５番（金谷英志君）    議案第 20 号、佐用町市町村運営有償運送事業費用徴収条例の一部

を改正する条例案に反対の討論を行います。 

    この改定案は、さよさよサービスの運営を、町社会福祉協議会に移譲することによるも

のですが、社協への移譲は、毎日運行や利用料の負担軽減という、町民の要求に背を向け

るものであり、交通弱者に対する町の責任を果たさないものであることを指摘して反対い

たします。 

 

議長（西岡 正君）    はい、ほかにございますか。 

 

〔岡本安君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、岡本安夫議員。 

 

12 番（岡本安夫君）    町の責任を果たさないとおっしゃいましたが、今までの説明のとお

り、町は、やはり関与していくと。社協と一緒になってやっていくということなので、問

題ないと思います。よって賛成します。 

 

議長（西岡 正君）    ほかにございますか。 

    ないようですので、討論を終結します。 

    これより議案第 20 号を採決します。この採決は、挙手によって行います。 

    議案第 20 号を、原案のとおり可決することに賛成の方は、挙手を願います。 

 

〔賛成者 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    挙手、多数であります。よって議案第 20 号、佐用町市町村運営有

償運送事業費用徴収条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。 

    ここで暫く休憩をいたします。20 分まで、議場の時計で 20 分まで休憩しますので、よ

ろしくお願いします。 

 

午後０２時０８分 休憩 

午後０２時２１分 再開 

 

議長（西岡 正君）    それでは、休憩を解き、会議を再開します。 

 

 

日程第 25． 議案第 21 号 佐用町課設置条例及び佐用町職員の定年等に関する条例の一部を改

正する等の条例の制定について 

 

議長（西岡 正君）    続いて日程第 25、議案第 21 号、佐用町課設置条例及び佐用町職員

の定年等に関する条例の一部を改正する等の条例の制定についてを議題といたします。 

    提案に対する当局の説明を求めます。町長、庵逧典章君。 
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〔町長 庵逧典章君 登壇〕 

 

議長（西岡 正君）    それでは、ただ今、上程いただきました、佐用町課設置条例及び佐

用町職員の定年等に関する条例の一部を改正する等の条例について、ご説明申し上げます。 

    この度の条例の改廃等は、兵庫県において、西はりま天文台の管理運営形態が変更され

たことに伴い、関係する町条例の規定を整備するものでございます。 

    最初に、第１条、佐用町課設置条例の一部改正でございますが、西はりま天文台公園の

分掌事務のうち、天文関係の調査及び研究並びに天文学の教育普及に関することが兵庫県

立大学の業務として位置付けられたため、削除をいたします。また、施設名を西はりま天

文台公園から西はりま天文台施設に改めます。 

    次に、第２条、佐用町職員の定年等に関する条例の一部改正につきましては、兵庫県立

大学の教員を兼職する職員の例外規程を定めておりましたが、今回の変更により該当者が

なくなったため削除するものであります。 

    続きまして、第３条、佐用町西はりま天文台公園の臨時又は非常勤の嘱託員等の報酬及

び費用弁償に関する条例及び佐用町職員の宿日直手当の特例に関する条例の廃止でござい

ますが、今回の変更に伴いまして、必要があれば県立大学で定めるべきものとして、町条

例は廃止するものでございます。 

    ご承認いただきますように、お願いを申し上げ、提案の説明とさせていただきます。 

 

議長（西岡 正君）    提案に対する当局の説明は終わりました。 

    本案につきましても、本日即決します。 

    これから質疑を行います。ございますか。 

 

〔質疑なし〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、ないようですので、質疑を終結します。 

    これから討論を行いますが、ございますか。 

 

〔討論なし〕 

 

議長（西岡 正君）    ないようですので、討論を終結します。 

    これより議案第 21 号を採決します。この採決は、挙手によって行います。 

    議案第 21 号を、原案のとおり可決することに賛成の方、挙手を願います。 

 

〔賛成者 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    挙手、全員であります。よって議案第 21 号、佐用町課設置条例及

び佐用町職員の定年等に関する条例の一部を改正する等の条例の制定については、原案の

とおり可決されました。 

 

 

日程第 26． 議案第 22 号 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講

ずるための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整

備に関する条例の制定について 
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議長（西岡 正君）    続いて日程第 26、議案第 22 号、地域社会における共生の実現に向

けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関

係条例の整備に関する条例の制定についてを議題とします。 

    提案に対する当局の説明を求めます。町長、庵逧典章君。 

 

〔町長 庵逧典章君 登壇〕 

 

町長（庵逧典章君）    ただ今、上程いただきました、議案第 22 号、地域社会における共

生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の

施行に伴う関係条例の整備に関する条例について、ご説明申し上げます。 

    国は、地域社会における共生の実現に向けて、障害福祉サービスの充実など障害者の日

常生活及び社会生活を総合的に支援するため、平成 24 年６月 27 日付けで、地域社会にお

ける共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する

法律を公布をいたしました。 

    この法律の施行に伴い、それぞれ関係条例の一部を次のように改正するものでございま

す。 

    関係条例中、法律名である障害者自立支援法を、障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律に、障害程度区分を障害支援区分に、第５条第 12 項を第５条第

11 項に、それぞれ改めるものでございます。 

    以上、簡単でございますが、提案の説明とさせていただきます。 

    ご承認を賜りますように、お願いを申し上げます。 

 

議長（西岡 正君）    提案に対する当局の説明が終わりました。 

    これから質疑に入りますが、議案第 22 号は、厚生常任委員会に付託することを予定し

ておりますので、委員会付託をお含みの上、質疑をお願いいたします。質疑はございます

か。 

 

〔質疑なし〕 

 

議長（西岡 正君）    ないようですので、これで本案に対する質疑を終結します。 

    ただ今、議題としております議案第 22 号は、会議規則第 37 条の規定により、厚生常任

委員会に付託することにしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議長（西岡 正君）    ご異議なしと認めます。よって議案第 22 号、地域社会における共

生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の

施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定については、厚生常任委員会に付託するこ

とに決定いたしました。 

 

 

日程第 27．議案第 23 号 佐用町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について 

 

議長（西岡 正君）    続いて日程第 27、議案第 23 号、佐用町新型インフルエンザ等対策

本部条例の制定についてを議題とします。 
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    提案に対する当局の説明を求めます。町長、庵逧典章君。 

 

〔町長 庵逧典章君 登壇〕 

 

町長（庵逧典章君）    それでは、ただ今、上程いただきました議案第 23 号、佐用町新型

インフルエンザ等対策本部条例の制定について、ご説明申し上げます。 

    国は、平成 21 年に発生した新型インフルエンザの経験を踏まえ、新型インフルエンザ

発生時に、その脅威から国民の生命と健康を守り、国民の生活や経済に及ぼす影響が最小

となるようにするため、平成 24 年５月 11 日付けで、新型インフルエンザ等対策特別措置

法を公布いたしました。 

    この法律の施行に伴い、新型インフルエンザ等緊急事態が宣言された時は、市町村にお

いて対策本部を設置することと定められたため、新型インフルエンザ等対策特別措置法第

37 条において準用する第 26 条の規定に基づき、新型インフルエンザ等対策本部に関する

必要な事項を定めることを目的とする、佐用町新型インフルエンザ等対策本部条例を制定

するものでございます。 

    以上、簡単でございますが提案の説明とさせていただきます。ご承認いただきますよう

に、お願いいたします。 

 

議長（西岡 正君）    提案に対する当局の説明が終わりました。 

    これから質疑に入りますが、議案第 23 号は、厚生常任委員会に付託を予定しておりま

すので、委員会付託をお含みの上、質疑をお願いいたします。質疑ございますか。 

 

〔岡本義君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、岡本義次議員。 

 

３番（岡本義次君）    この中でですね、本部長は、国または、どう言うんですかね、以外

の者を出席させることができるとなっておるんですけれど、そういう方は、どういうふう

な方をいうことで、それは、医者の先生かも分からんけれど、そこらへんについては、何

か、分かっておる範囲でよろしいけど。 

 

議長（西岡 正君）    はい、お答えください。 

 

〔健康福祉課長 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、健康福祉課長。 

 

健康福祉課長（森下 守君）  失礼します。 

    具体的に、今回、ここの条例等には挙げておらないわけですけど、当然、感染予防関係

ということでございますので、兵庫県をはじめ、この辺でしたら、龍野健康福祉事務所内

にあります龍野保健所といった、そういう関係機関、専門分野等を、その都度、その対応

に応じて、今後は、招集をかけていかなくてはいけないかなということでございます。 

    まだ、具体的にはですね、この内容については、条例４月１日からの予定をしておりま

すが、この後は、県の指導の下ですね、行動計画等を立てていくという予定でございます。 

    ちょっと、今のところ詳細は、まだ、未定でございます。以上です。 
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議長（西岡 正君）    はい。よろしいですか。ほかにありますか。 

    ないようですので、本案に対する質疑を終結します。 

    ただ今、議題としております議案第 23 号は、会議規則第 37 条の規定により、厚生常任

委員会に付託することにしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議長（西岡 正君）    ご異議なしと認めます。よって議案第 23 号、佐用町新型インフル

エンザ等対策本部条例の制定については、厚生常任委員会に付託することに決定いたしま

した。 

 

 

日程第 28． 議案第 24 号 佐用町消防本部及び消防署の設置に関する条例等を廃止する等の条

例の制定について 

 

議長（西岡 正君）    続いて日程第 28、議案第 24 号、佐用町消防本部及び消防署の設置

に関する条例等を廃止する等の条例の制定についてを議題とします。 

    提案に対する当局の説明を求めます。町長、庵逧典章君。 

 

〔町長 庵逧典章君 登壇〕 

 

町長（庵逧典章君）    それでは、ただ今、上程いただきました議案第 24 号、佐用町消防

本部及び消防署の設置に関する条例等を廃止する等の条例について、ご説明を申し上げま

す。 

    本町の消防業務につきましては、西はりま消防組合が本年４月１日に設立されることで、

佐用町、相生市、たつの市、宍粟市及び太子町の３市２町での広域行政化されることとな

ります。 

    本件は、この消防業務の広域化に伴い、佐用町条例で規定している事項で、４月１日以

降、西はりま消防組合条例で規定される内容を削除し、また、なお、佐用町条例で規定が

必要な事項について、その内容を整備したものでございます。 

    主な改正内容といたしましては、町条例での規定が不要となる３条例を廃止し、また、

現在、消防長が担っている職務を、その内容に応じて西はりま消防組合消防長、或いは佐

用消防署長に変更する等になっております。 

    ご承認いただきますように、お願い申し上げて、提案のご説明とさせていただきます。 

 

議長（西岡 正君）    提案に対する当局の説明は終わりました。 

    本案につきましては、本日即決とします。 

    これから質疑を行いますが、ございますか。 

 

〔質疑なし〕 

 

議長（西岡 正君）    ないようですので、質疑を終結します。 

    これから討論を行いますが、ございますか。 
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〔討論なし〕 

 

議長（西岡 正君）    ないようですので、討論を終結します。 

    これより議案第 24 号を採決します。この採決は、挙手によって行います。 

    議案第 24 号を、原案のとおり可決することに賛成の方、挙手を願います。 

 

〔賛成者 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    挙手、全員であります。よって議案第 24 号、佐用町消防本部及び

消防署の設置に関する条例等を廃止する等の条例の制定については、原案のとおり可決さ

れました。 

 

 

日程第 29．議案第 25 号 佐用町手数料条例の一部を改正する条例について 

 

議長（西岡 正君）    続いて日程第 29、議案第 25 号、佐用町手数料条例の一部を改正す

る条例についてを議題とします。 

    提案に対する当局の説明を求めます。町長、庵逧典章君。 

 

〔町長 庵逧典章君 登壇〕 

 

議長（西岡 正君）    ただ今、上程いただきました、議案第 25 号、佐用町手数料条例の

一部を改正する条例について、提案のご説明を申し上げます。 

    建築基準法第６条２第１項に基づいて行う建築確認にかかる建築予定地の調査に関する

事務は、業務委託契約を締結して実施し、その受託額についても契約中に規定をしており

ます。 

    平成 17 年合併時に町手数料条例において、建築確認手数料を規定しておりますが、前

述のとおり、業務委託契約による受託収入とすることが適当であるため、町手数料条例中

の建築確認にかかる調査手数料を削除し、条例の一部を改正するものであります。 

    なお、県の建築確認申請手数料の改正にあわせ、平成 25 年 4 月からの業務委託契約中

の受託額を変更する予定といたしております。 

    ご承認いただきますようにお願いを申し上げて、提案の説明とさせていただきます。 

 

議長（西岡 正君）    提案に対する当局の説明は終わりました。 

    本案につきましても、本日即決といたします。 

    これから質疑を行いますが、ございますか 

 

〔鍋島君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、鍋島議員。 

 

16 番（鍋島裕文君）    ちょっと、分からないんですけれども、建築確認の業務調査に関す

る手数料の関係ですが、現実問題ね、業務委託していて、それで、この手数料条例で手数

料取っていたと。だけど、これが、ふさわしくないということで、今、その説明がありま

したけれども、これは、業務委託を行っているのは、どこで、いつからやっているんです
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か。業務委託先は。 

 

議長（西岡 正君）    はい、お答えください。 

 

〔建設課長 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、建設課長。 

 

建設課長（上野耕作君）  これに関しましてはですね、国の行政改革の一環でですね、民間の

ほうにも規制緩和という形の中で、業務ができるようになりました。これが平成 13 年度

からでございます。 

    それで、実質は、できた当初は、それほど、そういう民間のほうの業者はございません

でしたけれども、現在９社あります。そこと、年間契約いたしまして、１件当たり何ぼと

いう形で、調査事務費をいただいております。以上です。 

 

議長（西岡 正君）    よろしいですか。 

 

〔鍋島君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、鍋島議員。 

 

16 番（鍋島裕文君）    確認ですけど、それ民間で９社と契約しておって、その内の１社と

いうことじゃないんですね。それだけ確認しておきます。 

 

〔建設課長 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、建設課長。 

 

建設課長（上野耕作君）  先ほども述べましたとおり、９社、要は、この兵庫県近辺ですね、

その国の認可受けた会社がございます。民間がございます。それが９社あります。 

    建築確認を速やかに行うという意味でね、近くで建築確認を、それぞれで審査を受けて

おります。それが、うちのほうに、事務依頼ということで来ておりますので、それの事務

をしております。 

 

議長（西岡 正君）    はい、よろしいですか。ほかに。 

    ほかにないようですので、本案に対する質疑を終結します。 

    これから討論を行いますが、ございますか。 

 

〔討論なし〕 

 

議長（西岡 正君）    ないようですので、討論を終結します。 

    これより議案第 25 号を採決します。この採決は、挙手によって行います。 

    議案第 25 号を、原案のとおり可決することに賛成の方は、挙手を願います。 

 

〔賛成者 挙手〕 
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議長（西岡 正君）    挙手、全員であります。よって議案第 25 号、佐用町手数料条例の

一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第 30． 議案第 26 号 平成 24 年度佐用町一般会計補正予算案（第５号）の提出について 

日程第 31． 議案第 27 号 平成 24 年度佐用町国民健康保険特別会計補正予算案（第３号）の

提出について 

日程第 32． 議案第 28 号 平成 24 年度佐用町介護保険特別会計補正予算案（第３号）の提出

について 

日程第 33． 議案第 29 号 平成２４年度佐用町朝霧園特別会計補正予算案（第２号）の提出に

ついて 

日程第 34． 議案第 30 号 平成 24 年度佐用町簡易水道事業特別会計補正予算案（第３号）の

提出について 

日程第 35． 議案第 31 号 平成 24 年度佐用町特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算

案（第２号）の提出について 

日程第 36． 議案第 32 号 平成 24 年度佐用町生活排水処理事業特別会計補正予算案（第２号）

の提出について 

日程第 37． 議案第 33 号 平成 24 年度佐用町西はりま天文台公園特別会計補正予算案（第４

号）の提出について 

日程第 38． 議案第 34 号 平成 24 年度佐用町笹ヶ丘荘特別会計補正予算案（第１号）の提出

について 

日程第 39． 議案第 35 号 平成 24 年度佐用町歯科保健特別会計補正予算案（第１号）の提出

について 

日程第 40． 議案第 36 号 平成 24 年度佐用町農業共済事業特別会計補正予算案（第２号）の

提出について 

日程第 41． 議案第 37 号 平成 24 年度佐用町水道事業会計補正予算案（第３号）の提出につ

いて 

 

議長（西岡 正君）    次は日程第 30 に入ります。日程第 30 ないし日程第 41 については

一括議題とします。これにご異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議長（西岡 正君）    ご異議なしと認めます。よって、日程第 30、議案第 26 号、平成 24

年度佐用町一般会計補正予算案（第５号）の提出についてから、日程第 41、議案第 37 号、

平成 24 年度佐用町水道事業会計補正予算案（第３号）の提出についてまでを、一括議題

とします。 

    提案に対する当局の説明を求めます。町長、庵逧典章君。 

 

〔町長 庵逧典章君 登壇〕 

 

町長（庵逧典章君）    それでは、ただ今、上程をいただきました議案第 26 号から議案第

37 号につきまして、一括議題とされましたので、順次提案のご説明を申し上げます。 

    まず、議案第 26 号、佐用町一般会計補正予算（第５号）からご説明をいたします。 
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    今回の補正は、国の緊急経済対策により、事前防災、減災事業を追加いたしております。

町においても予算を切れ目なく執行できるよう、国の予備費を用いた財政措置として２億

6,051 万 6,000 円、国の 24 年度補正予算として１億 4,400 万円の事業費を計上し、翌年度

予算を一体とした 15 カ月予算を編成をいたします。 

    歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２億 1,653 万 7,000 円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ 139 億 2,610 万 5,000 円に改めるものでございます。 

    その中身につきまして、第１表、歳入歳出予算補正によりましてご説明いたします。 

    まず、歳入から説明いたします。予算書１ページをご覧ください。 

    町税につきましては、592 万 9,000 円の減額でございます。うち、町民税におきまして

は、個人が 1,248 万 8,000 円、法人が 994 万 4,000 円と減額となり、全体で 2,243 万 2,000

円の減額でございます。固定資産税におきましては、２万 8,000 円の減額。町たばこ税に

おきましては、1,653 万 1,000 円の増額を見込んでおります。 

    地方交付税は 1,408 万 4,000 円の増額。普通交付税のうち国の 24 年度補正予算に伴う

調整率分の追加交付でございます。 

    分担金及び負担金につきましては、442 万 3,000 円の増額でございます。うち、分担金

におきましては、250 万 2,000 円の減額で、総務費分担金、農林水産業費分担金の精算見

込でございます。負担金におきましては、692 万 5,000 円の増額。情報通信網引き込み等

工事費用負担金、老人保護措置費施設費負担金などの実績見込みに基づくものでございま

す。 

    使用料及び手数料につきましては、使用料 963 万円の減額でございます。うち、使用料

におきましては、793 万 8,000 円の減額で、キャンプ場使用料などの実績見込みを計上い

たしております。手数料におきましては、169 万 2,000 円の減額で、収集ごみ処理手数料

などの実績見込みに基づくものでございます。 

    国庫支出金につきましては、１億 2,514 万 5,000 円の増額でございます。うち、国庫負

担金におきまして、2,239 万円の減額で、子ども手当国庫負担金 2,000 万円、障害者福祉

サービス負担金 239 万円の減額でございます。国庫補助金におきましては、１億 4,789 万

9,000 円の増額。国の 24 年度補正予算に伴い、道路維持事業に防災安全交付金 4,800 万円、

国の予備費を用いた財政措置に伴い、佐用小学校の大規模改修事業に学校施設環境改善交

付金 5,723 万 2,000 円を追加計上するなどいたしております。委託金におきましては、住

民税の年少扶養控除廃止などにより子ども手当事務費交付金が一般財源化され、36 万

4,000 円の皆減でございます。 

    県支出金につきましては、2,408 万 3,000 円の増額でございます。うち、県負担金にお

きましては、障害者福祉サービス負担金 119 万 5,000 円の減額。県補助金におきましては、

3,483 万 7,000 円の増額。国の 24 年度補正予算に伴い、ため池等整備事業助成費 5,280 万

円の増額などが主な内容でございます。委託金におきましては、955 万 9,000 円の減額。

県営地籍調査事業委託金の精算見込みによる減額などでございます。 

    財産収入につきましては、143 万 2,000 円の増額でございます。うち財産運用収入にお

きましては、31 万 3,000 円の増額で、土地賃借料と、財政調整基金預金利子など収入見込

額に応じて利子及び配当金を増額いたしております。 

    財産売払収入におきましては、111 万 9,000 円の増額で、法定外公共物の土地売払代金、

土づくりセンターのダンプ売払代金の増額でございます。 

    寄付金につきましては、23 万 2,000 円の増額で、一般寄付金や災害義援金などでござい

ます。 

    繰入金につきましては、２億 6,835 万円の減額で、財政調整基金繰入金、災害復興基金

繰入金をそれぞれ２億 6,398 万 8,000 円、436 万 2,000 円減額いたしております。 
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    諸収入につきましては、2,414 万 7,000 円の増額でございます。うち、延滞金加算金及

び過料におきまして、600 万円の増額。町預金利子におきましては、23 万円の減額。受託

事業収入におきましては、201 万 4,000 円の増額。雑入におきまして、1,636 万 3,000 円

で、ひまわり祭り駐車料金、派遣職員給与費弁償費の増額などが主なものでございます。 

    町債につきましては、３億 690 万円の増額でございます。過疎地域自立促進事業では、

ソフト分の限度額超過分を増額。農業生産基盤整備事業では、実績見込みにより減額。道

路維持事業、橋梁維持事業は国の 24 年度補正予算、義務教育施設整備事業は国の予備費

を用いた財政措置に伴い追加計上いたしております。 

    次に、歳出でございますが、国の予備費使用、補正予算に伴う追加事業以外は、実績見

込み、あるいは精算見込みによる整理が主な内容でございます。 

    まず、議会費 204 万円の減額は、人件費等でございます。 

    総務費につきましては、2,332 万 9,000 円の増額であります。うち、総務管理費におき

ましては、2,537 万 4,000 円の増額で、過疎集落等自立再生緊急対策事業交付金の追加、

河川災害復旧事業に伴う光ファイバーの移設工事費の増額のほか、予算整理が主な内容で

ございます。徴税費におきましては、人件費などの予算整理を行い、196 万 7,000 円を減

額いたしております。戸籍住民登録費におきましては、9,000 円の増額で人件費でござい

ます。統計調査費におきましては、人件費などの予算整理を行い、８万 7,000 円を減額い

たしております。 

    民生費につきましては、5,526 万 2,000 円の減額であります。うち、社会福祉費におき

ましては 2,101 万 3,000 円の減額で、国民健康保険特別会計繰出金や自立支援医療給付事

業などの扶助費を実績見込みに基づき、減額をいたしております。児童福祉費におきまし

ては 3,424 万 9,000 円の減額で、子ども手当や保育園費の人件費など、実績見込みに基づ

きまして減額をいたしております。 

    衛生費は、9,659 万 1,000 円の減額であります。うち、保健衛生費におきましては、8,448

万 3,000 円の減額で、簡易水道事業特別会計及び生活排水処理事業特別会計への繰出金の

減額が主なものでございます。清掃費におきましては、1,210 万 8,000 円の減額で、人件

費などの予算整理のほか、にしはりま環境事務組合への負担金を減額いたしております。 

    農林水産業費につきましては、3,350 万 1,000 円の減額でございます。うち、農業費に

おきましては、628 万 9,000 円の減額。農地費におきましては、国の 24 年度補正予算に

伴い、農業水利施設保全合理化事業や震災対策農業水利施設整備事業を追加をいたしてお

ります。農業振興費、団体営ため池等整備事業費、地籍調査事業費などは、事業の実績見

込み、あるいは精算見込みによりまして予算整理を行っております。林業費におきまして

は、2,721 万 2,000 円の減額。人件費の予算整理と町単独間伐事業補助金など事業の実績

見込み、あるいは精算見込みによる減額でございます。 

    商工費につきましては、315 万 1,000 円の減額。災害対策運転資金融資利子補給金など

の実績見込みによる減額が主な内容でございます。 

    土木費につきましては、5,355 万 9,000 円を増額いたしております。うち、土木管理費

におきましては、1 万 1,000 円の減額で、土地開発基金への繰出金でございます。道路橋

梁費におきましては、8,320 万円の増額。国の 24 年度補正予算に伴い、道路維持費では、

道路ストック総点検事業、橋梁維持では、橋梁長寿命化事業を追加をいたしております。

下水道費におきましては、2,963 万円の減額で、特定環境保全公共下水道事業特別会計へ

の繰出金でございます。 

    消防費につきましては、124 万 9,000 円の増額で、播磨科学公園都市消防業務委託料の

増額が主なものでございます。そのほか、常備消防費、非常備消防費、災害対策費におき

ましては、人件費と、実績見込み、あるいは精算見込みによる予算整理でございます。 
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    教育費につきましては、２億 3,507 万 9,000 円の増額でございます。うち、教育総務費

におきましては、39万 9,000円の減額で、人件費などの精算見込みによる減額であります。

小学校費におきましては、２億 5,185 万 9,000 円の増額で、国の予備費を用いた財政措置

に伴う佐用小学校大規模改修事業の追加が主なものでございます。中学校費におきまして

は、650 万 2,000 円の減額で、人件費と、実績見込みによる予算整理であります。社会教

育費は、555 万 3,000 円の減額で、さよう文化情報センター運営費の自主事業関係委託料

などの減額が主な内容であります。保健体育費におきましては、432 万 6,000 円の減額で、

人件費と実績見込みによる予算整理が主なものでございます。 

    災害復旧費につきましては、農林水産施設災害復旧費 479 万 3,000 円を減額いたしてお

ります。 

    公債費につきましては、財源変更でございます。 

    諸支出金につきましては、9,865 万 9,000 円を増額しております。公営企業費におきま

しては、水道事業会計への人件費繰出金 11 万 9,000 円の増額。基金費におきましては、

財政調整基金など各種基金積立金を 9,854 万円増額いたしております。うち、任意積み立

ては、過疎地域自立振興基金 9,660 万円、災害復興基金１万 5,000 円。あとは基金利子分

の積立金の予算整理でございます。 

    次に、繰越明許費の追加でございますが、第２表、繰越明許費補正によりまして、ご説

明いたします。５ページをご覧ください。 

    過疎集落等自立再生緊急対策事業 4,277 万 9,000 円、平福保育園改修事業 6,102 万円、

農業水利施設保全合理化事業 300 万円、震災対策農業水利施設整備事業 5,700 万円、町単

独土地改良事業 580 万円、体質強化基盤整備促進事業 490 万 5,000 円、道路維持事業 5,850

万円、橋梁維持事業 3,200 万円、橋梁新設改良事業 8,443 万 1,000 円、河川改良事業 1,165

万円、科学公園都市消防業務委託料 615 万 4,000 円、公立学校施設整備事業２億 6,051 万

6,000 円、それぞれの事業につきまして、地方自治法第 213 条に規定する繰越明許費の限

度額を設定するものでございます。 

    次に、債務負担行為の変更につきまして、同じく５ページの第３表、債務負担行為補正

によりましてご説明をさせていただきます。 

    住宅災害復興融資利子補給につきましては、平成 24 年度の実績見込みに基づきまして、

限度額を 784 万円から 367 万 4,000 円に変更いたしております。 

    次に、地方債の追加・変更でございますが、第４表、地方債補正によりましてご説明い

たします。予算書６ページでございます。 

    地方債の追加は、道路維持事業 2,000 万円、橋梁維持事業 1,200 万円、公立学校施設整

備事業１億 9,060 万円。いづれも国の補正予算及び予備費に伴う起債予定額の限度額を設

定をいたしております。 

    地方債の変更は、過疎地域自立促進事業におきまして、借入限度額の超過が認められた

ため、限度額を２億 130 万円に改めます。 

    以上、一般会計補正予算の提案説明とさせていただきます。 

    次に、議案第 27 号、佐用町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）についてのご説

明いたします。 

    今回の補正は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１億 1,525 万 1,000 円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 22 億 5,026 万 1,000 円に、改めるものでご

ざいます。 

    その中身につきまして、第１表、歳入歳出予算補正によりましてご説明をいたします。 

    まず、歳入から説明をいたします。予算書１ページをご覧下さい。 

    国民健康保険税につきましては、2,397 万円の減額で、被保険者の資格異動に伴う、課
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税額の実績見込みによるものでございます。内訳は、一般被保険者国民健康保険税を 2,263

万 1,000 円、退職被保険者国民健康保険税を 133 万 9,000 円、減額いたしております。 

    国庫支出金につきましては、3,017 万 5,000 円の減額で、国庫負担金の療養給付費等負

担金は、一般被保険者の保険給付費、後期高齢者支援金、介護納付金等の実績見込による

2,592 万 4,000 円の減額で、高額医療費共同事業負担金は、高額医療費共同事業拠出金の

実績見込による 384 万 9,000 円の減額であります。 

    療養給付費等交付金につきましては、2,504 万 6,000 円の増額で、退職被保険者の保険

給付費の実績見込に基づき増額いたしております。 

    県支出金につきましては、394 万 4,000 円の減額で、高額医療費共同事業負担金の実績

見込による、県費負担金の減額で、国庫負担金の減額に合せ、384 万 9,000 円の同額を減

額をいたしております。 

    共同事業交付金につきましては、6,995 万 6,000 円の減額で、事業実施主体である、兵

庫県国民健康保険団体連合会からの、高額医療費共同事業交付金などの実績見込により、

高額医療費共同事業交付金 4,058 万 4,000 円、保険財政共同安定化事業交付金 2,937 万

2,000 円を減額いたしております。 

    財産収入につきましては、２万 2,000 円の減額、基金の預金利子の実績見込みにより減

額をいたしております。 

    繰入金につきましては、1,223 万円の減額で、職員給与等繰入金、その他一般会計繰入

金の実績見込によるものでございます。 

    次に歳出についてご説明いたします。 

    総務費につきましては、186 万 1,000 円の減額で、総務管理費等の人件費及び事務費の

実績見込みによる整理が、主なものであります。 

    保険給付費につきましては、6,522 万 9,000 円の減額で、一般被保険者及び、退職被保

険者の医療費・高額療養費の実績見込による整理が、主な内容であります。 

    共同事業拠出金につきましては、4,596 万 2,000 円の減額で、事業主体である兵庫県国

民健康保険団体連合会からの、高額医療費拠出金、保険財政共同安定化事業拠出金の、実

績見込による整理でございます。 

    保健事業費につきましては、261 万円の減額で、特定健康診査等事業費、保健衛生普及

費の実績見込による予算整理が主なものであります。 

    基金積立金につきましては、２万 2,000 円の減額。 

    諸支出金につきましては、43 万 3,000 円の増額で、一般被保険者の保険税の還付金の実

績見込みによる整理であります。 

    以上、国民健康保険特別会計補正予算の提案の説明とさせていただきます。 

    次に、議案第 28 号、佐用町介護保険特別会計補正予算（第３号）についてご説明を申

し上げます。 

    今回の補正は、事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 99 万 9,000 円を

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 21 億 1,210 万円とするものであります。 

    その中身につきましては、第１表、歳入歳出予算補正によりまして、説明を申し上げま

す。 

    まず、歳入から説明をいたします。１ページをご覧ください。 

    財産運用収入で 2,000 円を増額、一般会計繰入金で 100 万 1,000 円を減額いたしており

ます。 

    次に歳出でございます。 

    総務管理費で 100 万 1,000 円の減額。人件費の減額であります。 

    基金積立金で 2,000 円の増額は、介護保険給付費準備基金預金利子の積立金を計上した
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ことによるものでございます。 

    以上、簡単でありますが介護保険特別会計補正予算の提案の説明とさせていただきます。 

    次に、議案第 29 号、佐用町朝霧園特別会計補正予算（第２号）についてのご説明を申

し上げます。 

    今回の補正は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 16 万 3,000 円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億 2,766 万 4,000 円とするものであります。 

    その中身につきましては、第１表、歳入歳出予算補正によりまして説明をいたします。 

    まず、歳入であります。１ページをご覧ください。 

    事業収入は、入所者の変動により、生活扶助費で 29 万 6,000 円。施設事務費では、538

万 2,000 円を、それぞれ増額いたしております。繰入金では、一般会計からの繰入金 540

万 4,000 円を減額し、諸収入の受託事業収入で、短期宿泊事業 36 万 5,000 円を減額、雑

入では、短期宿泊事業食事代７万 2,000 円を減額いたしております。 

    次に歳出でありますが、老人ホーム費が 16 万 3,000 円の減額であります。うち、一般

管理費におきましては、18 万 2,000 円を増額。主な要因は、備品購入費で 34 万 9,000 円

の増額、時間外勤務手当で 12 万円の減額によるものでございます。運営費の 34 万 5,000

円減額の主な要因は、需用費において、光熱水費、使用料及び賃借料などの減額によるも

のでございます。 

    以上、簡単でございますが朝霧園特別会計補正予算の提案の説明とさせていただきます。 

    続きまして、議案第 30 号、佐用町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）について

のご説明を申し上げます。 

    今回の補正は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 6,605 万 1,000 円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７億 4,976 万 1,000 円に改めるものであります。 

    その中身につきまして、第１表、歳入歳出予算補正によりまして説明をいたします。 

    まず、歳入から説明をいたします。予算書１ページをご覧ください。 

    分担金及び負担金につきましては、490 万円の増額で実績見込みに基づくものでありま

す。使用料及び手数料につきましても、実績見込みに基づき 178 万 9,000 円の増額、財産

収入につきましては、財政調整基金預金利子で 15 万円の増額であります。繰入金につき

ましては、7,744 万 7,000 円の減額で河川改修関連事業の減によるものでございます。諸

収入につきましては、3,855 万 7,000 円の増額で、河川改修関連事業による送配水管移設

工事補償費でございます。町債につきましては、実績見込みにより 3,400 万円の減額でご

ざいます。 

    次に、歳出でありますが、簡易水道事業費につきまして、6,605 万 1,000 円の減額でご

ざいます。減額の主な理由は、24 年度事業計画の実績及び精算見込みによるもの、河川改

修関連事業において、河川復興室と事業計画の進捗協議した結果、委託料、工事請負費等

に変動が生じたものであります。管理費におきまして、3,228 万 7,000 円、建設改良費で

3,376 万 4,000 円それぞれ減額をするものでございます。 

    次に、繰越明許費の追加でございますが、第２表、繰越明許費補正によりまして、説明

をさせていただきます。２ページをご覧ください。 

    簡易水道事業 2,610 万円につきまして、地方自治法第 213 条に規定する繰越明許費の限

度額を設定するものでございます。 

    以上、佐用町簡易水道事業特別会計補正予算の提案の説明とさせていただきます。 

    次に、議案第 31 号、佐用町特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）

についてのご説明を申し上げます。 

    今回の補正は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 8,335 万 8,000 円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９億 35 万 6,000 円に改めるものでございます。 
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    その中身につきまして、第１表、歳入歳出予算補正によりましてのご説明をさせていた

だきます。 

    まず、歳入から、予算書１ページをご覧ください。 

    分担金及び負担金につきましては、460 万円の増額で実績見込みに基づくものでござい

ます。使用料及び手数料につきましても、実績見込みに基づき 6,000 円の増額であります。

国庫支出金につきましては、国庫補助金におきまして、公共下水道事業補助金 302 万 5,000

円の減額、繰入金につきましては、2,963 万円の減額で、河川改修関連事業の減によるも

のでございます。諸収入につきましては、5,530 万 9,000 円の減額で、河川改修関連事業

において、河川復興室と事業計画協議で管渠移設補償費の減額でございます。 

    次に、歳出であります。公共下水道事業費につきましては、8,335 万 8,000 円の減額で

ございます。減額の主な理由は、24 年度事業計画の実績及び精算見込みによるもの、河川

改修関連事業において、事業計画の進捗協議をした結果、委託料、工事請負費等に変動が

生じたものであります。管理費におきましては、1,654 万 2,000 円の減額で、一般管理費

の消費税などで 96 万 5,000 円の減額。現場管理費におきましては、精算見込みにより委

託料等 1,557 万 7,000 円の減額でございます。事業費の建設改良費におきましては、河川

改修計画の変更で委託料、工事請負費で 6,681 万 6,000 円の減額でございます。 

    次に、繰越明許費の追加でございますが、第２表、繰越明許費補正によりまして、説明

をさせていただきます。２ページをご覧ください。 

    特定環境保全公共下水道事業 3,123 万円につきまして、地方自治法第 213 条に規定する

繰越明許費の限度額を設定するものでございます。 

    以上、佐用町特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算の提案の説明とさせていた

だきます。 

    続いて、議案第 32 号、佐用町生活排水処理事業特別会計補正予算（第２号）について

のご説明を申し上げます。 

    今回の補正は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 798 万 6,000 円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５億 799 万 2,000 円に改めるものであります。 

    その中身につきまして、第１表、歳入歳出予算補正によりまして、説明をさせていただ

きます。 

    まず、歳入から予算書１ページをご覧ください。 

    使用料及び手数料につきましては、10 万 6,000 円の増額で実績に基づくものでございま

す。繰入金につきましては、769 万 2,000 円の減額であります。諸収入につきましては、

40 万円の減額で、河川改修関連、管渠移設補償費の減でございます。 

    次に、歳出でありますが、生活排水処理事業費につきまして、798 万 6,000 円の減額で

あります。減額の主な理由は、24 年度事業の実績に基づくものと精算見込みにより変動が

生じたものであります。浄化槽管理費におきましては、浄化槽ブロワーの部品交換の増で、

150 万円の増額。農業集落排水施設管理費におきまして、維持管理の実績に基づき 798 万

6,000 円の減額。農業集落排水施設建設改良費におきましては、河川改修計画変更等によ

り 150 万円の減額でございます。 

    以上、生活排水処理事業特別会計補正予算の提案の説明とさせていただきます。 

    次に、議案第 33 号、佐用町西はりま天文台公園特別会計補正予算（第４号）について

のご説明を申し上げます。 

    今回の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 270 万円を追加をし、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ１億 4,513 万 9,000 円に改めるものでございます。 

    その中身につきまして、第１表、歳入歳出予算補正によりまして説明をさせていただき

ます。 
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    まず歳入からであります。県支出金につきましては、県委託金 272 万 6,000 円の増額で、

天文関係機器の整備要求に対する増額であります。財産収入につきましては、利子及び配

当金２万 6,000 円の減額で、整備基金預金利子の実績見込みに基づくものでございます。 

    次に歳出でありますが、教育費につきましては、272 万 6,000 円の増額です。天文台公

園運営費におきまして、60 センチ望遠鏡の主鏡再メッキ、気象モニター及び避雷設備の保

守点検、小型望遠鏡の購入などを計上したほか、実績見込みに基づく予算整理により増額

をいたしております。諸支出金につきましては、２万 6,000 円の減額でございます。基金

費におきましては、基金積立金利子の確定により基金利子積立金を減額をいたしておりま

す。 

    以上で、佐用町西はりま天文台公園特別会計補正予算の説明とさせていただきます。 

    続きまして、議案第 34 号、佐用町笹ヶ丘荘特別会計補正予算（第１号）についてのご

説明を申し上げます。 

    今回の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１万 5,000 円を追加をし、予算

総額を１億 1,994 万 6,000 円に改めるものでございます。 

    その中身につきまして、第１表、歳入歳出予算補正によりまして説明を申し上げます。 

    まず、歳入から説明をいたします。予算書１ページをご覧ください。 

    繰入金につきましては、１万 5,000 円の増額で、全額が一般会計繰入金で、笹ヶ丘荘管

理運営の実績見込みに基づくものでございます。 

    次に、歳出でございますが、笹ヶ丘荘費につきましては、１万 5,000 円の増額で、全額

が笹ヶ丘荘管理運営費で、その内容は、実績見込みに基づく共済費の増額、賃金の減額及

び、エアコン更新に係る備品費の増額でございます。 

    以上、佐用町笹ヶ丘荘特別会計補正予算の提案の説明とさせていただきます。 

    次に、議案第 35 号、佐用町歯科保健特別会計補正予算（第１号）について、ご説明を

させていただきます。 

    今回の補正は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 89 万 8,000 円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2,591 万 8,000 円とするものであります。 

    その中身につきましては、第１表、歳入歳出予算補正によりまして説明を申し上げます。 

    まず、歳入から、１ページをご覧ください。 

    診療収入につきましては、外来収入の保険診療報酬 300 万円の減額でございます。繰入

金につきましては、一般会計繰入金で 210 万 2,000 円の増額であります。 

    次に歳出でございますが、総務費につきましては、89 万 8,000 円の減額で、歯科医師報

酬 80 万円など減額したものでございます。 

    以上で、佐用町歯科保健特別会計補正予算の提案の説明とさせていただきます。 

    次に、議案第 36 号、佐用町農業共済事業特別会計補正予算（第２号）について、ご説

明を申し上げます。 

    今回の補正は、既決の収入支出予算の総額から収入・支出それぞれ 395 万 7,000 円を減

額し、収入支出総額を１億 1,345 万 1,000 円にするものでございます。 

    農作物共済勘定につきまして、収入では、24 年産水稲及び 25 年産麦引受から適用の共

済掛金率の変更に伴い、共済掛金が 101 万 4,000 円の減額、農作物交付金が 78 万 5,000

円減額いたしております。また、農作物保険金では、共済事故の減少で 63 万円減額いた

しております。支出では、共済事故の減少により農作物共済金を 173 万 1,000 円減額し、

水稲無事戻金対象農家の減により農作物無事戻金を 48 万 9,000 円減額いたしております。 

    畑作物共済勘定につきましては、農業者戸別所得補償制度にて平成 23 年度引受した農

家の認定方法の取り扱いにより、共済掛金の一部を返還するため、収入では、畑作物還付

収入金で 2,000 円を設け、支出では畑作物還付支払金で 2,000 円を追加するものでござい
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ます。 

    業務勘定につきましては、家畜共済引受時の付合割合により事務費賦課金が減額したほ

か、人事異動に伴う精算や預金利息減によるもので、収入支出それぞれ 129 万円を減額を

いたしております。 

    以上、佐用町農業共済事業特別会計補正予算の提案の説明とさせていただきます。 

    最後に、議案第 37 号、佐用町水道事業会計補正予算（第３号）についてのご説明を申

し上げます。 

    今回補正の主な理由は、24 年度事業計画の精算見込みを確定させるもので、河川改修関

連事業において、河川復興室と事業計画の進捗協議をした結果、橋梁工事等に係る送配水

管移設及び移設後の道路舗装復旧、工事等に係る県補償費、水道施設維持管理業務委託費

等の減額、特定収入分に係る消費税の増額により補正するものでございます。 

    その中身についての説明を申し上げます。予算書１ページをご覧ください。 

    第２条の収益的収入及び支出につきましては、収入の第一款、水道事業収益におきまし

て、第２項の営業外収益で一般会計からの繰入金を 11 万 9,000 円増額するものでござい

ます。 

    支出の第一款、水道事業費におきまして、第１項、営業費用で水道施設維持管理業務委

託費を 318 万 4,000 円の減額、第２項の営業外費用で、特定収入分消費税等、248 万 3,000

円増額するものでございます。 

    第３条の資本的収入及び支出につきましては、収入の第一款、資本的収入におきまして、

第４項、工事負担金で送配水管移設工事負担金を 2,166 万 5,000 円減額するものでありま

す。 

    支出の第１款、資本的支出におきましては、第１項、建設改良費で河川改修工事に伴う

委託費、工事費を 3,031 万 7,000 円の減額でございます。 

    予算の繰越につきましては、資本的支出の上水道施設改良事業 2,670 万円を地方公営企

業法第 26 条第１項の規定により繰り越すものでございます。 

    内容の詳細につきましては、４ぺージからの佐用町水道事業会計補正予算実施計画、資

金計画、収入及び支出見積基礎、損益計算書、貸借対照表等をご覧いただきたいと存じま

す。 

    以上で、各会計補正予算の提案の説明をさせていただきました。 

    ご審議いただき、ご承認いただきますようにお願いを申し上げ、終わらせていただきま

す。 

 

議長（西岡 正君）   提案に対する当局の説明が終わりました。 

    ただ今議題としております、議案第 26 号ないし議案第 37 号につきましては、３月 18

日の本会議で質疑、討論、採決を予定しておりますので、ここで議事を打ち切りたいと思

いますが、これにご異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議長（西岡 正君）    ご異議なしと認めます。よってそのように決します。 

    ここで、暫く休憩をいたします。議場の時計で、30 分まで休憩します。 

 

午後０３時１６分 休憩 

午後０３時３０分 再開 

 



 85

議長（西岡 正君）    それでは、休憩を解き、会議を再開します。 

 

 

日程第 42． 議案第 38 号 平成 25 年度佐用町一般会計予算案の提出について 

日程第 43． 議案第 39 号 平成 25 年度佐用町国民健康保険特別会計予算案の提出について 

日程第 44． 議案第 40 号 平成 25 年度佐用町後期高齢者医療特別会計予算案の提出について 

日程第 45． 議案第 41 号 平成 25 年度佐用町介護保険特別会計予算案の提出について 

日程第 46． 議案第 42 号 平成 25 年度佐用町朝霧園特別会計予算案の提出について 

日程第 47． 議案第 43 号 平成 25 年度佐用町簡易水道事業特別会計予算案の提出について 

日程第 48． 議案第 44 号 平成 25 年度佐用町特定環境保全公共下水道事業特別会計予算案の

提出について 

日程第 49． 議案第 45 号 平成 25 年度佐用町生活排水処理事業特別会計予算案の提出につい

て 

日程第 50． 議案第 46 号 平成 25 年度佐用町西はりま天文台公園特別会計予算案の提出につ

いて 

日程第 51． 議案第 47 号 平成 25 年度佐用町笹ヶ丘荘特別会計予算案の提出について 

日程第 52． 議案第 48 号 平成 25 年度佐用町歯科保健特別会計予算案の提出について 

日程第 53． 議案第 49 号 平成 25 年度佐用町宅地造成事業特別会計予算案の提出について 

日程第 54． 議案第 50 号 平成 25 年度佐用町農業共済事業特別会計予算案の提出について 

日程第 55． 議案第 51 号 平成 25 年度佐用町石井財産区特別会計予算案の提出について 

日程第 56． 議案第 52 号 平成 25 年度佐用町水道事業会計予算案の提出について 

 

議長（西岡 正君）    続いて、日程第 42 に入りますが、日程第 42 ないし日程第 56 につ

いても一括議題としたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議長（西岡 正君）    ご異議なしと認めます。よって、日程第 42、議案第 38 号、平成 25

年度佐用町一般会計予算案の提出についてから、日程第 56、議案第 52 号、平成 25 年度

佐用町水道事業会計予算案の提出についてまでを一括議題といたします。 

    提案に対する当局の説明を求めます。町長、庵逧典章君。 

 

〔町長 庵逧典章君 登壇〕 

 

町長（庵逧典章君）    それでは、ただ今、上程をいただきました議案第 38 号から議案第

52 号、平成 25 年度佐用町一般会計並びに各特別会計予算の提案のご説明をさせていただ

きます。 

    まず、議案第 38 号、佐用町一般会計予算の提案をご説明を申し上げます。 

    予算第 1 条のとおり、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ 137 億 5,302 万 6,000 円、

対前年度比６億 6,810 万円、5.1 パーセントの増加でございます。 

    予算額の増加要因でございますが、前年度着工いたしました防災行政無線デジタル整備

事業は、本年度仕上げの年となり、事業費が４億円余り減少いたしますが、新規事業とし

て庁舎整備事業費を約 11 億円計上いたしております。これによりまして歳出額が増嵩し

たところでございます。 

    それでは、予算の中身につきまして、第１表、歳入歳出予算によりまして、説明をさせ



 86

ていただきます。 

    まず、歳入から説明を申し上げます。予算書１ページをご覧ください。 

    町税につきましては、22 億 2,422 万 5,000 円を計上、対前年度比 279 万 8,000 円、0.1

パーセントの微増であります。うち、町民税におきましては、７億 2,712 万 4,000 円、対

前年度比 527 万 7,000 円、0.7 パーセントの減でございます。固定資産税におきましては、

13 億 1,264 万 5,000 円、同じく 2,569 万 9,000 円、1.9 パーセントの減。軽自動車税にお

きましては、5,226 万 9,000 円、同じく 107 万 7,000 円、２パーセントの減。町たばこ税

におきましては、１億 3,165 万 4,000 円、法人税改正に伴い、県たばこ税から町たばこ税

への税源移譲が行われたため、対前年度比 3,475 万 4,000 円、35.9 パーセントの増加でご

ざいます。入湯税は 53 万 3,000 円、同じく 9 万 7,000 円、22.2 パーセントの増でござい

ます。 

    次に、地方譲与税及び各種交付金でございますが、全て、地方財計画に基づく見込み数

値を計上いたしております。 

    地方譲与税につきましては、１億 3,830 万円を計上、対前年度比 5.2 パーセントの減で

ございます。内訳は、地方揮発油譲与税が 4,110 万円、1.9 パーセント減。自動車重量譲

与税が 9,720 万円、6.5 パーセント減でございます。 

    利子割交付金は、499 万円。配当割交付金は、645 万円。株式譲渡所得割交付金は、80

万円。地方消費税交付金は、１億 7,900 万円。ゴルフ場利用税交付金、6,100 万円。自動

車取得税交付金、3,590 万円。それぞれ増減がございますが、見込み額を計上させていた

だいております。 

    地方特例交付金は、610 万円で、対前年度比 22 パーセントの増でございますが、決算

見込額ベースでは、前年度並みの金額を計上いたしております。 

    地方交付税は、61 億 9,516 万 6,000 円で、対前年度比 0.9 パーセント減を計上いたして

おります。地方公務員給与費の臨時特例として、平成 25 年７月から国家公務員と同様の

給与削減を実施することを前提として、地方財政計画において地方公務員給与費が削減さ

れたため、前年度を下回る見込みでございます。 

    交通安全対策特別交付金は、500 万円、例年、一定額を計上させていただいております。 

    分担金及び負担金につきましては、１億 3,635 万 7,000 円、対前年度比 1.9 パーセント

減を計上いたしております。うち、分担金におきましては、1,021 万 6,000 円、24.6 パー

セントの減で、土地改良事業分担金、県単独補助治山事業分担金など、前年同様の受益者

分担金を計上しております。負担金におきましては、１億 2,614 万 1,000 円、0.6 パーセ

ント増。さよさよサービス事業の町社会福祉協議会への移管に伴い、利用者負担金を皆減

しておりますが、老人保護措置費施設費負担金や周辺整備事業に伴う、にしはりま環境事

務組合負担金の増加によりまして、全体では微増でございます。 

    使用料及び手数料につきましては、２億 7,960 万 2,000 円、対前年度比 2.4 パーセント

減を計上いたしております。うち、使用料につきましては、２億 849 万 9,000 円、1.4 パ

ーセント減。南光地域福祉センターの指定管理委託に伴い、当該施設の使用料を皆減して

おりますが、町営住宅使用料、文化情報センター使用料、町民プール使用料など、経常収

入を前年度同様、計上いたしております。手数料におきましては、7,110 万 3,000 円、５

パーセントの減。戸籍関係手数料など、これらにつきましても、経常収入でございますが、

収集ごみ処理手数料の減収を見込んでおります。 

    国庫支出金につきましては、４億 6,478 万 6,000 円、対前年度比 5.6 パーセント増を計

上いたしております。うち、国庫負担金におきまして、４億 2,223 万 7,000 円、4.2 パー

セント増。児童手当負担金、障害者福祉サービス負担金などが主なものでございます。国

庫補助金につきましては、3,826 万 6,000 円、27.9 パーセントの増。障害者地域生活支援
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事業補助金、子育て支援交付金、社会資本整備総合交付金などが主なものでございます。

国庫委託金におきましては、428 万 3,000 円、11.9 パーセント減。外国人の新たな在留管

理制度が導入されたことにより、外国人登録事務委託金を廃止し、替わって中長期在留者

居住地届出等事務委託金を新規計上いたしております。 

    県支出金につきましては、７億 2,820 万円、対前年度比 4.1 パーセント増を計上いたし

ております。 

    うち、県負担金におきましては、２億 4,377 万 8,000 円、2.8 パーセント増。児童手当

負担金、国民健康保険及び後期高齢者医療に係る保険基盤安定負担金、障害者福祉サービ

ス負担金などが主なものでございます。 

    県補助金におきましては、２億 5,797 万 3,000 円、10.4 パーセントの減。総務費関係の

緊急雇用創出補助事業補助金は、当年度限りの予定でございます。民生費関係は、福祉医

療費関係の補助金と、地域介護拠点整備補助金が主なものでございます。農林水産業費関

係では、ため池等整備事業補助金、緊急防災林整備事業補助金、有害鳥獣対策関係の補助

金、治山事業補助金など、継続的な事業を中心に、当該財源を計上いたしております。商

工費関係では、消費者行政活性化事業補助金、当初、平成 24 年度限りの基金事業でござ

いましたが、国の補正予算により基金が上積みされ、当該年度も補助金が交付される予定

でございます。土木費関係では、地域の夢推進費補助金を新規計上。教育費関係は、前年

度同様の予算計上を行っております。 

    県委託金におきましては、２億 2,644 万 9,000 円、29.8 パーセントの増。従前から、県

税徴収事務委託金、県営地籍調査事業費委託金が主なものでありましたが、平成 25 年度

は、県知事選挙及び参議院議員通常選挙が予定されておりますので、関係交付金の収入を

見込んでおります。 

    財産収入につきましては、7,410 万 8,000 円、対前年度比 30.7 パーセント減を計上いた

しております。うち、財産運用収入におきましては、7,390 万円、3.5 パーセントの減。内

訳は、土地、建物および光ファイバー網の賃貸料と、利子及び配当金でございます。財産

売払収入におきましては、20 万 8,000 円、99.3 パーセントの減となっております。 

    寄附金につきましては、400 万 2,000 円、対前年度比 33.3 パーセント減を計上しており

ます。ふるさと応援寄附金につきましては、400 万円を見込んでおります。 

    繰入金につきましては、２億 7,071 万 4,000 円、対前年度比 2.0 パーセント減を計上い

たしております。うち、特別会計繰入金におきましては、449 万 7,000 円、6.2 パーセン

トの増。基金繰入金におきましては、２億 6,621 万 7,000 円、2.1 パーセント減で、財政

調整基金１億 2,600 万円、減債基金 5,852 万 4,000 円、南光ひまわり館運営基金 203 万 3,000

円、ふるさと応援基金 150 万円、災害遺児等修学・生活支援基金 136 万円、災害復興基金

7,680 万円、それぞれ予算に繰り入れるものでございます。 

    繰越金につきましては、1,000 円、前年同額で、名目予算でございます。 

    諸収入につきましては、１億 6,858 万 3,000 円、対前年度比 8.9 パーセント減を計上い

たしております。うち、延滞金加算金及び過料におきましては、300 万円、前年度と同額

であります。町預金利子におきましては、100 万円、対前年度比 33.3 パーセント減。受託

事業収入におきましては、651 万 8,000 円、62.2 パーセントの増。貸付金元利収入におき

ましては、141 万 3,000 円、95.5 パーセントの減。雑入におきましては、１億 5,665 万 2,000

円、8.1 パーセントの増。消防団員退職報償金受入金、県市町村振興協会市町交付金、物

件移転等補償費などを受け入れております。 

    歳入の最後、町債につきましては、27 億 6,974 万 2,000 円、対前年度比 38.5 パーセン

ト増を計上いたしております。総務債におきまして、庁舎建設等整備事業債、合併特例債

を起債する予定でございますが、10 億 5,340 万円、皆増でございます。消防債におきまし
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ては､消防施設設備整備事業債４億 4,040 万円、前年度に着工し、本年度仕上げとなる防

災行政無線デジタル整備事業に充てる起債でございます。 

    次に、歳出について、予算書 4 ページ、5 ページでございます。 

    まず、議会費につきましては、１億 3,469 万 7,000 円、対前年度比 6.1 パーセント減を

計上いたしております。議員報酬及び職員給与等に係る経費が主なものでございます。 

    総務費につきましては、25 億 2,360 万 2,000 円、対前年度比 87.2 パーセント増を計上

しております。 

    うち、総務管理費におきましては、22 億 8,744 万 6,000 円、93.9 パーセント増と、ほ

ぼ倍増しておりますが、冒頭申し上げましたとおり、庁舎整備事業費として 11 億円余り

を計上いたしております。そのほか、主なものといたしましては、一般管理費で、災害訴

訟が結審する見込みであるため、弁護士相談料 1,081 万 2,000 円を計上。企画費では、災

害記録誌の作成委託料 600 万円、及び上月太陽光発電施設整備事業費約 9,000 万円。まち

づくり推進費では、地域自治包括交付金 2,800 万円。情報通信施設費では、携帯電話等エ

リア整備事業費約 800 万円、姫新線利用促進費では、ハイキングマップ作成事業費 180 万

円余りを計上いたしております。 

    徴税費におきましては、１億 4,012 万 4,000 円、11.8 パーセントの増。賦課徴収費にお

きまして、納期前納付報奨金、本年度は経過措置分４分の 1 で、305 万円でございます。

また、平成 27 年度評価替えの準備経費として、土地鑑定評価委託料約 1,200 万円を計上

いたしております。 

    戸籍住民登録費におきましては、3,199 万 1,000 円、6.2 パーセントの減。戸籍副本管理

システム導入委託料 392 万 7,000 円を新規計上いたしております。 

    選挙費におきましては、5,454 万円、999.9 パーセントの大幅な増加要因は、町長選挙

費 1,473 万円、県知事選挙費 1,671 万 2,000 円、参議院議員選挙費 2,255 万 2,000 円の皆

増でございます。 

    統計調査費におきましては、840 万円、10.8 パーセントの増。本年度分から費目の名称

を指定統計費から基幹統計費に改めておりますが、工業統計及び住宅・土地統計調査を予

定いたしております。 

    監査委員費におきましては、110 万 1,000 円、22.7 パーセント増でございます。 

    次に、民生費につきまして、29 億 1,932 万 4,000 円、対前年度比 2.2 パーセント増を計

上いたしております。 

    うち、社会福祉費におきましては、19 億 6,808 万 7,000 円、4.4 パーセントの増。主な

ものといたしましては、社会福祉総務費で、町社会福祉協議会助成金 5,000 万円、国民健

康保険特別会計繰出金１億 8,550 万 6,000 円、介護保険特別会計繰出金３億 2,393 万 1,000

円などを計上しております。高齢者福祉費では、従前の事業費に加え、さよさよサービス

等の町社会福祉協議会への移管に伴う外出支援事業助成金 2,100 万円、地域介護拠点整備

費補助金 3,000 万円を新規計上しております。そのほか、後期高齢者医療費が、総額３億

9,313 万 8,000 円。障害者福祉費は、障害福祉サービス費など扶助費を中心に総額５億

2,850 万 1,000 円。介護予防事業費では、高齢者等住宅改造費助成金に 700 万円を重点配

分をいたしております。南光地域福祉センター運営費は、総額 250 万円、町社会福祉協議

会へ指定管理委託を行います。ほっとちゃん運営費では、施設改修事業費 3,210 万円を計

上いたしました。 

    次に、児童福祉費におきましては、9 億 3,188 万 3,000 円、1.3 パーセントの減。主なも

のといたしましては、児童福祉総務費で、学童保育事業委託料 697 万 7,000 円、出産祝い

金 600 万円、乳幼児等医療費 7,140 万円など。児童措置費では、児童手当２億 7,930 万円。

保育園費は、経常的な運営経費５億 2,893 万 7,000 円を計上しております。子育て支援セ
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ンター運営費は、総額 1,986 万 8,000 円、こんにちは赤ちゃん訪問事業、養育支援訪問事

業、子育てひろば事業など、継続して進めて参ります。 

    国民年金事務取扱費におきましては、891 万 8,000 円、0.5 パーセントの増でございま

す。 

    災害救助費におきましては、1,043 万 6,000 円、37.7 パーセントの減。平成 21 年台風

第９号災害に係る高齢者住宅再建支援事業の受付期間が平成 24 年度で終了をしておりま

す。 

    次に、衛生費につきましては、12 億 7,715 万 6,000 円、対前年度比 9.3 パーセント減を

計上しております。 

    うち、保健衛生費におきましては、８億 3,615 万 1,000 円、7.3 パーセントの減。主な

ものといたしましては、保健衛生総務費で、救急医療等確保対策助成金 625 万円、病院群

輪番制運営事業補助金 2,180 万円、簡易水道事業等特別会計繰出金２億 4,135 万 9,000 円

など。予防費では、予防接種委託料 4,332 万 3,000 円、がん検診委託料 1,486 万 2,000 円

などでございます。母子衛生費では、妊婦健康診査委託料 784 万円及び妊婦健康診査補助

金 166 万 6,000 円、不妊治療支援補助金 60 万円など、継続事業に加え、県からの事務移

譲に伴う未熟児養育医療費 10 万 8,000 円を計上しております。環境衛生費では、住宅用

太陽光発電システム設置補助金 560 万円、生活排水処理事業特別会計繰出金３億 1,369 万

4,000 円などでございます。 

    清掃費におきましては、４億 4,100 万 5,000 円、12.9 パーセントの減。主なものといた

しましては、清掃総務費で、にしはりま環境事務組合負担金１億 5,663 万 6,000 円、資源

回収ステーション設置補助金 660 万円などでございます。塵芥処理費は、最終処分場の経

常的な経費のほか、塵芥処理施設全体の電源設備等の工事費 500 万、収集車両購入費 681

万 7,000 円などを計上いたしております。 

    次に、農林水産業費につきましては、８億 2,500 万 3,000 円、対前年度比 7.0 パーセン

ト減を計上いたしております。 

    うち、農業費におきましては、６億 3,970 万 9,000 円、8.8 パーセントの減。主なもの

といたしましては、農業振興費で、土づくりセンターの設備更新に係る工事請負金 2,215

万 5,000 円、農作物特産定着化対策補助金 1,319 万円、中山間地域等直接支払推進事業補

助金 3,521 万 9,000 円、野生動物防護柵設置費補助金 1,900 万円、新規就農総合支援事業

費補助金 450 万円、農地集積協力金 695 万 1,000 円などでございます。地域農政対策事業

費では、農業の担い手確保補助金 2,328 万 9,000 円などを計上致しております。農地費で

は、震災対策農業水利施設整備事業を活用した、ため池の一斉点検と耐震診断などの測量

調査設計委託料 1,300 万円、町単土地改良事業、土地改良維持管理適正化事業、ふるさと

の風景づくり事業などに係る工事請負金 930 万円、県営ため池事業負担金 210 万円などで

ございます。団体営ため池等整備事業費は、総額 1,050 万円。地籍調査事業費は、口長谷

地区など 11 地区、7.16 平方キロの関係経費、総額２億 48 万 8,000 円でございます。 

    林業費におきましては、１億 8,529 万 4,000 円、0.3 パーセントの減。主なものといた

しましては、林業総務費で、町行造林事業委託料 500 万円、有害鳥獣対策として、鳥獣被

害対策実施隊隊員報酬 151 万 2,000 円、シカ捕獲実施委託料 1,210 万円、有害鳥獣駆除活

動補助金 591 万 3,000 円、シカ緊急捕獲拡大事業負担金 1,044 万 9,000 円などでございま

す。林業振興費では、林道・作業道の路網整備事業費 2,350 万円、緊急防災林整備事業補

助金 1,030 万円などでございます。治山事業費では、災害関連事業の荒廃渓流整備事業費

として、総額 6,447 万円を計上いたしております。 

    次に、商工費につきまして、１億 5,746 万 8,000 円、対前年度比 13.4 パーセント減を計

上いたしております。 
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    主なものといたしましては、商工総務費で、消費者行政活性化事業費 474 万 6,000 円。

商工業振興費では、町商工会助成金 2,672 万円、災害対策融資利子補給金 23 万円、災害

対策運転資金融資利子補給金 210 万円などでございます。観光費では、笹ヶ丘公園整備計

画作成委託料 100 万円、町観光協会補助金 617 万 2,000 円、西はりま天文公園特別会計繰

出金 1,787 万 5,000 円、笹ヶ丘荘特別会計繰出金 2,421 万 3,000 円などでございます。 

    次に、土木費につきましては、16 億 3,046 万 6,000 円、対前年度比 9.3 パーセント増を

計上いたしております。 

    うち、土木管理費におきましては、8,714 万 1,000 円。主なものといたしましては、土

木総務費の、急傾斜地崩壊対策事業負担金 2,175 万円でございます。 

    道路橋梁費におきましては、７億 6,550 万 3,000 円、20.6 パーセントの増。主なものと

いたしましては、道路維持費の工事請負金１億円、災害関連事業としての道路補修を、な

お一層推進するため、予算額を例年以上に上積みし、災害復興基金を充当いたしておりま

す。道路新設改良費、橋梁維持費、橋梁新設改良費の総額は、それぞれ４億 77 万 3,000

円、3,200 万円、１億 4,187 万 9,000 円でございます。 

    河川費におきましては、3,607 万 1,000 円、8.5 パーセントの増。災害関連河川維持修繕

工事費や河川清掃工事費などでございます｡ 

    都市計画費におきましては、4,489 万 8,000 円、6.8 パーセント減。播磨高原広域事務組

合上下水道事業繰出金が主なものでございます。 

    下水道費におきましては、６億 3,475 万 4,000 円、1.8 パーセントの減。特定環境保全

公共下水道事業特別会計への繰出金でございます。 

    住宅費におきましては、6,209 万 9,000 円、50 パーセントの増で、町営住宅長寿命化計

画策定委託料 750 万円を新規計上しており、後は、通常の維持管理費でございます。 

    次に、消防費につきましては、９億 9,551 万円、対前年度比 33.7 パーセント減を計上い

たしております。常備消防費は、西はりま消防組合の発足により、当該経費のほとんどを

組合への負担金として計上させていただいてります。非常備消防費で主なものといたしま

しては、団員報酬 1,711 万 5,000 円、退職消防団員報償金 2,700 万円、消防団員等基金負

担金 2,454 万 4,000 円、消防施設整備費補助金 1,053 万 2,000 円などであります。災害対

策費では、本年度完成予定の防災行政無線デジタル整備事業費が４億 4,071 万 6,000 円、

土嚢袋・毛布等の備蓄消耗品費として 518 万 6,000 円、避難所用の備品費 147 万 9,000 円

でございます。 

    次に、教育費につきましては、９億 249 万 8,000 円、対前年度比 0.7 パーセント減を計

上いたしております。 

    うち、教育総務費におきましては、１億 9,496 万 2,000 円、4.5 パーセントの減。主な

ものといたしましては、事務局費で事務用パソコン更新に係る備品費 164 万 5,000 円、三

土中学校事務組合負担金 2,265 万 8,000 円、平成 21 年台風第９号災害遺児等修学・生活

支援金 136 万円などでございます。国際理解教育推進事業費、特別支援教育推進費の総額

は、それぞれ 1,064 万 8,000 円と 911 万 2,000 円でございます。 

    小学校費におきましては、１億 4,012 万 9,000 円、12.9 パーセントの減。内訳といたし

ましては、学校管理費が総額 9,372 万円、教育振興費が 2,588 万 5,000 円、通学対策費が

2,052 万 4,000 円。それぞれ例年同様の経費がほとんどでございますが、町独自に行う学

力調査実施委託料 48 万 4,000 円を教育振興費に新規計上いたしております。 

    中学校費につきましては、9,407 万 1,000 円、2.7 パーセントの減。内訳といたしまして

は、学校管理費が総額 6,050 万 5,000 円。教員用、及び教育用パソコンの更新費用を、例

年の備品費に上積みをいたしております。教育振興費は、総額 1,905 万 6,000 円。小学校

費と同様、学力調査実施委託料 42 万 7,000 円を新規計上しており、通学対策費は、総額
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1,451 万円で、従来からの経費でございます。 

    社会教育費におきましては、２億 4,613 万 5,000 円、4.9 パーセント増。主なものとい

たしまして、社会教育総務費では、文化協会補助金 85 万円、子ども歌舞伎育成会負担金

160 万円、手作り文化スタッフ助成金 40 万円などでございます。生涯学習振興費は、総

額 1,312 万 4,000 円。町高年大学、人権啓発、町文化祭などの経費であります。図書館費

は、総額 1,211 万 8,000 円で、前年同額を計上いたしております。さよう文化情報センタ

ー運営費も、前年同様、総額 3,291 万 8,000 円で、それぞれ通常の管理運営費であります。

上月文化会館運営費では、舞台の吊り物点検の結果を受けまして、修繕料を例年の予算に

上積みをしており、青少年育成センター運営費では、総額 928 万 6,000 円。適応指導教室

をセンターの事業と位置づけ、関係予算を教育総務費の事務局費から移し替えております。 

    保健体育費におきましては、２億 2,720 万 1,000 円、７パーセントの増。主なものとい

たしまして、保健体育総務費では、スポーツ推進委員報酬 108 万 8,000 円、体育協会補助

金 670 万円、マラソン大会運営助成金 246 万 8,000 円などであります。スポーツ公園運営

費は、総額 1,904 万 1,000 円。上月スポーツグラウンド、南光スポーツ公園、三方里山公

園などの管理費でございます。体育館運営費では、ホタルドーム駐車場整備費といたしま

して、工事請負金と土地購入費 1,698 万円を計上いたしております。 

    次に、公債費につきましては、22 億２万 8,000 円、対前年度比 2.7 パーセント増を計上

いたしております。元金償還金 19 億 1,442 万 6,000 円、利子償還金２億 8,057 万 2,000

円でございます。 

    次に、諸支出金につきましては、１億 7,727 万 4,000 円、対前年度比 12.3 パーセントの

減を計上いたしております。うち、公営企業費におきましては、3,545 万 2,000 円、23.2

パーセントの増。地方公営企業法の適用を受ける水道事業会計への繰出金等でございます。 

    基金費におきましては、１億 4,182 万 2,000 円、18.2 パーセントの減。一般会計に係る

各種基金の積立金でございます。 

    歳出の最後、予備費につきましては、1,000 万円、毎年同額を計上させていただいてお

ります。 

    続きまして、予算第２条、債務負担行為につきまして、第２表、債務負担行為によりま

して説明をさせていただきます。６ページでございます。南光地域福祉センター指定管理

委託につきましては、平成 26 年度から平成 27 年度まで、400 万円。災害記録誌作成業務

委託につきましては、平成 26 年度、250 万円。それぞれ、地方自治法第 214 条の規定に

基づきまして、期間、限度額を定めるものでございます。 

    次は、予算第３条、地方債につきまして、第３表、地方債によりましての説明を申し上

げます。7 ページでございます。臨時財政対策債５億 6,364 万 2,000 円、庁舎建設等整備

事業 10 億 5,340 万円、過疎地域自立促進事業１億 890 万円、再生可能エネルギー推進事

業 8,480 万円、介護予防拠点施設整備事業 3,040 万円、農業生産基盤整備事業 1,100 万円、

道路新設改良事業４億 5,810 万円、急傾斜地崩壊対策事業 1,910 万円、防災行政無線整備

事業４億 4,040 万円、以上のとおり、起債予定額につきましては、起債の目的、限度額、

起債の方法、利率、償還の方法を定めるものでございます。 

    次に、予算第４条、一時借入金につきましての説明を申し上げます。地方自治法第 235

条の３第２項の規定に基づきまして、当該年度中の一時借入金の借り入れの最高額を 30

億円と定めるものでございます。 

    最後に、予算第５条、歳出予算の流用についての説明を申し上げます。地方自治法第 220

条第２項の規定に基づきまして、歳出予算の流用の禁止の例外を設けるもので、一般会計

における各項の間の流用を認める経費について、予算第５条第１項第１号に規定する人件

費と定めております。 
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    以上で、一般会計予算の提案の説明とさせていただきます。 

    続きまして、特別会計の説明を申し上げます。 

    特別会計、まず、議案第 39 号、佐用町国民健康保険特別会計予算についての提案のご

説明を申し上げます。 

    歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 22 億 5,889 万 5,000 円といたしております。 

    その中身につきましては、第１表、歳入歳出予算によりまして説明を申し上げます。 

    まず、歳入からで、予算書１ページをご覧ください。 

    国民健康保険税につきましては、３億 7,438 万 3,000 円を計上し、対前年度比 2,474 万

4,000 円、6.2 パーセントの減額でございます。うち、一般被保険者国民健康保険税、３億

2,643 万 1,000 円、対前年度比 2.234 万 7,000 円、6.4 パーセントの減でございます。退職

被保険者国民健康保険税、4,795 万 2,000 円、239 万 7,000 円、4.8 パーセントの減であり

ます。 

    一部負担金は 4,000 円、前年度と同額を計上いたしております。 

    使用料及び手数料は 15 万円、前年度同額で、督促手数料でございます。 

    国庫支出金は４億 8,085 万 8,000 円、うち、国庫負担金は、療養給付費等、高額医療共

同事業、特定健康診査等負担金で３億 5,704 万 5,000 円を、国庫補助金は、財政調整交付

金が主なものでございます。 

    療養給付費等交付金は１億 7,592 万円、退職被保険者に係る保険給付費に係る交付金で

ございます。 

    前期高齢者交付金は６億 4,935 万 3,000 円、前期高齢者の各医療保険者間の医療費の不

均衡を調整する交付金であります。 

    県支出金は１億 2,949 万 1,000 円、うち、県負担金は、高額医療費共同事業、特定健康

診査等負担金で 1,401 万 1,000 円を、県補助金は国民健康保険事業補助金、財政調整交付

金で１億 1,548 万円を計上いたしております。 

    共同事業交付金は２億 6,137 万 4,000 円で、著しく高額な医療費の発生による影響を緩

和するため、高額医療費共同事業交付金、保険財政共同安定化事業交付金でございます。 

    財産収入は、６万 8,000 円で、国保準備基金から生じる利子分を計上しております。 

    繰入金は１億 8,550 万 7,000 円で、保険基盤安定繰入金、職員給与、出産育児一時金等

の、他会計繰入金を１億 8,550 万 6,000 円、基金繰入金 1,000 円を繰入れるもので、対前

年比 3,002 万 9,000 円、19.3 パーセントの増でございます。 

    繰越金は、2,000 円。名目であります。 

    諸収入は 178 万 5,000 円で、延滞金、加算金及び過料を 110 万円、雑入 68 万 4,000 円

が、主な予算でございます。 

    次に歳出の、主なものについてのご説明を申し上げます。 

    総務費は 3,436 万 9,000 円、総務管理費は、職員の人件費・事務費に係る経費 3,221 万

8,000 円、徴税費は、保険税の賦課徴収に係る経費 185 万 6,000 円が、主なものでござい

ます。 

    次に、保険給付費は 15 億 8,754 万 2,000 円で、療養諸費 14 億 1,349 万 4,000 円、高額

療養費１億 6,562 万円、出産育児諸費 630 万 4,000 円、葬祭諸費 200 万円などが、主な予

算でございます。 

    後期高齢者支援金等は２億 5,023 万 4,000 円、後期高齢者医療制度を支える拠出金でご

ざいます。 

    前期高齢者納付金等 32 万 9,000 円、老人保健拠出金１万 8,000 円を計上し、介護納付

金は１億 244 万 7,000 円、介護給付に要する経費を社会保険診療報酬支払基金からの算定

通知に基づく額を計上いたしております。 
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    共同事業拠出金は２億 6,137 万 4,000 円、各市町の保険者が、共同に負担し、高額な医

療費等の発生による影響を緩和するための、共同事業交付金の財源となる、拠出金として

計上いたしております。 

    保健事業費は 1,119 万 1,000 円、特定健康診査等事業費、保健事業費などが、主な予算、

ものでございます。 

    基金積立金は６万 8,000 円、国保準備基金から生じます利子分の積み立てを行います。 

    諸支出金は 132 万 3,000 円、保険税の還付金が、主なものでございます。 

    予備費は、1,000 万円を計上いたしております。 

    次に、予算第２条、一時借入金についてご説明させていただきます。地方自治法第 235

条の３第２項の規定に基づきまして、当該年度中の一時借入金の借入の最高額を 3,000 万

円と定めるものでございます。 

    最後に、予算第３条、歳出予算の流用についてでございますが、地方自治法第 220 条第

２項の規定に基づきまして、当該会計における各項の間の流用を認める経費について、同

条第１項第１号に規定する保険給付費と定めるものでございます。 

    以上で、佐用町国民健康保険特別会計予算の提案の説明とさせていただきます。 

    次に、議案第 40 号、平成 25 年度佐用町後期高齢者医療特別会計予算について、提案の

ご説明を申し上げます。 

    歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２億 9,954 万 9,000 円といたしております。 

    その中身につきまして、第１表、歳入歳出予算によりましてご説明いたします。 

    まず、歳入からで、予算書１ページをご覧ください。 

    後期高齢者医療保険料につきましては、１億 8,580 万 4,000 円を計上し、対前年度比 545

万 8,000 円、３パーセントの増額でございます。うち、特別徴収保険料におきましては、

１億 4,863 万 4,000 円、対前年度比 278 万 8,000 円、1.9 パーセントの増、普通徴収保険

料におきましては、現年度分、滞納繰越分を合わせまして 3,717 万円、対前年度比 267 万

円、7.7 パーセントの増でございます。 

    使用料及び手数料は 1,000 円、前年度同額で、督促手数料でございます。 

    県広域連合支出金は 134 万円、後期高齢者の健康診査に係る、兵庫県後期高齢者医療広

域連合からの補助金でございます。 

    寄付金は 1,000 円。 

    繰入金は１億 739 万円、一般会計繰入金からの繰入で、対前年度比 549 万 2,000 円、5.4

パーセントの増額でございます。 

    繰越金は、450 万円、前年度繰越金でございます。 

    諸収入は 51 万 3,000 円で、償還金及び還付加算金などが主なものでございます。 

    次に、歳出の主なものについてのご説明を申し上げます。 

    総務費は 2,294 万 2,000 円で、総務管理費は、職員等の人件費及び電算システム更新等

の事務費を計上いたしております。 

    保健事業費は 158 万 1,000 円、後期高齢者の健康診査に係る経費を計上しております。 

    後期高齢者医療広域連合納付金は２億 7,441 万 5,000 円、兵庫県後期高齢者医療広域連

合に納付する保険料や運営事務費等の負担金でございます。 

    諸支出金は 51 万 1,000 円、償還金及び還付加算金が、主な予算でございます。 

    予備費は、10 万円を計上しております。 

    次に、予算第 2 条、一時借入金につきましてでありますが、地方自治法第 235 条の３第

２項の規定に基づきまして､当該年度中に一時借入金の借入の最高額を、1,000 万円と定め

るものでございます。 

    以上で、佐用町後期高齢者医療特別会計予算の提案の説明とさせていただきます。 
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    次に、議案第 41 号、平成 25 年度佐用町介護保険特別会計予算につきまして、提案のご

説明を申し上げます。 

    事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 21 億 1,477 万 4,000 円、サービ

ス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 930 万 3,000 円と定めております。 

    その中身につきまして、第１表、歳入歳出予算により説明をさせていただきます。 

    本予算の内、まず、事業勘定の歳入からでありますが、１ページをご覧ください。 

    主なものは、第１号被保険者保険料が３億 6,936 万 3,000 円、国庫負担金は３億 4,404

万 2,000 円、国庫補助金は１億 7,966 万 1,000 円、支払基金交付金は５億 7,046 万 9,000

円、県負担金は２億 9,396 万 5,000 円、県補助金は 610 万 5,000 円となっております。繰

入金は、一般会計繰入金が３億 2,623 万 1,000 円、介護給付費準備基金繰入金が 418 万

7,000 円でございます。諸収入の主なものといたしましては、ハイムゾンネからの返納金

1,686 万 8,000 円を計上いたしました。 

    続いて、歳出の説明をさせていただきます。 

    主なものは、総務費では、介護支援システムソフト保守点検委託料 177 万 7,000 円、主

治医意見書等手数料 626 万 7,000 円、介護認定審査会委員報酬 300 万円、地域包括支援セ

ンターシステム保守管理料 75 万 6,000 円などを計上し、総務費合計で 9,001 万 1,000 円

となっております。各種の給付事業の保険給付費の合計額は、19 億 7,996 万 5,000 円とな

っており、地域支援事業費の合計額は、2,096 万 1,000 円、公債費として財政安定化基金

貸付金償還元金で 2,000 万円、予備費 300 万円をそれぞれ計上いたしました。 

    続いて、サービス事業勘定についての説明を申し上げます。23 ページをご覧ください。 

    歳入では、サービス収入で、居宅支援サービス計画費収入として 930 万 3,000 円を計上

しております。 

    歳出では、サービス事業費で、介護予防支援委託料として 660 万 8,000 円を計上し、一

般会計への繰出金は 269 万 5,000 円としております。 

    次に、予算第２条、一時借入金につきましてでありますが、地方自治法第 235 条の３第

２項の規定に基づきまして、当該年度中の一時借入金の借り入れの最高額は、事業勘定

3,000 万円、サービス事業勘定 3,000 万円と定めるものでございます。 

    最後に、予算第３条、歳出予算の流用についてでございますが、地方自治法第 220 条第

２項の規定に基づきまして、当該会計における各項の間の流用を認める経費について、同

条第１項第１号に規定する保険給付費と定めるものでございます。 

    以上で、平成 25 年度佐用町介護保険特別会計予算の提案の説明とさせていただきます。 

    次に、議案第 42 号、佐用町朝霧園特別会計予算について、提案のご説明を申し上げま

す。 

    歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億 2,670 万 9,000 円とし、対前年度比で 43

万 8,000 円の減額となっております。 

    その中身につきまして、第１表、歳入歳出予算によりましての説明を申し上げます。 

    まず、歳入から、１ページをご覧ください。事業収入につきましては、定員 50 名の施

設入所者にかかわる収入金として１億 1,489 万 4,000 円、一般会計からの繰入金は 1,127

万 6,000 円でございます。また、諸収入では、短期宿泊事業の受託事業収入など 53 万 8,000

円などを計上いたしております。 

    続いて、歳出についてご説明をさせていただきます。民生費の内、一般管理費では施設

運営のための人件費及び施設管理費など 8,148 万 1,000 円、運営費では、入所者に関する

食事材料費など 4,518 万 8,000 円を計上し、予備費 4 万円とで、合計１億 2,670 万 9,000

円といたしております。 

    次に、予算第２条、一時借入金についてでございますが、当該年度中の一時借入金の借
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り入れの最高額は、100 万円と定めております。 

    以上で、平成 25 年度佐用町朝霧園特別会計予算の提案の説明とさせていただきます。 

    次に、議案第 43 号、佐用町簡易水道事業特別会計予算につきましての提案のご説明を

申し上げます。 

    歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７億 5,298 万円に定めるものでございます。 

    その中身につきましては、第１表、歳入歳出予算によりましての説明を申し上げます。 

    まず、歳入から説明をいたします。予算書１ページをご覧ください。 

    分担金及び負担金におきましては、新規加入５件、給水工事負担金２件を見込み 190 万

円計上いたしました。 

    使用料及び手数料におきましては、３億 5,553 万 1,000 円を計上し、使用料につきまし

ては、平成 24 年度の使用状況を勘案し、現年度分を３億 5,400 万円、滞納分として 120

万 1,000 円を見込み、行政財産使用料 7,000 円を計上、手数料につきましては、設計・検

査手数料 10 万 2,000 円、開閉栓手数料等 22 万 1,000 円でございます。 

    財産収入におきましては、46 万 1,000 円を計上し、内訳は、財政調整基金預金利子 35

万 6,000 円を、土地建物貸付収入といたしまして広山水道管理住宅貸付収入 10 万 5,000

円でございます。 

    繰入金につきましては、一般会計からの繰入金として、建設改良費及び元利償還金など

の財源といたしまして２億 5,635 万 9,000 円でございます。 

    諸収入につきましては、雑入におきまして河川改修事業等に伴う送配水管移設工事など

の県補償費として 8,372 万 8,000 円を、町債につきましては、簡易水道事業債 5,500 万円

を計上いたしております。 

    次に歳出でありますが、２ページをご覧ください。 

    簡易水道事業費につきましては、３億 8,674 万 2,000 円を計上しております。 

    うち、管理費におきましては、２億 1,901 万 7,000 円で、一般管理費の主なものといた

しましては、審議会委員報酬、人件費及び経常経費でございます。なお、公課費として消

費税納付金は 950 万 7,000 円でございます。 

    現場管理費におきましては、１億 8,020 万 7,000 円で、簡易水道施設の維持管理運転経

費でございます。内訳は、需用費では、浄水場などの光熱水費、医薬材料費及び電気計装

設備・送配水管の修繕費などとして 8,073 万 3,000 円を計上し、役務費におきましては、

浄水施設等の電話回線使用料 301 万 1,000 円、委託料は、電気保安業務委託料として 74

万 3,000 円、施設清掃管理委託料 216 万 1,000 円、メーター検針委託料 5,470 件で 460 万

2,000 円、水質検査委託料は、臨時分として 43 万 8,000 円、電気計装設備管理委託料 688

万 1,000 円、メーター交換委託料 1,450 個分として 335 万 3,000 円でございます。また、

24 年度より水道施設管理運転の業務委託費として 4,814 万 7,000 円を計上いたしておりま

す。工事請負費におきましては、浄水設備整備工事、浄水場ろ過膜洗浄工事、薬注装置の

更新、沈殿池、取水井の清掃などで 2,137 万 7,000 円でございます。原材料費では、水道

嵩上げ資材及びメーターなどの購入費、漏水などの補修資材費として 777 万 6,000 円でご

ざいます。 

    建設改良費におきましては、１億 6,772 万 5,000 円で、委託料として河川改修事業及び

国・県道改良工事に伴う送配水管移設設計費などに 1,872 万 5,000 円、工事請負費として、

同じく河川改修に伴う送配水管移設工事費、消火栓設置工事、給水工事などで１億 4,900

万円でございます。 

    公債費につきましては、簡易水道事業債などの償還元金３億 107 万 1,000 円、償還利子

6,506 万 7,000 円でございます。 

    予備費は、10 万円を計上させていただいております。 
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    また、２ページ、第２表の地方債につきましては、簡易水道事業で、限度額を 5,500 万

円と設定をいたしております。 

    次に、予算第３条、一時借入金についてでございますが、当該年度中の一時借入金の借

り入れ額の最高額を 2,000 万円と定めるているものでございます。 

    以上で、平成 25 年度佐用町簡易水道事業特別会計予算の提案の説明とさせていただき

ます。 

    続きまして、議案第 44 号、平成 25 年度佐用町特定環境保全公共下水道事業特別会計予

算につきましての、提案のご説明を申し上げます。 

    歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 10 億 2,761 万 5,000 円に定めるものでござ

います。 

    その中身につきましては、第１表、歳入歳出予算によりまして説明を申し上げます。 

    まず、歳入から、予算書１ページをご覧ください。 

    分担金及び負担金につきましては、５件の新規加入と２件の工事負担金を見込み、157

万 7,000 円を計上いたしました。 

    使用料及び手数料につきましては、２億７万 9,000 円を計上し、施設使用料におきまし

ては 24 年度を勘案し、現年分は１億 9,920 万円、行政財産使用料におきましては６万 9,000

円、指定工事店手数料として６万円でございます。 

    国庫支出金につきましては、生活排水施設統廃合事業補助金として 1,000 万円、繰入金

につきましては、一般会計からの繰入金６億 3,475 万 4,000 円、諸収入につきましては、

河川改修事業及び国・県道改良工事に係る管渠移設の県補償費など、１億 3,250 万 4,000

円、町債につきましては、公共下水道事業債として 4,870 万円でございます。 

    次に、歳出でありますが、２ページをご覧ください。 

    公共下水道事業費につきましては、４億 3,594 万 7,000 円を計上しております。 

    うち、管理費におきましては、１億 9,124 万 6,000 円で、その主なものといたしまして

は、一般管理費につきましては、人件費及び関係団体の負担金などの経常経費でございま

す。公課費は、消費税の納付金 2,230 万 1,000 円でございます。 

    現場管理費につきましては、５カ所の処理場、約 120 カ所のマンホールポンプ場及び雨

水ポンプ場並びに下水道管路の維持管理に要する経費で、需用費 4,797 万円は、各施設の

電気料 3,715 万 2,000 円、水道料 41 万 8,000 円、医薬材料費 604 万 8,000 円、機器修繕

及びマンホールの修繕費 430 万 4,000 円、役務費は、通信電話料 474 万円などを計上させ

ていただいております。委託料は 7,609 万 6,000 円を計上し、浄化センターの管理委託料、

汚泥処理委託料、水質検査委託料、機器の点検整備委託料などで、工事請負費は、1,478

万 3,000 円で、管路工事、舗装工事、マンホールポンプ工事、各施設の機械電気設備の工

事などの経費でございます。 

    事業費におきましては、２億 4,470 万 1,000 円でその主なものといたしましては、人件

費及び関係団体の負担金などでございます。委託料では、河川改修事業及び国・県道改良

工事に伴う管路移設工事設計、雨水排水詳細設計、生活排水施設統廃合計画業務委託料な

どで 4,150 万円でございます。工事請負費では１億 7,000 万円を計上し、新規加入者の公

共マス設置工事、管渠工事などと河川改修事業及び国・県道改良工事に伴う管渠移設工事

費でございます。 

    公債費につきましては、５億 9,156 万 8,000 円で、町債償還元金及び町債償還利子でご

ざいます。 

    予備費につきましては、10 万円を計上しております。 

    第２表、地方債につきましては、特定環境保全公共下水道事業として、地方債 4,870 万

円を限度額と定めております。 
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    次に、予算第３条、一時借入金についてでありますが、当該年度の一時借入金の借り入

れ限度の最高額を 1,000 万円と定めるものでございます。 

    以上で、平成 25 年度佐用町特定環境保全公共下水道事業特別会計予算の提案の説明と

させていただきます。 

    続きまして、議案第 45 号、佐用町生活排水処理事業特別会計予算につきましての提案

のご説明を申し上げます。 

    歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４億 3,388 万 2,000 円に定めるものでござい

ます。 

    その中身につきまして、第１表、歳入歳出予算によって説明を申し上げます。 

    まず、歳入から、予算書１ページをご覧ください。 

    分担金及び負担金におきましては、２件の新規加入を見込み、85 万円を計上をいたしま

した。 

    使用料及び手数料におきましては、現年度分浄化槽使用料 6,120 万円、農業集落排水施

設使用料 5,700 万円などで、１億 1,860 万 1,000 円を計上いたしております。 

    繰入金におきましては、一般会計からの繰入金といたしまして、３億 1,369 万 4,000 円

計上いたしております。 

    諸収入におきましては、検査事務手数料として 73 万 6,000 円を計上しております。 

    次に歳出でありますが、生活排水処理事業費につきましては、２億 279 万 2,000 円でご

ざいます。 

    うち、浄化槽管理費におきましては、ブロワー交換、漏水修理などの修繕料として、810

万 5,000 円、浄化槽 1,832 基の保守管理点検、水質検査などの委託料として、１億 234 万

6,000 円、公課費といたしまして消費税納付額 961 万 4,000 円を計上しております。 

    浄化槽事業費におきましては、河川改修に伴う浄化槽移設工事が計画にありませんので、

皆減でございます。 

    農業集落排水施設管理費におきましては、8,026 万 5,000 円とし、内訳は、一般管理費

では、人件費及び関係機関負担金など経常経費を 1,614 万 6,000 円、現場管理費では、6,411

万 9,000 円を計上し、主なものといたしましては、需用費として処理場などの電気料 1,588

万 4,000 円、ポンプ・ブロワーなどの修繕料として 315 万円、医薬材料費として 95 万 6,000

円を計上しております。委託料として、浄化センター施設管理委託、汚泥処理委託、機器

点検整備委託などで 3,227 万 8,000 円を計上しております。工事請負費におきましては、

936 万 8,000 円を計上し、汚水管路工事、舗装工事、マンホールポンプ、機器設備などの

工事費でございます。 

    農業集落排水施設事業費におきましては、190 万円とし、国・県道等のマス設置工事を

計上いたしております。 

    公債費につきましては、合併処理浄化槽設置事業及び農業集落排水事業の町債償還元金

及び償還利子で２億 3,099 万円を計上いたしております。 

    予備費につきましては、10 万円でございます。 

    次に、予算第２条の一時借入金についてでございますが、当該年度中の一時借入金の借

り入れの最高額を 1,000 万円と定めているものでございます。 

    以上で、平成 25 年度佐用町生活排水処理事業特別会計予算の提案の説明とさせていた

だきます。 

    続きまして、議案第 46 号、平成 25 年度佐用町西はりま天文台公園特別会計予算につき

ましての提案のご説明を申し上げます。 

    平成 25 年度予算の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億 621 万 1,000 円とし

ております。 
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    昨年度の当初予算と比較して、7,500 万円余りの減額となっておりますが、その要因と

いたしましては、人件費について、研究員等の大学職員への身分移管によることで減少し

たこと。委託料については、天文機器の保守管理を大学が直接執行することになったため

に、減少しております。また、３番目に、歳入の県立大学からの運営委託金について、前

述した人件費及び委託料の減額分を超えて削減されたため、予算額を圧縮せざるを得なか

ったことなどが挙げられます。 

    その中身につきまして、第１表、歳入歳出予算によりましての説明を申し上げます。 

    歳入から説明を申し上げます。 

    まず、使用料及び手数料につきましては 635 万円でございます。使用料におきまして、

町立野外活動センターの使用料収入を計上しております。従前、当該項目に計上しており

ました家族用ロッジ使用料につきましては、徴収の根拠となる施設の設管条例が廃止され

ましたので、雑入にロッジ宿泊料として、組み替え計上をしております。 

    次に、事項別明細書を参照していただきたいと思いますが、歳入の 15 款、県支出金に

つきましては、皆減でございます。県立大学が平成 25 年 4 月 1 日から法人化される予定

であるため、運営委託金の受け入れ先を雑入に変更をしております。 

    財産収入につきましては、８万 3,000 円、基金預金利子でございます。 

    繰入金につきましては、1,787 万 5,000 円でございます。町費支弁職員２名の人件費に

充てる一般会計からの繰入金でございます。 

    諸収入につきましては、8,190 万 2,000 円でございます。 

    雑入におきましては、シーツ使用料 202 万円をはじめ水道、電気などの使用料徴収金な

ど、従来のものに加え、先ほど申し上げましたロッジ宿泊料、天文台公園運営委託金を、

ここに計上しているために、前年度に比べ約 7,900 万円の増額となっております。 

    次に、歳出でございますが、教育費につきましては、１億 582 万 7,000 円でございます。 

    社会教育費におきまして、社会教育総務費 5,394 万 9,000 円は人件費で、研究員の身分

移管により、昨年度に比べると 5,100 万円余りの減額となっております。グループロッジ

運営費 779 万 1,000 円は、町施設の野外活動センターの管理運営に伴う費用でございます。

天文台公園運営費 4,408 万 7,000 円は、野外活動センターを除く施設の管理運営のための

費用であります。天文機器の保守管理委託料を県立大学の予算に移し替えたことに加えて、

歳入の減少の影響を受けて、歳出額を抑制したため、前年度に比べ 2,300 万円余りの減額

となっております。 

    諸支出金につきましては、基金費として８万 4,000 円を計上しております。 

    予備費といたしまして、30 万円を計上させていただきました。 

    以上で、平成 25 年度佐用町西はりま天文台公園特別会計予算の提案のご説明とさせて

いただきます。 

    次に、議案第 47 号、佐用町笹ヶ丘荘特別会計予算につきましての提案のご説明を申し

上げます。 

    この予算は、笹ヶ丘荘の管理運営にかかる予算で、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出そ

れぞれ１億 2,357 万 3,000 円といたしております。 

    その中身につきまして、第１表、歳入歳出予算によりましての説明を申し上げます。 

    まず、歳入から説明を申し上げますが、予算書１ページをご覧ください。 

    笹ヶ丘荘事業収入につきましては、9,928 万円で、全額が事業収入で、使用料が主なも

のでございます。 

    繰入金につきましては、2,421 万円 3,000 円で、全額が一般会計の繰入金でございます。 

    諸収入につきましては、８万円で、全額が雑入でございます。 

    次に、歳出でございますが、笹ヶ丘荘費につきましては、１億 2,357 万 3,000 円で、全
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額が笹ヶ丘荘管理運営費で、笹ヶ丘荘及び交流会館に係る費用でございます。 

    次に、予算第２条、一時借入金についてでありますが、当該年度中の一時借入金の借り

入れ額の最高額をは 1,000 万円と定めるものでございます。 

    以上で、平成 25 年度佐用町笹ヶ丘荘特別会計予算の提案の説明とさせていただきます。 

    続きまして、議案第 48 号、佐用町歯科保健特別会計予算についての提案の説明を申し

上げます。 

    歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2,746 万 1,000 円といたしております。 

    その中身につきまして、第１表、歳入歳出予算によりましての説明を申し上げます。 

    まず、歳入でありますが、１ページをご覧ください。 

    主なものは、保険診療報酬の外来収入 1,775 万円、一般会計繰入金 751 万 6,000 円、歯

ブラシ売上料などの諸収入が 219 万 3,000 円となっております。 

    続いて、歳出でございますが、主なものといたしまして、総務費で、歯科医師報酬 744

万円のほか、歯科衛生士などの人件費などで合計 2,351 万 1,000 円、医業費では、医薬材

料費・歯科技工委託料などで合計 395 万円を計上いたしております。 

    次に、予算第２条、一時借入金でございますが、当該年度中の一時借入金の借り入れ額

の最高額を 1,000 万円と定めるものでございます。 

    以上で、平成 25 年度佐用町歯科保健特別会計予算の提案の説明とさせていただきます。 

    引き続きまして、議案第 49 号、佐用町宅地造成事業特別会計予算につきましての提案

のご説明を申し上げます。 

    この予算は、さよひめ団地１区画、広山団地２区画、長尾団地２区画の分譲及び、基金

造成・公債費の償還にかかるものが主な内容で、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ

れ 3,045 万 2,000 円といたしております。 

    その中身につきまして、第１表、歳入歳出予算によりましての説明を申し上げます。 

    まず、歳入から、予算書第１ページをご覧ください。 

    財産収入につきましては、2,953 万 1,000 円で、うち、財産運用収入におきましては７

万 9,000 円、財産売払収入におきまして 2,945 万 2,000 円でございます。 

    繰入金につきましては、22 万 1,000 円で、全額が基金繰入金でございます。 

    繰越金につきましては、69 万 9,000 円であります。 

    諸収入につきましては、1,000 円、全額が雑入でございます。 

    次に、歳出でありますが、宅地造成費につきましては、2,995 万 1,000 円で、主なもの

は基金費でございます。 

    公債費につきましては、22 万 1,000 円で、町債償還金利子でございます。 

    予備費につきましては、28 万円でございます。 

    次に、予算第２条、一時借入金についてでございますが、当該年度中の一時借入金の借

り入れ最高額を 1,000 万円と定めるものでございます。 

    以上で、佐用町宅地造成事業特別会計予算の提案の説明とさせていただきます。 

    引き続きまして、議案第 50 号、佐用町農業共済事業特別会計予算についての提案のご

説明を申し上げます。 

    平成 25 年度の収益的収入及び支出の予定額は、収入・支出とも１億 295 万円を計上し

ており、対前年度比 104.6 パーセントであります。 

    主な内容は、共済事業予定量、農作物共済の水稲については、引受戸数 1,493 戸、引受

面積 7 万 2,018 アール、前年より引受戸数で 92 戸の減、麦については、引受戸数 7 戸、

引受面積 3,600 アールで、前年より引受面積で 250 アールの減でございます。 

    家畜共済では、引受戸数 25 戸、頭数では 2,990 頭、前年より 190 頭の増で、畑作物共

済では、引受戸数 32 戸、引受面積 9,952 アールで、前年より引受戸数で４戸の減、引受
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面積で 706 アールの減でございます。 

    園芸施設共済では、引受戸数 26 戸、62 棟で前年より、引受戸数で 1 戸、1 棟の減とな

っております。 

    損害防止事業といたしましては、前年度に引き続き獣害対策への補助、家畜の寄生虫駆

除、繁殖障害予防などでございます。 

    収益的収入及び支出の農作物勘定は、537 万 1,000 円、家畜共済勘定は 5,904 万 5,000

円、畑作物共済勘定は 507 万 2,000 円、園芸施設共済勘定は 78 万円、業務勘定では 3,268

万 2,000 円を計上しており、農作物は減額、家畜は増額、畑作物は減額、園芸施設共済は

若干の減で、業務勘定は減額となっております。 

    業務勘定収益の主なものといたしましては、一般会計からの補助金 1,945 万 6,000 円、

共済事業加入者からの賦課金 481 万 4,000 円、県共済組合連合会から損害防止助成金 136

万 6,000 円を計上。支出の主なものといたしましては、連合会への支払いの賦課金 257 万

7,000 円、一般管理費 2,434 万 3,000 円、損害評価費 257 万 7,000 円、損害防止費 286 万

8,000 円を計上いたしております。 

    以上で、平成 25 年度佐用町農業共済事業特別会計予算の提案の説明とさせていただき

ます。 

 

議長（西岡 正君）    すいません。町長。 

 

町長（庵逧典章君）    はい。 

 

議長（西岡 正君）    すいません。ちょっとだけ、時間、ちょっとだけ延長させてもらい

ます。 

 

町長（庵逧典章君）    はい。 

 

議長（西岡 正君）    ここでお諮ります。午後５時が来ようとしておりますが、時間を延

長して審議を継続したいと思いますので、これにご異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議長（西岡 正君）    ご異議なしと認めます。 

    なお、申し遅れましたけれども、教育長については、新採用者面接のため退席というこ

とで、お聞きいたしておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

    町長、すいません。お願いします。 

 

町長（庵逧典章君）    それでは、引き続きまして、議案第 51 号、佐用町石井財産区特別

会計予算についての提案のご説明を申し上げます。 

    石井財産区特別会計の予算総額は歳入歳出それぞれ 364 万 3,000 円といたしております。 

    歳入の主なものは、24 年度からの繰越金 364 万 1,000 円、歳出は森林災害復旧委託料

20 万円、作業道整備事業負担金 50 万円及びその他経常経費等を計上させていただいてお

ります。 

    以上で、佐用町石井財産区特別会計の予算の提案説明とさせていただきます。 

    最後に、議案第 52 号、佐用町水道事業会計予算について、提案のご説明を申し上げま

す。 
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    予算書１ページをご覧ください。 

    第２条の業務の予定量でございますが、給水戸数 1,815 戸、年間総給水量 58 万 56 トン、

一日平均給水量 1,585 トン、受託工事１箇所を予定しており、主要な建設改良事業は、河

川改修事業及び国県道改良工事に伴う送配水管移設工事などでございます。 

    第３条の収益的収入及び支出の予定額につきましては、収入の第１款、水道事業収益に

おきまして、１億 2,926 万 7,000 円で、第１項、営業収益は、水道料金、消火栓使用料、

手数料等で１億 595 万 7,000 円を、第２項、営業外収益は 2,330 万円で、高料金対策一般

会計繰入金、新規加入金などを予定いたしております。支出の第１款、水道事業費におき

ましては、２億 3,526 万 5,000 円で、第１項、営業費用は、水道施設維持管理業務委託、

電気計装等保守点検、電気料及び薬品費などの経常経費、また、メーター検針委託料、漏

水及びポンプ修繕費などで２億 572 万 1,000 円。第２項、営業外費用は、企業債借入金利

息、消費税などで 2,937 万 3,000 円を計上いたしております。 

    予算書２ページをご覧ください。 

    第４条の資本的収入及び支出の予定額につきましては、収入の第１款、資本的収入にお

きまして２億 887 万円で、第１項、企業債は、河川改修に伴う関連工事などに 5,200 万円。

第２項、他会計出資金は、1,337 万円で一般会計特別出資金。第３項、他会計負担金は、

消火栓工事に係るもので一般会計からの負担金 300 万円。第４項、工事負担金は、河川改

修に伴う送配水管移設工事補償費を１億 4,050 万円計上いたしております。支出の、第１

款、資本的支出額におきましては２億 6,037 万 1,000 円とし、第１項、建設改良費は、河

川改修に伴う水管橋及び送配水管路移設が主なものであり２億 1,432 万 5,000 円。第２項

は企業債償還金で 4,604 万 6,000 円を計上いたしております。収入不足額 5,150 万 1,000

円は、過年度分損益勘定内部留保資金で補填する予定といたしております。 

    第５条の企業債につきましては、上水道施設改良事業のために、借り入れ限度額を 5,200

万円と定めるものでございます。 

    第６条の一時借入金につきましては、当該年度中の借り入れ限度額を 2,000 万円と定め

るものでございます。 

    予算書３ページをご覧ください。 

    第７条につきましては、予定支出の各項の経費の金額の流用できる金額を定め、第８条

につきましては、議会の議決を経なければ流用することのできない経費、職員給与費及び

報酬を定めるものでございます。 

    第９条につきましては、他会計からの補助金として、一般会計から、高料金対策費 2,118

万 9,000 円、基礎年金拠出金分 45 万 2,000 円、法改正対応繰出金 44 万 1,000 円と定める

ものでございます。 

    第 10 条につきましては、たな卸資産購入限度額 39 万円と定めるものでございます。 

    内容の詳細につきましては、５ページからの佐用町水道事業会計の予算実施計画、資金

計画、収入及び支出見積基礎、給与費明細書、予定損益計算書、予定貸借対照表等を添付

いたしておりますのでご高覧いただきたいと存じます。 

    以上で、平成 25 年度の一般会計並びに各特別会計の当初予算の提案の説明をさせてい

ただきました。 

    この後、予算特別委員会が予定していだいておりますけれども、委員会で、それぞれ十

分にご審議の上、適切妥当な結論をいただき、ご承認賜りますようにお願いを申し上げま

して、提案説明とさせていただきます。 

    長時間、ありがとうございました。 

 

議長（西岡 正君）    提案に対する当局の説明が終わりました。 



 102

    ただ今議題としております議案第 38 号ないし議案第 52 号につきましては、平成 25 年

度佐用町一般会計並びに各特別会計予算であります。 

    この件に関しましては、日程第 58 で、全員による予算特別委員会を設置し、予算特別

委員会に付託することにしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議長（西岡 正君）    異議なしと認めます。よって議案第 38 号ないし議案第 52 号につき

ましては、予算特別委員会に付託することに決定いたしました。 

 

 

日程第 57．請願第１号 年金 2.5％の削減中止を求める請願 

 

議長（西岡 正君）    続いて日程第 57 に入ります。請願についてであります。 

    今期定例会に請願１件を受理いたしております。 

    請願第１号、年金 2.5 パーセントの削減中止を求める請願は、会議規則第 87 条の規定

により委員会付託を省略して直ちに審議に入りたいと思いますが、これにご異議ございま

せんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議長（西岡 正君）    ご異議なしと認めます。 

    それでは、請願第１号を議題といたします。 

    請願に対する紹介議員の説明を求めます。16 番、鍋島裕文君。お願いします。 

 

〔16 番 鍋島裕文君 登壇〕 

 

16 番（鍋島裕文君）    失礼します。16 番、日本共産党の鍋島です。 

    国民年金である老齢基礎年金で見ると、平均受給額が月額４万円代という低い年金額に

もかかわらず、更に、年金の受給額が、削減されようとしている今、この度、町民の方か

ら提出された年金削減の中止を求める請願の提案説明をさせていただきます。 

    さて、昨年 11 月 16 日には、衆議院解散に先立ちほとんど審議されることのないまま、

今年 10 月から３年間で年金を 2.5 パーセントも削減する法律が成立しました。 

    物価スライド、特例水準の解消を理由としていますが、これは 2000 年から 2002 年に消

費者物価指数が下がった時に高齢者の生活と経済への悪影響を避けるために年金を据え置

いた措置であります。 

    年金削減は、高齢者だけの問題ではありません。高齢者の大幅収入源は地域の経済に大

きな影響を与え、自治体の税収減にも直結することはいうまでもありません。深刻な不況

が続く日本経済への打撃も看過できません。 

    本来、物価スライドは、物価高騰に対して年金の目減りを回避するものです。年金削減

の手段とするのは本末転倒です。 

    灯油など生活必需品の値上げ、復興税や各種控除の縮小による増税、社会保険料の増額

などで高齢者の生活が厳しさを増している今、10 年以上も遡って年金を引き下げる理由は

ありません。来年４月からの消費税引き上げが重なるならば、その深刻さは計り知れませ

ん。特例水準の解消は、毎年 0.9 パーセント以上も年金を削減するデフレ化のマクロ経済
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スライドに連動し、限りない年金削減の流れが作られようとしています。 

    このような年金削減の流れを変えたいとする、私たちの運動にご理解いただき、不況を

より深刻にする年金 2.5 パーセント削減の実施を中止するよう、地方自治法第 99 条の規

定による意見書を国に提出されるよう請願します。 

    １、2013 年 10 月からの 2.5 パーセントの年金削減を中止すること。 

    以上であります。 

    昨年、３月議会で同趣旨の請願を否決していますが、この年金削減は、町民に大きな影

響を与えるものであります。この重要性に鑑み、再度、本議会で十分検討され、採択され

ますようお願いし、説明といたします。 

 

議長（西岡 正君）    はい、請願に対する紹介議員の説明が終わりました。 

    これから質疑を行いますが、質疑はありませんか。 

 

〔井上君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、井上議員。 

 

７番（井上洋文君）    これ、既に、累積が７兆円もの過払いになっておるわけですけれど

も、将来的に、そこらが負担になってくるわけですけれども、いかがですか。 

 

議長（西岡 正君）    はい、鍋島議員、お答え願います。 

 

16 番（鍋島裕文君）    過払いの問題、今、ありますけどね、結局、今度の問題というのは、

2.5 パーセント削減することによって、どうなるかという問題なんですね。 

    簡単に言いますと、今、公的年金の受給総額というのは、支給ベースで 51 兆円になっ

ておるんです。その 51 兆円の 2.5 パーセントを削減すれば、支給ベースで１兆 2,500 億

円の減になるんですね。このことが、国民のふところから逃げていくと。入らない。そう

いう問題になります。 

    で、前回もあったんだけれども、今の、その７兆円の問題を含めて、国の負担が増える

じゃないかという問題。その負担を、どうするのかということありますけれども、実際問

題、国の負担というのは、老齢基礎年金の２分の１が国庫負担ですから、だいたい、２兆

8,000 億から３兆円。これが、国庫負担になりました。 

    その 2.5 パーセントと言えば、だいたい、３兆円としても、750 億円というような状況

があってね、その 750 億円という金が作れないかという問題では、これは、今の国の財政

の中でもね、十分、対応できると。例えば、政党助成金なんかだったら、320 億円出して

おるわけですから、そういった無駄を削っていけばできるし、何よりも、高齢者の、その

年金生活者の生活を守る点と、それから、購買力を高めて、少しでも景気を回復させてい

くという点からすればね、むしろ、この削減が、逆に当たるという点で、経済的にも大き

な影響を与える。このように思いますけど。 

 

議長（西岡 正君）    はい、井上議員、よろしいか。 

    はい、ほかにございますか。 

    ないようですので、質疑を終結します。 

    これから、討論を行います。まず、原案に反対討論の方、ございますか。 

 



 104

〔井上君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、井上議員。 

 

７番（井上洋文君）    国民年金などの年金額は、物価スライド方式により、物価の変動に

報じて、毎年度改正されている。 

    物価が下落した平成 12 年度から３年間、本来は、年金額も引き下げる必要があったが、

高齢者の生活に配慮し、与野党が一致して、特例的に年金額を据え置く措置が取られ、現

在の年金額は、本来よりも 2.5 パーセント高くなっております。 

    この特例水準によって、既に、累積で、約７兆円もの過払いが生じており、結果的に将

来世代へ負担を先送りしている状態でございます。 

    国民年金法の一部を改正する法律によって、現行の年金額を、本年 10 月分から１パー、

平成 26 年４月に１パー、更に、翌 27 年４月に 0.5 パー、それぞれ減額することで、特例

水準の解消が図られることになりました。 

    少子高齢化が進む中、将来世代への負担の先送りを回避するため制定された特例水準の

解消措置の中止を求める本請願の趣旨には、賛同できず、反対といたします。 

 

議長（西岡 正君）    はい、それでは、賛成の方。 

 

〔平岡君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、平岡議員。 

 

17 番（平岡きぬゑ君）   請願に賛成の立場から討論を行います。 

    昨年の国会で成立した 2.5 パーセントの年金削減法は、準備されているデフレ化のマク

ロ経済スライドとも連動し、将来にわたって、限りない年金削減の流れを固定化すること

になります。この流れを許せば、不況の中、生活苦にあえぐ高齢者の生活を破壊し、次世

代の年金額の低下にも直結します。世代を超えて止めなければなりません。 

    決まった法律の中止は、難しいとの声もありますが、高齢者の生活実態からも、地域経

済に対する悪影響からも、国の経済再生からも、年金削減の中止は、絶対に必要です。 

    この立場から賛成いたします。 

 

議長（西岡 正君）    はい、ほかに、討論ございますか。 

    はい、ないようですので、討論を終結します。 

    これより請願第１号を採決します。この採決は、挙手によって行います。 

    この請願第１号について、採択することに賛成の方は、挙手を願います。 

 

〔賛成者 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    挙手、少数です。よって請願第１号、年金 2.5 パーセントの削減中

止を求める請願は、不採択とすることに決定いたしました。 

 

 

日程第 58．予算特別委員会の設置及び委員定数について 
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議長（西岡 正君）    日程第 58、予算特別委員会の設置及び委員定数についてを議題とい

たします。 

    お諮りします。平成 25 年度佐用町一般会計、12 特別会計および２事業会計の予算審議

のため、全員による予算特別委員会を設置したいと思いますが、これにご異議ございませ

んか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議長（西岡 正君）    ご異議なしと認めます。よって、全員による予算特別委員会を設置

することに決定されました。 

 

 

日程第 59．予算特別委員会委員長及び副委員長の選任について 

 

議長（西岡 正君）    続いて日程第 59 に入ります。 

    予算特別委員会委員長及び副委員長の選任についてを議題といたします。 

    委員長及び副委員長の選任については、先の全員協議会において協議され、決定されて

おりますので、予算特別委員会の委員長及び副委員長の氏名を議長より発表いたします。 

    佐用町議会予算特別委員会委員長、大下吉三郎君。副委員長、敏森正勝君。 

    以上、両君が予算特別委員会委員長及び副委員長に選任されました。 

 

 

日程第 60．委員会付託について 

 

議長（西岡 正君）    続いて日程第 60 に移ります。 

    日程第 60 は、委員会付託についてであります。 

    ここで、暫時休憩します。 

 

午後０５時０９分 休憩 

午後０５時１１分 再開 

 

議長（西岡 正君）    休憩を解き会議を続行します。 

    お諮りします。お手元に配付いたしました議案付託表のとおり、所管の委員会に審査を

付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

議長（西岡 正君）    ご異議なしと認めます。よって、そのように決します。 

 

 

議長（西岡 正君）    以上をもちまして本日の日程は終了いたしました。 

    お諮りします。委員会等開催のため明３月５日から 12 日まで本会議を休会したいと思

いますが、これにご異議ございませんか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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議長（西岡 正君）    ご異議なしと認めます。よってそのように決します。 

    次の本会議は、来る３月 13 日午前 10 時より再開し、一般質問を行いますのでご承知く

ださいますよう、お知らせをいたします。 

    それでは、本日はこれにて散会いたします。どうもご苦労さんでした。 

 

 

午後０５時１２分 散会 

 

 


